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平成３０年３月１２日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成２６年（ワ）第７６０４号 特許権侵害差止等請求事件 

口頭弁論終結日 平成２９年１２月２５日 

判          決 

    原       告          トラタニ株式会社 

    同訴訟代理人弁護士           今 西 康 訓 

    同                   宇津呂   修 

    同                   渡 邉 りつ子 

    同補佐人弁理士             鈴 江 正 二 

    同                   木 村 俊 之 

    同                   吉 村 哲 郎 

    同                   渡 辺 容 子 

    被       告           株式会社タカギ 

    被       告        株式会社名古屋タカギ 

    上記２名訴訟代理人弁護士        藤 本 英 二 

    同                   富 永 夕 子 

    同訴訟復代理人弁護士          金   順 雅 

    同補佐人弁理士             藤 本 英 夫 

    同                   西 村 幸 城 

主 文 

１ 被告株式会社タカギは，別紙被告製品目録記載第１の１ないし３のイ号ない

しハ号製品，同目録記載第２の１ないし３のニ号ないしヘ号製品を製造し，輸

入し，販売し，又は販売のための申出をしてはならない。 

２ 被告株式会社タカギは，前項の各製品を廃棄せよ。 

３ 被告株式会社名古屋タカギは，別紙被告製品目録記載第１の１及び２のイ号

及びロ号製品を製造し，輸入し，販売し，又は販売のための申出をしてはなら
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ない。 

４ 被告株式会社名古屋タカギは，前項の各製品を廃棄せよ。 

５ 被告株式会社タカギは，原告に対し，４４１万５９６３円及びうち別紙「被

告タカギ遅延損害金一覧表」の「遅延損害金元金（円）」欄記載の各金員に対

する各「年月」欄記載の各年月末日から，うち４０万円に対する平成２６年８

月２３日から，各支払済みまで，年５分の割合による金員を支払え。 

６ 被告株式会社名古屋タカギは，原告に対し，３３９万７０７７円及びうち別

紙「被告名古屋タカギ遅延損害金一覧表」の「遅延損害金元金（円）」欄記載

の各金員に対する各「年月」欄記載の各年月末日から，うち３０万円に対する

平成２６年８月２６日から，各支払済みまで，年５分の割合による金員を支払

え。 

７ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

８ 訴訟費用は，原告に生じた費用の５０分の３９，被告株式会社タカギに生じ

た費用の２５分の２２，被告株式会社名古屋タカギに生じた費用の１０分の９

を原告の負担とし，原告に生じた費用の２５分の３及び被告株式会社タカギに

生じた費用の２５分の３を被告株式会社タカギの負担とし，原告に生じた費用

の１０分の１及び被告株式会社名古屋タカギに生じた費用の１０分の１を被告

株式会社名古屋タカギの負担とする。 

９ この判決は，第５項及び第６項に限り，仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 １ 主文第１項ないし第４項同旨 

２ 被告株式会社タカギは，原告に対し，１億２３５０万２６１０円及び別紙遅

延損害金起算日一覧表１の「元金額」欄記載の各金員に対する「起算日」欄記

載の各月末日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 被告株式会社名古屋タカギは，原告に対し，３００２万３１３６円及び別紙
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遅延損害金起算日一覧表２の「元金額」欄記載の各金員に対する「起算日」欄

記載の各月末日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

本件は，発明の名称を「下肢用衣料」とする特許権を有する原告が，被告らが製

造販売するなどした別紙被告製品目録記載の各製品が当該発明の技術的範囲に属す

ると主張して，被告らに対し，当該特許権に基づいて，当該製品の製造販売等の差

止め及び当該製品の廃棄を求めるとともに，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠

償請求として，被告株式会社タカギに対し損害金１億２３５０万２６１０円及び別

紙遅延損害金起算日一覧表１「元金額」欄記載の各金員に対する不法行為又は不法

行為後の日である同別紙「起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年

５分の割合による遅延損害金の支払を，被告株式会社名古屋タカギに対し損害金３

００２万３１３６円及び別紙遅延損害金起算日一覧表２「元金額」欄記載の各金員

に対する不法行為又は不法行為後の日である同別紙「起算日」欄記載の各日から各

支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

なお，被告株式会社タカギに対する訴状送達の日は平成２６年８月２２日，被告株

式会社名古屋タカギに対する訴状送達の日は平成２６年８月２５日である。 

２ 前提事実（争いがない事実以外は，後掲証拠及び弁論の全趣旨により明ら

かに認められる。なお，書証の枝番号は，特に記載しない限りその全てを示す趣

旨である。以下，同様である。） 

(1) 当事者 

原告は，下着のパンツ，ショーツ，水着等の製造，販売等を目的とする株式会社

である。 

被告株式会社タカギ（以下「被告タカギ」という。）は，女性用下着類の製造，

販売等を目的とする株式会社である。 

被告株式会社名古屋タカギ（以下「被告名古屋タカギ」という。）は，女性用下
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着類の販売等を目的とする株式会社である。 

 (2) 原告の有する特許権 

原告は，以下の特許（以下「本件特許」といい，その特許出願の願書に添付され

た明細書及び図面を「本件明細書」という。また，本件特許に係る発明を「本件発

明」という。）に係る特許権を有する。本件明細書の記載は，本判決添付の特許公

報記載のとおりである。 

 特許番号  特許第４２１３１９４号 

 発明の名称 下肢用衣料 

 出願日   平成１７年８月２２日 

 登録日   平成２０年１１月７日 

 特許請求の範囲 

【請求項１】 

 大腿部が挿通する開口部の湾曲した足刳りとなる足刳り形成部を備えた前身頃と，

この前身頃に接続され臀部を覆うとともに前記前身頃の足刳り形成部に連続する足

刳り形成部を有した後身頃と，前記前身頃と前記後身頃の各足刳り形成部に接続さ

れ大腿部が挿通する大腿部パーツとを有し，前記前身頃の足刳り形成部の湾曲した

頂点が腸骨棘点付近に位置し，前記後身頃の足刳り形成部の下端縁は臀部の下端付

近に位置し，前記大腿部パーツの山の高さを前記足刳り形成部の前側の湾曲深さよ

りも低い形状とし，前記足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く形成

し，取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突出する

形状となることを特徴とする下肢用衣料。 

 (3) 本件発明の構成要件の分説 

本件発明を構成要件に分説すると，以下のとおりである。 

Ａ 大腿部が挿通する開口部の湾曲した足刳りとなる足刳り形成部を備えた前身

頃と， 

Ｂ この前身頃に接続され臀部を覆うとともに前記前身頃の足刳り形成部に連続
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する足刳り形成部を有した後身頃と， 

Ｃ 前記前身頃と前記後身頃の各足刳り形成部に接続され大腿部が挿通する大腿

部パーツとを有し， 

Ｄ 前記前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置し， 

 Ｅ 前記後身頃の足刳り形成部の下端縁は臀部の下端付近に位置し， 

Ｆ 前記大腿部パーツの山の高さを前記足刳り形成部の前側の湾曲深さよりも低

い形状とし， 

Ｇ 前記足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く形成し， 

Ｈ 取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突出す

る形状となることを特徴とする 

 Ｉ 下肢用衣料。 

(4) 被告らの行為 

被告タカギは，別紙被告製品目録記載の各製品（イ号製品ないしヘ号製品）を製

造販売し，又は製造販売していた。 

被告名古屋タカギは，別紙被告製品目録記載第１の１（イ号製品）のうちＤ８

３０及びＤ９４４並びに同目録記載第１の２（ロ号製品）のうちＤ８３１につい

て，販売及び販売のための申出をし，又は販売及び販売のための申出をしていた。  

(5) イ号製品ないしヘ号製品（以下，これらをまとめて「被告製品」というこ

とがある。）の構成のうち，本件発明に対応する部分の構成はいずれも同一であ

る。 

(6) 被告製品は，本件発明の構成要件Ａ，Ｂ，Ｃ及びＩを充足する。 

(7) 被告製品は，本件明細書【発明の効果】【００１１】に記載されている作用

効果を有する。 

(8) 原告は，平成２１年５月には「美尻ショーツ」（以下，「甲２２製品」とい

う。）及び「美尻ローライズショーツ」（以下，「甲２３製品」という。）の販売

を開始し，平成２５年５月頃には「もっちりレースボックスショーツプレーン」
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（以下，「甲２６製品」といい，甲２２製品，甲２３製品及び甲２６製品を併せて

「原告製品」という。）の販売を開始し，現在も販売している（甲２２，甲２３，

甲２６，甲３７，計算鑑定の結果）。 

３ 争点 

(1) 被告製品は，本件発明の構成要件を文言上充足するか。 

ア 構成要件Ｄの充足性（争点１－ア） 

イ 構成要件Ｅの充足性（争点１－イ） 

ウ 構成要件Ｆ，Ｇの充足性（争点１－ウ） 

エ 構成要件Ｈの充足性（争点１－エ） 

(2) 無効理由（明確性要件違反）の有無（争点２） 

(3) 無効理由（サポート要件違反）の有無（争点３） 

(4) 無効理由（新規性欠如）の有無（争点４） 

(5) 無効理由（進歩性欠如）の有無（争点５） 

(6) 特許法１０２条２項の適用の可否（争点６） 

(7) 原告が行使可能な損害賠償請求権の範囲（争点７） 

(8) 被告らが得た利益額（１０２条２項）（争点８） 

(9) 推定覆滅事由の存否（争点９） 

(10) 原告に生じた損害額（争点１０） 

４ 争点に関する当事者の主張 

(1) 争点１－ア（構成要件Ｄの充足性） 

（原告の主張） 

ア 「腸骨棘点」の解釈 

(ｱ) 腸骨棘とは，腸骨にある４つの棘のことであり，「上前腸骨棘」，「上後腸

骨棘」，「下前腸骨棘」及び「下後腸骨棘」を包含する概念であるところ，このう

ち，人体の前側に位置する「上前腸骨棘」，「下前腸骨棘」は，いずれも本件発明

の「腸骨棘」に該当する。（なお，人体の背側に位置する「上後腸骨棘」，「下後
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腸骨棘」は，構成要件Ｄの「腸骨棘点」とは無関係である。） 

なぜなら，本件発明は，【特許請求の範囲】【請求項１】に記載のとおり，「大

腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突出する形状となる」ことを特徴とし，こ

れにより，「大腿部を屈曲した姿勢に沿う立体形状」（本件明細書【００１１】）

にして，股関節の屈伸運動を円滑にするものであるところ，「上前腸骨棘」と「下

前腸骨棘」の位置は，足刳り部をどの程度まで抉って頂点にし上記姿勢に沿う立体

形状にするかの製品化段階での選択的な事項にすぎないからである。大腿部の屈曲

姿勢として，より深く屈曲した姿勢を基準にして製品化することを望むのであれば，

足刳り部の頂点として「上前腸骨棘」が好ましく，より浅く屈曲した姿勢を基準に

して製品化することを望むのであれば，足刳り部の頂点として「下前腸骨棘」が好

ましい。しかし，いずれの場合も，「直立姿勢」を基準に作られた従来技術（本件

明細書【０００４】）よりは作用効果において優れている。したがって，当業者は，

望む屈曲姿勢に応じて適宜選択することができる。この意味で，「上前腸骨棘」又

は「下前腸骨棘」のいずれであっても本件発明の「腸骨棘」に該当するものである。 

次に，「腸骨棘点」の「点」についてであるが，「点」とは，数学的には，位置

だけあって大きさのない図形のことであるが，そのようなものは仮想上の存在でし

かなく，現実的にはすべて一定の大きさを持っている。したがって，ここでは，

「（一定の大きさを持った）位置」程度の意味である。 

 以上より，構成要件Ｄにおける「腸骨棘点」とは，「上前腸骨棘」又は「下前腸

骨棘」によって示される位置ほどの意味であり，両者を含む趣旨で「腸骨棘点付

近」と記載しているのである。 

 (ｲ) 被告らの主張について 

実施例における「腸骨棘点ａ」は「下前腸骨棘点」を意味するものである。 

なぜなら，実施例における「腸骨棘点ａ」とは，何よりもまず「着用者が前屈み

に軽く屈曲した姿勢」をとった際に足の付け根と認められる部位付近に位置する

「腸骨棘点」と解されるところ，「上前腸骨棘点」は着用者が前屈みに軽く屈曲し
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た程度では大腿部の付け根ないし足の付け根といい得る位置に来ないからである。 

また，「下前腸骨棘」は大腿部の最前面にある大腿直筋の上側の始点であり，こ

の大腿直筋は股関節の屈曲に関わるものであるから，その付け根に位置する「下前

腸骨棘」は，大腿部の付け根というにふさわしい位置にあるものである。 

したがって，「腸骨棘点」には少なくとも「下前腸骨棘点」が含まれるが，他方

で，実施例はあくまでも「着用者が前屈みに軽く屈曲した姿勢に沿う形状」とした

場合を指すものに過ぎないものであり，前屈みに深く屈曲した姿勢に沿う形状にし

た場合には，それに応じて構成要件Ｄの「腸骨棘点」を「上前腸骨棘点」と解する

のが自然であることから，「腸骨棘点」には「下前腸骨棘点」及び「上前腸骨棘

点」の両方が含まれるものであり，当業者は望む屈曲姿勢に応じて適宜選択するこ

とができるものである。 

イ 被告製品の着用の仕方 

被告製品は，その構成自体に照らし，脚口パーツ（本件発明の「大腿部パーツ」

に相当する。なお，別紙１【平成２７年３月１７日付け訴え変更申立書の別紙】に

おいては，同パーツを「大腿部パーツ」と表記している。）と足刳り形成部との縫

合線を人体における大腿部と下胴部の屈曲部である「鼠径溝」に沿うように位置さ

せることを予定しているというべきである。 

すなわち，被告製品の着用の仕方を検討するには，被告製品のパーツが人体のど

の部分に対応しているかを検討するのが合理的であるところ，被告製品は，脚口パ

ーツと身頃側の足刳り形成部との縫合線を屈曲部として脚口パーツと身頃側の足刳

り形成部とを接合させている。そして，人体において，屈曲部として表れる部位は，

大腿部と下胴部との屈曲部である「鼠径溝」以外にない。また，仮に脚口パーツと

足刳り形成部との縫合線が「鼠径溝」よりも下方に位置したとしても，その位置で

は形状が整合せず，不安定な状態に置かれることになり，いずれ脚口パーツと足刳

り形成部との縫合線は「鼠径溝」の位置までずり上がり，そこで安定することとな

ることから，縫合線が「鼠径溝」に沿うように位置させることを予定しているとい
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うべきである。 

ウ 構成要件Ｄの充足性 

(ｱ) 構成要件Ｄの充足性の判断に当たっては，ある着用状態において構成要件Ｄ

を充足しない場合でも，別の着用状態において構成要件Ｄを充足するのであれば，

結論として構成要件Ｄを充足すると解するのが妥当である。 

前記イの着用状態とした場合，別紙２【原告第３準備書面の別紙】のとおり，イ

号製品の前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点は，下前腸骨棘点ａ付近に位置する

ものである。 

よって，被告製品は構成要件Ｄを充足する。 

(ｲ) 他方，被告らの実験（乙１２）における着用状態は，前身頃１２の足刳り形

成部２４の縫合線が股関節よりも相当下方に位置し，ショーツが相当程度ずり下が

ったものとなっており，前記イの着用状態に沿うものではない。また，イ号製品は，

「脚口部分が太ももの付け根に合うようにオリジナル立体パターンを採用し，動い

てもずれ上がりにくいようになっています。」と説明されているところ，前記着用

状態は，イ号製品が想定する着用状態とも異なるものとなっている。 

したがって，仮に前記のような着用状態をとったとしても，被告製品の形状と人

体の形状とが整合せず，縫合線がいずれ大腿部と下胴部との屈曲部にずり上がるこ

とになるから，そのような一時的，過渡的な着用状態をもって，本件発明との対比

の対象とすることは妥当ではない。 

ショーツのサイズはヒップを基準に選択すべきところ，乙１２に掲載された被験

者の着用状態をみると，いずれも小さ目のサイズのショーツを穿いていることから

しても，当該実験は，構成要件Ｄの充足性を判断する上で不適当なものである。 

なお，被告らは「腰部脇線２２，３０の下側が立体的に迫り出す」，「足刳り形

成部２４・２５の前側の境界部分の近傍が立体的に迫り出す」と主張するが，被告

製品における「迫り出し」はほとんど確認できない程度のものである。 

（被告らの主張） 
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ア 「腸骨棘点」の解釈 

(ｱ) 「上後腸骨棘」及び「下後腸骨棘」が「腸骨棘点」とは無関係であることは

認める。 

「腸骨棘点」は，末尾に「点」という言葉が付加されているが故に，本技術分野

では非常に限定して解釈されるべきものであり，原告主張のように「上前腸骨棘」

及び「下前腸骨棘」の両方を指すと解されるものではなく，「上前腸骨棘」又は

「下前腸骨棘」の何れか一つのみに関連すると解するのが自然である。 

そして，「上前腸骨棘」は，人体の外側に突出しており，視覚的にも触覚的にも

その位置を確認するのが容易である一方，「下前腸骨棘」は，人体の外側に突出し

ておらず，その位置を確認するのは容易ではないという不便性を有することからす

れば，当技術分野において位置や場所を指し示す目安として用いられることは稀で

あり，目安として用いる特殊な場合には，「下前腸骨棘」であることを明記する必

要があるところ，本件明細書には，それが明記されていない。 

よって，「腸骨棘」とは，「上前腸骨棘」を指すというべきである。 

また，「腸骨棘点付近」と「腸骨棘付近」という文言を単純に比べた場合，

「点」という言葉が付いている前者の範囲を狭く解するのが自然であることから，

「腸骨棘点付近」の範囲は上前腸骨棘内に限られ，上前腸骨棘の外側の位置まで含

むと解することはできない。 

したがって，構成要件Ｄの「腸骨棘点」は「上前腸骨棘」の１点を指すと解すべ

きである。 

なお，本件明細書【００２６】の「…腸骨棘点ａ付近を通過し，…転子点ｂ付近

の上方を通過して湾曲し，…」との記載からして，構成要件Ｄの「腸骨棘点付近」

と「転子点付近」とは，峻別されるべき関係にあることは自明であることから，仮

に，「腸骨棘点」が「上前腸骨棘」及び「下前腸骨棘」の両方を含む範囲を指して

いると解したとしても，「前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点」が上前腸骨棘及

び下前腸骨棘よりも転子点に近い位置にある場合には，構成要件Ｄの「腸骨棘点付
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近」を充たすということはできない。 

また，仮に，原告が別紙２で特定するように，イ号製品の「前身頃の足刳り形成

部の湾曲した頂点」が「下前腸骨棘点付近」に位置しているとしても，当該頂点は

「上前腸骨棘」から離れており，実質的に「上前腸骨棘」の範囲内に収まるところ

の構成要件Ｄの「腸骨棘点付近」には位置しないので，イ号製品は構成要件Ｄを充

足しないことになる。 

(ｲ) 原告の主張について 

実施例の「腸骨棘点ａ」は「下前腸骨棘点」とは解されない。 

原告は，「下前腸骨棘」は大腿部の最前面にある大腿直筋の上側の始点であり，

この大腿直筋は股関節の屈曲に関わるものであるとして，その付け根に位置する

「下前腸骨棘」は，大腿部の付け根というにふさわしい位置にあるとするが，実際

に股関節を屈曲させた際に，下胴部と大腿部との屈曲部は下前腸骨棘の位置には形

成されない。なぜなら，まず，上前腸骨棘を起始とする縫工筋が存在するところ，

この縫工筋は下前腸骨棘のやや脇の前方を経て脛骨粗面内側に停止し，縫工筋は収

縮して股関節を屈曲させるように作用することから，股関節を屈曲させた際，収縮

した状態の縫工筋は，下前腸骨棘よりも上方かつ前方に存在する上前腸骨棘からそ

の前方かつ下方に向かい，必ず下前腸骨棘よりも前方の位置を通るのであり，この

ように延びる縫工筋が存在する以上，股関節を屈曲させた状態において，下前腸骨

棘の位置に屈曲部が形成されないことは自明である。 

また，股関節を屈曲させる他の筋肉である大腰筋及び大腿直筋は，いずれも股関

節を屈曲させた際に下前腸骨棘の位置に屈曲部を形成するような状態に伸びないこ

とは明らかであり，屈曲部は縫工筋が起こる上前腸骨棘の位置付近か，それより上

側に形成されるものと考えられる。 

以上より，上記屈曲部よりも下方に存在する下前腸骨棘の位置から前方に延びる

ように生地の立体的方向性を確保した下肢用衣料は，着用者が軽く前屈みになった

姿勢に沿う立体形状に作られているとはいえない。一方，本件明細書の【００２



- 12 - 

７】には，「この実施形態のスパッツ１０によれば，…身体の腸骨棘点ａ付近から

前方の生地の立体的方向性が確保されるため，着用時に股関節の前方への屈伸抵抗

が少なく運動しやすく，疲れにくいものである。…特に，このスパッツ１０は，着

用者が軽く前屈みになった姿勢に沿う立体形状に作られ，この姿勢では生地にあま

り張力が発生しないため身体が圧迫されず，またさらに深く屈む動作をするときの

負荷も少なく抑えられるものである。また，大腿部パーツ１８が前方に盛り上げら

れた立体形状になるため，図４，図５に示すように足を上げたりしゃがんだりする

動作のとき，大腿部にかかる生地の抵抗が小さく，容易に運動することができる。 

さらに，生地が身体の動きに追従するため，衣服ズレも軽減することができる。」

と記載されていることからすると，腸骨棘点ａは，少なくとも下前腸骨棘の位置を

指しておらず，下前腸骨棘の位置から前方に延びるように生地の立体的方向性を確

保することは，本件発明の狙いから外れるものであることは明らかである。 

また，「深く屈曲した姿勢」をとると，生地に張力が発生し，身体が強く圧迫さ

れて，本件明細書【００１１】の作用効果が生じないことから，本件明細書には

「深く屈曲した姿勢」について明記されていないのであり，「深く屈曲した姿勢」

をとった場合でも【００１１】の作用効果が生じるとの前提に立った上で，腸骨棘

点に上前腸骨棘点が含まれるとする原告の主張は失当である。 

イ 着用の仕方 

被告製品は，着用者が比較的ゆったりと穿けるように設計したものであり，着用

したときに腰部脇線２２，３０の下側が立体的に迫り出すように，各腰部脇線２２，

３０を湾曲させ，縫合後，足刳り形成部２４・２５の前側の境界部分の近傍が立体

的に迫り出すようにしている。具体的には，腰部脇線２２，３０の上下方向におけ

る中間位置あたりから下端にかけて，前方に徐々に立体的に迫り出すように構成さ

れている。 

また，これに伴い，脚口パーツと足刳り形成部との縫合線が「鼠径溝」よりも下

方に位置することを想定している。これにより，着用者は，鼠径溝あたりが締め付
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けられることなく，ゆったりと被告製品を着用することができる。 

したがって，被告製品は，脚口パーツと足刳り形成部との縫合線を，鼠径溝に位

置させることを予定しているとの原告の主張は失当である。 

一般に，ショーツは，足刳りラインが脚の付け根のラインとほぼ同一になってい

る「ノーマル」，それよりも深く，脚の付け根部分が露出する「ハイレグ」，逆に

足刳りラインが浅く，太もも側に布地が多く取られ，肌の露出が抑えられる「ロー

レグ」に分類されている。このように，足刳り形成部の位置はショーツによって異

なるものであり，必ずしも鼠径溝に沿うものではなく，被告製品も，足刳り形成部

を鼠径溝に沿わせることを意図して作られたものではない。 

仮に，脚口パーツと足刳り形成部との縫合線が鼠径溝に沿うように被告製品を引

き上げて穿いた場合には，前身頃パーツ及び後身頃パーツが過度に上下に引き伸ば

され，この結果，腰部脇線の上下方向における中間位置あたりから下端にかけて，

前方に徐々に立体的に迫り出すという作用が打ち消され，脚口パーツと足刳り形成

部との縫合部が鼠径溝に食い込むことにより，鼠径溝あたりが締め付けられること

になる。 

 ウ 構成要件Ｄの充足性 

(ｱ) 被告らは，乙１２のとおり，実際に被験者を３名募り，レントゲン撮影によ

り，イ号製品を着用したときにおける前身頃１２の足刳り形成部２４の湾曲した頂

点の位置について確認したところ，被験者全員において，前身頃１２の足刳り形成

部２４の湾曲した頂点は，転子点付近あるいは転子点よりも下方に位置した。転子

点付近あるいは転子点よりも下方に位置する該頂点が，上前腸骨棘付近（つまり

「腸骨棘点付近」）に存在していないのは明らかである。 

また，仮に，原告が主張するように，構成要件Ｄの「腸骨棘点付近」が「下前腸

骨棘」を含む範囲と解したとしても，前記のとおり，構成要件Ｄの「腸骨棘点付

近」と「転子点付近」とは，峻別されるべき関係にあることからすれば，上前腸骨

棘及び下前腸骨棘よりも転子点に明らかに近い位置にあるイ号製品の「前身頃の足
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刳り形成部の湾曲した頂点」が構成要件Ｄの腸骨棘点付近に位置するということは

できない。 

原告主張のとおり，ショーツのサイズはウエストではなくヒップのサイズを基準

に選択すべきであるところ，被験者３名はいずれも，それぞれのヒップサイズに適

応する又は大き目のヒップサイズのショーツを着用したものであるから，小さ目の

サイズのショーツを穿いているという原告の主張は当たらない。 

よって，被告製品は構成要件Ｄを充足しない。 

 (ｲ) 原告主張のように，様々な着用状態を許容し，ある着用状態において構成要

件Ｄが充足されれば足りると解すると，「腸骨棘点付近」の意義の不明確さも含め，

構成要件Ｄが非常に不明確なものとなることから妥当でない。 

別紙２は，レントゲン写真の歪みや被告製品の不適切な穿かせ方など，その正確性

に問題があるものである。 

すなわち，被告製品は，着用時に横から見た場合，後身頃側の上端が前身頃側の

上端よりも高くなるように設計されているものであるから，そのような着用の仕方

をすべきである。原告は，被告製品を原告トルソーに穿かせる際，被告製品の足刳

り形成部を原告トルソーのＶラインに沿わせ，被告製品全体を上方に引き上げてお

り，かつ，本来後身頃側の上端が高くなるようにすべきところ，前身頃側上端と後

身頃側上端を無理に合致させようと，前身頃を余分に上方に引き伸ばしている。 

このような穿かせ方は，股下にきつく食い込み，着用に耐えられなくなることから

しても，被告製品にとって相応しくないのは明らかである。 

 (2) 争点１－イ（構成要件Ｅの充足性） 

（原告の主張） 

 構成要件Ｅにおける「後身頃の足刳り形成部の下端縁」とは，後身頃の足刳り形

成部の（一部に含まれる）下端縁という程度の意味であり，「下端縁」とは読んで

字のごとく下端の縁という意味である。 

そして，別紙１の被告製品の後身頃１４の足刳り形成部２５の下端縁が，臀部の



- 15 - 

下端付近に位置していることは明らかであるから，被告製品は構成要件Ｅを充足す

る。 

（被告らの主張） 

構成要件Ｅの充足性は争う。そもそも原告は，「前記後身頃の足刳り形成部の下

端縁」の意味及び「臀部の下端付近」が示す位置，並びに「後身頃１４の足刳り形

成部２５の下端縁」の具体的な特定方法を明らかにしていない。 

(3) 争点１－ウ（構成要件Ｆ，Ｇの充足性） 

（原告の主張） 

ア 構成要件Ｆ「足刳り形成部の前側」 

 ここにいう「前側」とは，人体を前側（正面側）と後側（背面側）に分けた場合

の前側を指すものであり，着用状態での正面視における左右の最外部を「最側部」

とすると，合理的にみて，別紙３【原告第５準備書面の別紙２ないし７】のＥ点よ

りもＦ側に両脇の最側部がくることはない。なぜなら，Ｅ点よりもＦ側はギャザー

部であるところ，ギャザーを設けることの技術的意義が，当該部分を臀部のふくら

みに対応させることにあることからすれば，ギャザー部でカバーされる部分は明ら

かに人体の後側に位置するというべきであるからである。 

そうすると，「前側」を最も広く見たとしても，Ｅ点よりは上側の部分である。 

 本件明細書及び図面のどこにも，湾曲部分が臀部ダーツ３１まで延びているとは

記載されていない。本件明細書の図３において，ｈ１によって特定される「山」及

びｈ２によって特定される「湾曲部分」を敢えて図示すれば，それぞれ下図の黄色

の部分となる。 

【参考図３】 
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なお，上図において，赤色で示した線は，ｈ１又はｈ２によって特定される線と

直交する線であり，「山」又は「湾曲部分」における最も下方の幅に対応している。

「山」及び「湾曲部分」が決まればそれぞれの「高さ」ないし「深さ」は一義的に

決まるが，「幅」については上から下までの各高さ（深さ）に対応した幅が考えら

れるため，図３に記載されたｗ１及びｗ２はその一例である。 

上図に示すとおり，湾曲部分は臀部ダーツ３１までは延びていないことから，そ

れを前提とする被告らの主張は失当である。 

 イ 構成要件Ｇ「前記足刳り形成部の湾曲部分」  

「前記足刳り形成部の湾曲部分」とは，構成要件Ｆの「前記足刳り形成部の前側

の湾曲深さ」を受けて記載されているものであり，人体を前側（正面側）と後側

（背面側）に分けた場合の前側に位置する部分を指しているものである。 
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ウ 被告製品のパターン図について 

被告らのパターン図の合わせ方（別紙４【被告準備書面(4)の別紙】）は，前身

頃と後身頃との間にオーバーラップ部分が設けられており，不合理である。なぜな

ら，これらの図に描かれた各パーツの境界線（実線）は縫い目を表しているのであ

るから，そもそもオーバーラップ部分を設けることは妥当ではない。 

イ号製品の腰部前側縁２２，３０についてみると，これらは若干凹状に湾曲して

いるから，被告らの主張するようにそれらの下側を立体的に迫り出すように縫い合

わせる場合（この場合，上側も立体的に迫り出すことになる），腰部前側縁２２，

３０の凹状の湾曲部分の中間部を互いに詰めて縫い合わせることになる。したがっ

て，これを展開図で表現すれば，上記中間部が互いに離間するように配置されるこ

とになる。これを図示したのが，別紙１の【パターン図（要部）】及び【寸法入り

パターン図（要部）】である。 

縫合後の形状は，互いに縫い合わされる「辺」の曲率や長さなどの具体的態様に

よって決まるものであるから，２次元平面にパターン（型紙）を配置したときにオ

ーバーラップ部分を設けるか否か，どれだけの面積だけオーバーラップ部分を設け

るかということと，縫合後の形状が立体的に迫り出すか否か，さらには，縫合後の

形状がどの程度立体的に迫り出すかということとは関係がない。 

したがって，オーバーラップ部分の面積が被告らの図示する大きさでなければな

らない理由はなく，また，腰部脇線２２，３０の上側にのみオーバーラップ部分が

形成されるように前身頃１２及び後身頃１４のパターンを配置する理由も不明であ

る。 

エ 構成要件Ｆ，Ｇの充足性 

別紙３のとおり，被告製品は，Ｅ点（被告製品におけるギャザー部の始点）より

も上側の全ての「幅」において，脚口パーツの山の高さが足刳り形成部の湾曲深さ

よりも低く，また，足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも山の幅が広くなっており，

構成要件Ｆ及びＧを充たしている。 
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また，別紙５【原告第７準備書面の別紙１ないし９】のとおり，仮に被告らのパ

ターン図の合わせ方に従ったとしても，Ｅ点（被告製品におけるギャザー部の始

点）よりも上側の全ての「幅」において，脚口パーツの山の高さが足刳り形成部の

湾曲深さよりも低く，また，足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも山の幅が広くなっ

ており，構成要件Ｆ及びＧを充たしている 。 

なお，本件明細書及び図面のどこにも「全ての位置間において」とは記載されて

おらず，そもそも，大腿部パーツが前身頃に対して前方に突出する形状となるよう

にする手段として，前側に位置する「湾曲部分」において構成要件Ｆ及びＧを充足

すれば足りると解すべきものであるから，本件明細書【００２０】の記載について，

足付根部の山と足刳り前部とは，互いに縫い付けられる全ての位置間において，山

の幅が湾曲部分の幅よりも広くなることを意味するものであるとする被告らの主張

は失当である。 

（被告らの主張） 

ア 構成要件Ｆ「足刳り形成部の前側」 

構成要件Ｆ「前記足刳り形成部の前側の湾曲深さ」を特定するための基準は不明

確であり，イ号製品における「湾曲」の正確な特定は困難である。 

また，「前側」とはどこまでを含むのかにつき，本件明細書を参照しても明確に

把握することはできない。 

原告の主張のように，「前側」を人体の前側と解釈すると，明細書【００２０】

及び図３に記載された湾曲部分が後側にまで伸びていることと整合性がとれない。 

すなわち，本件明細書【００２０】の記載に照らせば，本件明細書の図３におい

て，山４０ａの高さを示す符号ｈ１が付された上下に延びる矢印の下端が接する破

線は，山４０ａの下端を指すと考えられる。したがって，図３において，山４０ａ

は，大腿部パーツ１８において破線より上側の部分全体を指すと捉えられる。そし

て，このように山４０ａを捉えた場合，図３において，湾曲部分は，足刳り形成部

２４，２５と，これらの下端どうしを結んだ線とで囲まれる部分を指すと捉えられ
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る。 

 そうすると，図３から把握されるように，湾曲部分は臀部ダーツ３１まで延びて

いて，この臀部ダーツ３１は，図２から考えても，また，臀部ダーツ３１という名

称自体から考えても，明らかに後ろ側に位置しているから，本件明細書【００２

０】及び図３に記載されている湾曲部分が，後ろ側にまで延びているのは明らかで

ある。しかも，本件明細書【００２０】には，山４０ａや足刳り前部２４，２５の

湾曲部分が「前側」にあることを示唆するような記載は見当たらない。 

 そのため，この湾曲部分が構成要件Ｆ，Ｇの「湾曲（部分）」の一例であること

からすると，構成要件Ｆの「前側」の意味は不明であり，この「前側」が，身体を

前側（正面側）と後ろ側（背面側）とに分けた場合の前側を指すと解すると，本件

明細書【００２０】及び図３に記載された湾曲部分が後ろ側にまで延びていること

との整合がとれなくなる。 

イ 構成要件Ｇ「前記足刳り形成部の湾曲部分」 

構成要件Ｇ「前記足刳り形成部の湾曲部分の幅」を特定するための基準は不明確

であり，イ号製品における「山」の正確な特定は困難である。 

構成要件Ｇにおける「足刳り形成部の湾曲部分」には「前側」の文言が入ってい

ない。本件発明の特許請求の範囲の記載で，原告自身が，「足刳り形成部」と「足

刳り形成部の前側」は異なる範囲を示す文言として明確に使い分けている以上，

「足刳り形成部の湾曲部分」としか記載されていない構成要件Ｇの記載が「足刳り

形成部の前側の湾曲部分」を意味すると解釈することができないことは明白である。

また，仮に前側に限定して解釈する場合，その「前側」とはどこまでを含むのかと

いう点につき，本件明細書を参照しても明確に把握することができず，構成要件Ｆ

と同様にその意味が不明となる。 

そもそも，構成要件Ｆ，Ｇにおける「前記足刳り形成部」とは構成要件Ａないし

Ｅに記載されている「足刳り形成部」のいずれを指すのかも文言上明確ではない。 

 ウ 被告製品のパターン図 
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 構成要件Ｆ，Ｇにおける「山」と「湾曲」との高さ（深さ）及び幅は，腰部前側

縁２２，３０が直線であることを前提として比較されるものであるところ，イ号製

品では，各腰部脇線２２，３０を直線としておらず，本件明細書の図３に倣い，腰

部前側縁２２，３０が隙間無く合致するように各パーツを配置することもできない

ことから，イ号製品では，構成要件Ｆ，Ｇにおける正確な比較はそもそも困難であ

る。 

 イ号製品では，前身頃１２の腰部脇線２２と後身頃１４の腰部脇線３０とを縫い

合わせると腰部脇線２２，３０の下側が立体的に迫（せ）り出すように，各腰部脇

線２２，３０は湾曲しており，縫製後においては，足刳り形成部２４・２５の前側

の境界部分の近傍は立体的に迫（せ）り出すことになるのであり，別紙４のパター

ン図等に示すように各パーツを配置すれば，少なくとも足刳り形成部２４・２５の

前側の境界部分に限ってみた場合，考え得る限り最も近づいた状態となる。 

他方，原告のパターン図の合わせ方により別紙１のように各パーツを配置すると，

足刳り形成部の湾曲深さや幅を特定する上で重要となる，前身頃の足刳り形成部の

湾曲した頂点付近（足刳り形成部２４・２５の前側の境界部分の近傍）の形状が非

常に不正確に反映されることとなる。 

エ 構成要件Ｆ，Ｇの充足性  

本件明細書の【００２０】には，「足付根部４０の山の幅をｗ１とし，足刳り前

部２４，２５の湾曲部分の幅をｗ２とすると，互いに縫い付けられる同じ位置間で，

ｗ１はｗ２よりも広い形状となっている。」と記載されている。この記載は，足付

根部４０の山４０ａと足刳り前部２４，２５とは，互いに縫い付けられる全ての位

置間において，山４０ａの幅ｗ１は湾曲部分の幅ｗ２よりも広くなることを意味し

ている。そのため，特定の位置で湾曲部分の幅ｗ２よりも山４０ａの幅ｗ１が広く

なっているだけでは構成要件Ｇを充足することにはならない反面，いずれかの位置

で山４０ａの幅ｗ１が湾曲部分の幅ｗ２と同一以下となれば，構成要件Ｇを充足し

ないと判断するのが妥当と考えられるところ，別紙４の寸法入りパターン図におい
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てオレンジ色の線で示したとおり，被告製品の「足刳り形成部２４・２５の湾曲部

分の幅」は「脚口パーツ１８の山４０ａの幅」より広くなっている。 

また，構成要件Ｆは，大腿部パーツの山及び足刳り形成部の湾曲部分との関係で，

構成要件Ｇと一括して判断されるべきであるから，構成要件Ｇと同様に，いずれか

の位置で「脚口パーツ１８の山４０ａの高さ」が「足刳り形成部２４・２５の前側

の湾曲深さ」と同一以下となれば，構成要件Ｆを充足しないと判断するのが妥当で

あるところ，別紙４の寸法入りパターン図において水色の線で示したとおり，被告

製品の「脚口パーツ１８の山４０ａの高さ」は「足刳り形成部２４・２５の前側の

湾曲深さ」よりも低くなっている。 

したがって，被告製品はいずれも，構成要件Ｆ，Ｇを充足しない。 

(4) 争点１－エ（構成要件Ｈの充足性） 

（原告の主張） 

本件発明は，股関節の屈伸運動の円滑化を目的とするものであり，股関節の屈伸

運動に対する抵抗は主に大腿部の前側において生じるから，構成要件Ｈにおける

「前方に突出する形状」が，筒状の大腿部パーツ全体が前身頃に対して前方に突出

する形状のみを意味するものと解するのは妥当ではなく，大腿部パーツの上部が突

出していれば足りると解するべきであるところ，被告製品の脚口パーツの上部が前

身頃に対して前方に突出しているのは明らかである。 

また，被告らのいうように，被告製品の脚口パーツの下部が臀部に沿うように傾

斜しているのであれば，前身頃との関係では「前方に突出する」ことになるという

べきである。 

したがって，被告製品は，構成要件Ｈの「前方に突出する形状」を充足するもの

である。 

（被告らの主張） 

本件明細書の「縫い合わされたスパッツ１０は，後身頃１４の足刳り形成部３２

が丸く下方に回り込み，筒状に形成された大腿部パーツ１８が前方の斜め下方に突
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出する立体形状となる。即ち，基本の立体形状が，着用者が前屈みに軽く屈曲した

姿勢に沿う形状になっており，足の運動性に適した形状に形成される。」（【００

２５】），「特に，このスパッツ１０は，着用者が軽く前屈みになった姿勢に沿う

立体形状に作られ，この姿勢では生地にあまり張力が発生しないため身体が圧迫さ

れず，またさらに深く屈む動作をするときの負荷も少なく抑えられるものである。

また，大腿部パーツ１８が前方に盛り上げられた立体形状になるため，図４，図５

に示すように足を上げたりしゃがんだりする動作のとき，大腿部にかかる生地の抵

抗が小さく，容易に運動することができる。」（【００２７】）といった記載を参

酌すれば，構成要件Ｈにおける「前方に突出する形状」とは，筒状の大腿部パーツ

全体が前身頃に対して前方に突出する形状を指すと解するべきであり，例えば大腿

部パーツの上部のみが前方に突出する形状を指していないことは明らかである。 

また，構成要件Ｈにおける「取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身

頃に対して前方に突出する形状」とは，着用者が軽く前屈みになった姿勢に沿う立

体形状に対応するものであり，単に臀部に沿うように傾斜しているといった程度で

は，構成要件Ｈにおける「前身頃に対して前方に突出する形状」に該当しないもの

であるところ，被告製品の脚口パーツの少なくとも下部は，臀部に沿うように傾斜

しているに留まるものであるので，構成要件Ｈにおける「前方に突出する形状」を

有していないことになる。 

 (5) 争点２（無効理由（明確性要件違反）の有無） 

（被告らの主張） 

 ア 構成要件Ｄの「腸骨棘点付近」の不明確性 

 まず，「腸骨棘点」の語は，明確に定義されている専門用語でなく，本件明細書

全体を参照しても，「腸骨棘点」が具体的に如何なる位置を指すのか明らかでない

ところ，これに「付近」の語を付した「腸骨棘点付近」の位置及び範囲は著しく不

明確である。 

 イ 構成要件Ｅの「前記後身頃の足刳り形成部の下端縁は臀部の下端付近に位置
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し」の不明確性   

 本件明細書を参照しても，「前記後身頃の足刳り形成部の下端縁」がどの部分を

指すのか明らかでなく，「臀部の下端」がどのように特定されるものかも不明であ

る。 

 ウ 構成要件Ｆの「前記大腿部パーツの山の高さを前記足刳り形成部の前側の湾

曲深さよりも低い形状とし」及び構成要件Ｇの「前記足刳り形成部の湾曲部分の幅

よりも前記山の幅を広く形成し」の不明確性  

 まず，構成要件Ｆ，Ｇの「（前記大腿部パーツの）山」の意味が不明であり，構

成要件Ｆ，Ｇにおける「前記足刳り形成部」が，前身頃の足刳り形成部を指すのか，

後身頃の足刳り形成部を指すのかも明らかでない。 

 さらに，構成要件Ｆの「前記足刳り形成部の前側の湾曲」及び構成要件Ｇの「前

記足刳り形成部の湾曲部分」がどのように特定されるのかも不明である。 

 原告が主張するように構成要件Ｆ及びＧにおける「前記足刳り形成部」が，「前

身頃の足刳り形成部」と「後身頃の足刳り形成部」の両方を意味する場合もあれば，

「前身頃の足刳り形成部」のみを意味する場合もあるとすると，このように多義的

に解される「前記足刳り形成部」はやはり不明確である。 

 エ よって，構成要件Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇを含む本件発明は明確でなく，本件特許に

は，特許法３６条６項２号違反の無効理由（同法１２３条１項４号）があることと

なり，その権利行使は制限されるべきである（同法１０４条の３第１項）。 

（原告の主張） 

構成要件Ｄにおける「腸骨棘点」とは，「上前腸骨棘」又は「下前腸骨棘」によ

って示される位置ほどの意味であることを容易に理解することができる。 

 また，構成要件Ｅにおける「後身頃の足刳り形成部の下端縁」の用語の意義，

「臀部の下端」の特定方法は，いずれも容易に理解可能なものである。 

 構成要件Ｆの「前記足刳り形成部の前側の湾曲」が足刳り形成部のうちの前側に

位置する湾曲部分を意味すること，構成要件Ｇの「前記足刳り形成部の湾曲部分」
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は，その前に記載された構成要件Ｆの「前記足刳り形成部の前側の湾曲」を受けて

記載されているものであり，前側に位置する部分を指しているものであることは明

らかであり，何ら不明確な点はない。 

 なお，構成要件Ｆ，Ｇの「前記足刳り形成部」が前身頃の足刳り形成部を指すの

か，後身頃の足刳り形成部を指すのか明らかではないとの被告らの主張は，ここで

力点が置かれているのは「（前記足刳り形成部の）前側の湾曲」及び「（前記足刳

り形成部の）湾曲部分」であり，「前記足刳り形成部」との記載はそれらの帰属先

を意味するに過ぎないことに照らし，問題の立て方として失当である。構成要件Ｆ，

Ｇにおける「前記足刳り形成部の」の「の」は所在や帰属先を表し，全体としては

「前身頃の足刳り形成部及び後身頃の足刳り形成部のうちの」というほどの意味で

ある。 

 以上のとおり，本件特許請求の範囲の記載は何ら不明確なものではない。 

(6) 争点３（無効理由（サポート要件違反）の有無） 

（被告らの主張） 

 仮に，構成要件Ｅが文言の通常の意味に照らして解釈され，明確になることがあ

ったとしても，その場合には，本件特許は，いわゆるサポート要件違反（特許法３

６条６項１号）による無効理由（同法１２３条１項４号）があることとなり，その

権利行使は制限されるべきである（同法１０４条の３第１項）。 

 また，原告主張のように，構成要件Ｆの「前側」を，両脇の最側部より前側（正

面側）を指すと解する前提にたって構成要件Ｆの「前側」の意味を解するとした場

合には，この意味での前側の湾曲部分と山との関係が本件特許の発明の詳細な説明

に記載されていないので，やはり，サポート要件違反（特許法３６条６項１号）に

よる無効理由（同法１２３条１項４号）があることとなり，その権利行使は制限さ

れるべきである（同法１０４条の３第１項）。 

（原告の主張） 

 争う。本件明細書及び図面に不整合な点はなく，本件発明は発明の詳細な説明に
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記載されている。 

 (7) 争点４（無効理由（新規性欠如）の有無） 

（被告らの主張） 

ア 被告タカギは，本件特許出願前から，本件発明の構成要件ＡないしＩを充足

する先行製品１（被告タカギが株式会社ポーラと共同で開発した品番ＰＯ４２２７

の製品），先行製品２（被告タカギが株式会社ポーラと共同で開発した品番Ｄ０４

８ＰＯの製品）及び先行製品３（先行製品２と同一パターン，同一構成の品番Ｄ３

８３の製品）（別紙６【被告準備書面(5)の別紙】。以下，これらをまとめて「先

行製品」ということがある。）の製造及び販売をしていた。 

したがって，本件発明は，本件特許出願より前に日本国内において公然実施され

た発明であり，特許法２９条１項２号により特許を受けることができないものであ

るから，特許無効審判により無効にされるべきもの（同法１２３条１項２号）であ

り，原告の被告らに対する本件特許権に基づく権利行使は許されない（同法１０４

条の３第１項）。 

イ 構成要件Ｇに関し，「前記足刳り形成部の湾曲部分の幅」と「前記山の幅」

を，原告の主張に沿うように，足刳り形成部の湾曲のうちギャザー部よりも上側の

部分の幅と，これに対応する山の部分の幅と解釈した場合，先行製品１のＭ，Ｌ，

ＬＬサイズの「足刳り形成部２４・２５の湾曲部分の幅」／「山４０ａの幅」の測

定値は，それぞれ，１５０．７ｍｍ／２１１ｍｍ，１７５ｍｍ／２３１ｍｍ，１９

２．９ｍｍ／２５１ｍｍ，先行製品２及び３のＭ，Ｌ，ＬＬサイズの「足刳り形成

部２４・２５の湾曲部分の幅」／「山４０ａの幅」の測定値は，それぞれ，１５０．

７ｍｍ／２１１ｍｍ，１７５ｍｍ／２３１ｍｍ，１９２．９ｍｍ／２５１ｍｍであ

るから，いずれも本件発明の構成要件Ｇを充足する。 

ウ 構成要件Ｈに関し，原告が主張するように，大腿部パーツの上部が突出して

いれば足りると解釈した場合，先行製品の構成は，本件発明の構成要件Ｈを充足す

る。 
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構成要件Ｈでは，「取り付け状態」の構成が問題になっているだけで，パーツの

縫合の方法を限定あるいは排除することは明細書を参酌しても読み取ることはでき

ない。また前身頃より「前方」に突出する形状であればよく，「真正面」に限定さ

れているわけではない。 

そうであれば，先行製品の脚口パーツが，伸ばし付けという一般的に行われる縫

合による取り付け状態において，前身頃より前方に突出する形状をとっていること

は明らかである。よって，先行製品は，構成要件Ｈを充足する。 

仮に，原告の主張を前提としても，脚口パーツにおいて人体の前側に位置するこ

とになる部分には，下図に示すように，少なくとも，ｄ点から下に延びる直線と，

ｂ点及びｅ点を結ぶ直線との交点をｄ’点としたとき，ｂ点，ｄ点及びｄ’点を頂

点とする三角形部分（下図「別紙３」の薄墨部分参照）が含まれる。そして，この

三角形部分が前方に突出するか否かは，この三角形部分に如何なる力がかかるかに

よって決まるのであり，これには，ｂ点からｅ点までの曲線部分に対応する山の幅

及び高さと，これに対応するＢ点からＥ点までの湾曲部分の幅及び高さとの関係が

影響すると考えられる。また，脚口パーツにおいてｂ点とｅ点とを結ぶ直線より上

側の部分が前方に突出するか否かということについても，上記三角形部分にかかる

力が影響を及ぼすのは明らかである。したがって，Ｂ点からＤ点までの曲線部分の

みに基づいて，先行製品の脚口パーツが前方に突出する形状であるか否かを論じる

原告の主張は失当である。 
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別紙３●（省略）● 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 原告の主張について 

(ｱ) 原告は，先行製品において対比の対象とすべき湾曲部分の形状は，パターン

での形状ではなく，足刳り形成部全体にギャザー部が形成された状態を保ったまま

平面に展開したときの形状であるとするが，そのようなことは特許請求の範囲には

記載されていないし，発明の詳細な説明や図面を参酌しても読み取ることはできな

い。特許請求の範囲，発明の詳細な説明，及び図面を素直に読む限り，本件発明は，

パターンの形状か，人が着用した際の形状を問題にしていることは明らかである。 

そもそも，縫合後の各部の寸法関係を平面上の寸法関係に置き換ること自体不可

能であるし，仮に置き換えが成功したとしても，本件特許請求の範囲が，かかる特

殊な方法まで要求して発明の範囲を画しているとは到底解釈できない。 

なお，脚口パーツが身頃側に伸ばし縫いされているか否かとは関係なく，脚口パ

ーツの断面形状は，脚口パーツの山の幅が湾曲部分の幅よりも大きければ別紙７

【原告第４準備書面の別紙４】の図１（Ｂ）に示す形状となり，脚口パーツの山の

幅が湾曲部分の幅以下であれば同図２（Ｂ）に示す形状となる。先行製品１ないし

３の脚口パーツの山の幅は湾曲部分の幅よりも大きいことから，先行製品がＧ，Ｈ

を充足することは明らかである。 

(ｲ) 構成要件Ｇの「湾曲部分」が「前側の湾曲部分」であるとの原告の解釈によ
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るとしても，先行製品にかかる，原告の「湾曲部分」の特定は，そもそも，Ｂ点か

ら「両脇の最側部」（正面視において左右の最外部）のＤ点をもって「前側の湾曲

部分」とする根拠が不明である上，着用させるマネキンの大きさや，着用状態によ

って，両脇の最側部の位置が容易に変わり得るものであるから，信用できない。 

（原告の主張） 

ア 先行製品の公然性，及び，本件発明の構成要件のうち，構成要件Ｇ及びＨ以

外の構成要件を先行製品が充足することは認める。 

イ 先行製品において本件発明と対比の対象とすべき湾曲部分の形状は，パター

ンでの形状ではなく，足刳り形成部全体にギャザー部が形成された状態を保ったま

ま平面に展開したときの形状であり，その場合，先行製品は，構成要件Ｇ及びＨを

充足しない。 

先行製品においては，脚口パーツが足刳り形成部全体にわたって伸ばし付けて縫

い合わされており，その結果，縫合後の製品では，伸長した脚口パーツがもとの状

態に戻ろうとするため，それに合わせて身頃側の生地が引っ張られて変形させられ

ることになる。これを湾曲部分と山との関係についてみれば，別紙７の図２（Ａ）

に示すように，湾曲部分が引っ張られて変形して山の形状に倣うということであり，

この結果，縫合後の負荷のかからない状態では，「湾曲部分の幅」が「山の幅」に

一致するように変形させられるということであり，これは，先行製品が構成要件Ｇ

を充足しないことを意味する。 

ウ 先行製品は，人体の前側に位置する部分で構成要件Ｇを充足しないため，少

なくともこの部分において脚口パーツが「前方に突出する形状」になっているとは

いえず，構成要件Ｈを充たさない。 

先行製品において脚口パーツが突出しているのは，帯状の脚口パーツを閉じた曲

線に沿って縫い付けた場合に，別紙７の図２（Ｂ）に示すように，内外の曲率の差

に起因してあたかも帯状の脚口パーツが突出しているかのような状態になること，

また，先行製品では，脚口パーツを伸ばし付けて身頃側の生地に縫い付けているた
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め，縫合後の負荷のかからない状態では，脚口パーツがもとの状態に戻ろうとして

巾着の口を縛ったように足刳り形成部の周辺が絞り込まれることによるものであり，

本件発明とは別の作用によるものであるから，先行製品は構成要件Ｈを充足すると

はいえない。 

エ 仮にパターン図を対比の対象とした場合であっても，先行製品は構成要件Ｇ

を充足しない。 

前記のように，構成要件Ｇにおける「湾曲部分」とは「前側の湾曲部分」の意味

であり，「湾曲部分の幅」とは，「前側の湾曲部分」の下端開放部を閉塞するよう

に引いた直線の長さ及びそれと平行な任意の直線により「前側の湾曲部分」を切っ

たときの切り口の長さをいうものと解される。 

そうすると，先行製品１（ＰＯ４２２７）の着用状態における最側部に対応する

点をＤ点とすると，「前側の湾曲部分」に相当する部分は，別紙８【原告第４準備

書面の別紙１ないし３】における「Ｂ点からＤ点までの曲線部分」となり，先行製

品における湾曲部分の幅は「Ｂ点とＤ点とを結ぶ直線の長さ」（以下，このような

２点間の直線長を「直線長Ｂ－Ｄ」などという）及び直線ＢＤに平行な任意の直線

（直線Ｘ１ないしＸ３）により「前側の湾曲部分」を切ったときの切り口の長さと

なる。 

また，脚口パーツにおける「山」に相当するのは，脚口パーツにおいてＢ点，Ｄ

点に相当する部分をそれぞれｂ点，ｄ点とすると，「ｂ点からｄ点までの曲線部

分」となり，「山の幅」に相当するのは，「直線長ｂ－ｄ」及び直線Ｘ１ないしＸ

３に対応する直線ｘ１ないしｘ３の長さである。（直線ｘ１ないしｘ３は，その両

端の２点が「湾曲部分」における直線Ｘ１ないしＸ３の両端の２点にそれぞれ縫い

付けられるという関係にある。） 

以上を前提に，先行製品（Ｍ，Ｌ，ＬＬサイズ）の「湾曲部分の幅」と「山の

幅」を比較すると，対応する全ての位置で「湾曲部分の幅」＞「山の幅」となるか

ら，いずれも構成要件Ｇを充足しない。 
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仮に先行製品における両脇の最側部の位置が，別紙９【原告第６準備書面の別紙

１ないし３】におけるＤ’及びｄ’の位置である場合，すなわち最側部が別紙８に

おけるＤ及びｄよりもＥ及びｅ側にずれた場合でも，別紙９のとおり，赤線より上

側において「湾曲部分の幅＞山の幅」の関係は充たされるものであり，このことは，

最側部が別紙８におけるＤ及びｄよりもＣ及びｃ側にずれた場合も同様であるから，

いずれにしても，先行製品は構成要件Ｇを充足しない。 

なお，被告らが先行製品の「足刳り形成部の湾曲部分の幅」及び「山の幅」であ

るとして特定している部分は，明らかに人体の後ろ側にまで及んでいるから，構成

要件Ｇの「湾曲部分の幅」及び「山の幅」に相当するものではなく，不適当である。 

(8) 争点５（無効理由（進歩性欠如）の有無） 

（被告らの主張） 

 仮に本件発明の構成要件と先行製品の構成との間に相違点があるとしても，本件

発明は，公然実施された先行製品に基づいて当業者が容易に発明をすることができ

たものであり（特許法２９条２項及び１項２号），特許を受けることができないも

のであるから，特許無効審判により無効にされるべきもの（同法１２３条１項２

号）であり，原告の被告らに対する本件特許権に基づく権利の行使は許されない

（同法１０４条の３第１項）。 

ア 設計事項  

伸ばし縫いの有無により本件発明と先行製品に係る発明とが構成要件Ｇ，Ｈにお

いて相違するとしても，伸ばし縫いをするか否かや，いかなる生地を用いるかは，

当業者が適宜選択し得る設計事項であり，先行製品において伸ばし縫いをしないよ

うにして（例えば伸ばし縫いが不要となるようテンセルを他の生地に変更するなど

して）本件発明の構成を得ることは，当業者が容易に想到し得たことである。した

がって，本件発明には進歩性がない。 

イ 先行製品及び乙１８発明に基づく進歩性欠如 

(ｱ) 乙１８の特許公報には，その記載事項及び図示内容からみて，少なくとも次
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の発明が記載されていると捉えることができる（以下，乙１８の特許公報を「乙１

８公報」，乙１８公報に記載の発明を「乙１８発明」という。）。 

「大腿部が挿通する開口部の湾曲した足刳りとなる足刳り形成部を備えた腰部布

６と，この腰部布６に接続され臀部を覆うとともに腰部布６の足刳り形成部に連続

する足刳り形成部を有したヒツプ布８と，腰部布６とヒツプ布８の各足刳り形成部

に接続され大腿部が挿通する脚部布７とを有し，腰部布６と脚部布７において互い

に縫合される後部接合点Ａ１，Ａ２からカーブ終点Ｅ１，Ｅ２までの間では，脚部

布７の凸状の緩いカーブ１４の高さが腰部布６の凹状の深いカーブ１１の深さより

も低く，また，腰部布６の凹状の深いカーブ１１の幅よりも脚部布７の凸状の緩い

カーブ１４の幅が広くなり，取り付け状態で筒状の脚部布７が腰部布６に対して前

方に突出する形状となるパンテイガードル１。」 

そして，乙１８公報の「腰部布６」は，その構造及び機能からみて，本件発明の

「前身頃」に相当し，乙１８公報の「ヒツプ布８」は本件発明の「後身頃」に，乙

１８公報の「脚部布７」は本件発明の「大腿部パーツ」に，乙１８公報の「パンテ

イガードル１」は本件発明の「下肢用衣料」に，それぞれ相当し，また，乙１８公

報の第１図に示されている脚部布７において後部接合点Ａ２と終点Ｅ２とを結んだ

線より上側の部分が，本件発明における「山」，乙１８公報の第１図に示されてい

る腰部布６の凹状カーブ１１において後部接合点Ａ１から終点Ｅ１までの部分が，

本件発明における「湾曲（部分）」に相当する。 

よって，本件発明と乙１８発明は，次の一致点で一致し，相違点１，２で相違す

る。 

（一致点） 

「大腿部が挿通する開口部の湾曲した足刳りとなる足刳り形成部を備えた前身頃

と，この前身頃に接続され臀部を覆うとともに前記前身頃の足刳り形成部に連続す

る足刳り形成部を有した後身頃と，前記前身頃と前記後身頃の各足刳り形成部に接

続され大腿部が挿通する大腿部パーツとを有し，前記大腿部パーツの山の高さを前
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記足刳り形成部の前側の湾曲深さよりも低い形状とし，前記足刳り形成部の湾曲部

分の幅よりも前記山の幅を広く形成し，取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが

前記前身頃に対して前方に突出する形状となることを特徴とする下肢用衣料。」 

（相違点１） 

本件発明では，前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置する

のに対して，乙１８発明では，腰部布６の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点

付近に位置するか否か不明である。 

（相違点２） 

本件発明では，後身頃の足刳り形成部の下端縁は臀部の下端付近に位置するのに

対して，乙１８発明では，ヒツプ布８の足刳り形成部の下端縁が臀部の下端付近に

位置するか否か不明である。  

すなわち，本件発明と乙１８発明は，本件発明の構成要件ＡないしＩのうち，構

成要件ＡないしＣ，ＦないしＩで一致し，構成要件Ｄ，Ｅで相違するのであり，乙

１８公報に，構成要件Ｇ，Ｈが開示されているのは明らかである。 

(ｲ) 適用の動機付けについて 

① 技術分野の関連性 

本件発明は，大腿部を覆う形状のインナーやスポーツウエア等の下肢用衣料に関

するものである（本件明細書【０００１】）。 

また，先行製品はショーツに関し，乙１８発明は，パンテイガードルの他，パン

テイストツキング，シヨーツ，パンテイ，ロングパンテイガードル等，要するにヒ

ツプ２山部のような膨出部があるものの如くパンテイガードルの類似品にも応用で

きるものであるから，本件発明と，先行製品及び乙１８発明とは，その技術分野が

同一であるか，少なくとも近接したものである。 

② 課題の共通性 

本件発明は，運動に適した下肢用衣料を提供することを目的とする（本件明細書

【０００６】）のに対し，先行製品も，運動に適したショーツを提供することを目
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的としており，乙１８発明も，運動に適したショーツを提供することを目的として

いる。したがって，本件発明と，先行製品及び乙１８発明とは，解決しようとする

課題が共通している。 

③ 作用，機能の共通性 

本件明細書の【００１１】には，本件発明の作用，機能として，屈伸運動等の際

に生地による抵抗が少なく，体にかかる負担が少なく円滑に運動することができる

点が挙げられている。 

先行製品は，屈伸運動等の際に生地による抵抗が少なく，体にかかる負担が少な

く円滑に運動することができる，という作用，機能を発揮するものであり，乙１８

発明も，屈伸運動等の際に生地による抵抗が少なく，体にかかる負担が少なく円滑

に運動することができる，という作用，機能を発揮するものである。 

したがって，本件発明と，先行製品及び乙１８発明とは，その作用，機能も共通

している。 

④ 適用について 

上記のように，本件発明と，先行製品及び乙１８発明とは，技術分野が関連し，

課題及び作用，機能の面でも共通するから，先行製品を主引用発明とし，これに乙

１８発明を副引用発明として適用し，本件発明の構成を得ることは，当業者が容易

に想到し得たことである。このことは，乙１８発明を主引用発明にし，かつ，先行

製品を副引用発明にした場合についても同様である。  

ウ 原告の主張について 

(ｱ) 乙１８公報の４頁８欄２４ないし２９行には，「なお，上記実施例では専ら

パンテイガードルに関して詳説しているけれども，本発明はその他パンテイストツ

キング，シヨーツ，パンテイ，ロングパンテイガードル等の如く，要するにヒツプ

２山部のような膨出部があるものの如くパンテイガードルの類似品にも応用できる

ものである。」と記載されており，乙１８発明が，「矯正」や「補正」を目的とし

たものではないショーツ等に応用可能であることが開示，示唆されている。 
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したがって，乙１８発明が，ファンデーション製品以外を対象外としている旨の

原告の主張は失当である。また，本件明細書【０００１】，【００３４】の記載か

らすれば，本件発明が「ファンデーション製品」を意図的に排除しているとは認め

られず，本件発明と乙１８発明，乙２９に記載された発明とは本来的な技術的思想

が相違するとの原告の主張はやはり失当である。 

(ｲ) 「直線長Ａ１Ｅ１＜直線長Ａ２Ｅ２」であることは乙１８公報の第１図から

明らかである。 

乙１８発明においてＥ１，Ｅ２は縫製時に相互に接合されるが，参考図１の引用

元である乙１８公報の第１図において，Ｅ１点は，二点鎖線で示された凸状カーブ

１４上にあるはずの図外のＥ２点とは重ならない位置にあるので，参考図１におい

て，二本の緑色の直線の長さは本来同じであるはずという原告のとる前提は，そも

そも誤りである。 

また，参考図２に示された赤色の直線を，少なくとも「山の幅」を指すと解すべ

き根拠はないから，上記赤色の直線が「山の幅」であることを前提とし，乙１８発

明においては必ず「前身頃部分」において「湾曲部分の幅」と「山の幅」とが等し

くなるとする原告の主張には理由がない。 

さらに，湾曲部分の幅＝山の幅とした場合，参考図２において黄色で示された空

間の上側を占める曲線部分（腰部布６の下端縁１０の一部）に対し，下側を占める

曲線部分（脚部布７の上端縁１３の一部）はカーブが緩い分だけ短くなるので，原

告が主張するように両者を縫合するとした場合，上側の曲線部分に対して下側の曲

線部分を伸ばし縫いすることになる。 

しかし，乙１８発明の出願経過を示すといえる乙２９の２頁右下欄５行ないし下

から５行には，「即ち，切替え線（１ａ）（２ａ）の後部接合点をそれぞれＡ１，

Ａ２とすると，このＡ１，Ａ２点は第２図（Ⅱ）に示す臀溝線（Ｂ）の概ね中央に

位置し，ここを出発点として，人体屈曲時に画かれる関節部の線（Ｃ）（第２図参

照）に沿って，横方向に切替えられ，前身頃部分において，腰部布（１）の切替え
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線（１ａ）が深いカーブ（Ｒ）とされ，脚部布（２）の切替え線（２ａ）が緩いカ

ーブ（Ｒ１）とされ，両者の部分に空間（Ｄ）が形成されて切替え線（２ａ）の長

さに不足部分があるようにしてあり，これを，切替え線（１ａ）（２ａ）の前股部

での接合部Ｅ１，Ｅ２点となるようにして補正している。」と記載されている。 

そして，乙２９の４頁の第１図に照らせば，この記載からは，Ａ１点からＥ１点

まで延びる腰部布（１）の切替え線（１ａ）を前身頃部分において深いカーブとす

るのに対して，Ａ２点からＥ２点まで延びる脚部布（２）の切替え線（２ａ）を前

身頃部分において緩いカーブとし，かつ，カーブの深浅（緩急）によって必然的に

生じる切替え線（１ａ）（２ａ）の長さの違いを補正するために，Ｅ２点をＥ１点

よりも左側に寄せ，「直線長Ａ１Ｅ１＜直線長Ａ２Ｅ２」としてあることが読み取

れる。また，この記載からは，上記のような伸ばし縫いをすることは意図していな

いことも窺える。そして，これらのことは，乙１８発明においても当然に当て嵌ま

ると考えられる。 

したがって，「乙１８発明は，人体の前側に位置する部分において，「湾曲部分

の幅＝山の幅」とするものであり，本件発明の構成要件Ｇを充足しない。」との原

告の主張は失当である。 

（原告の主張） 

ア 乙１８発明及び乙２９に記載の発明は，「ファンデーション製品」（乙１８

の１頁２欄１５行，乙２９の１頁右下欄３行）を対象とするものであり，人体の

「矯正」や「補正」といった点に主眼が置かれているのに対し，本件発明は，人体

の「矯正」や「補正」を目的としたものではなく，先行製品も，人体の「矯正」や

「補正」を目的としたものではない。 

したがって，先行製品と乙１８発明及び乙２９とは技術的思想を異にするもので

あり，これらを組み合わせる動機付けはない。 

また，もともと先行製品は，伸ばし縫いをして大腿部を締め付けることを目的と

したものであり，伸ばし縫いを重要な構成要素としていることから，本件発明のよ
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うに，伸ばし縫いを行わない設計に変更する動機付けはないものである。 

さらに，先行製品は，脚口パーツが大腿部を強く押さえ付けることになるため，

屈伸運動の際に大腿部にかかる生地の抵抗が大きくなるものであり，また，身頃側

の伸縮性を良くするために足刳り形成部全体にわたってギャザー部を設けるという

発想に立ったものであり，「素材の伸びに頼っている」（本件明細書【０００

２】）点で従来技術の発想の域を出ないものである上，もともと身頃側の生地が脚

口パーツに比べて足刳り形成部に沿う方向に伸びにくいという問題に対処しようと

したものであるという点で，目的ないし解決すべき課題という点において本件発明

と相違するものである。 

以上のとおり，先行製品は，本件発明の作用効果を奏さず，思想的に本件発明と

相違するものであるから，これを本件発明のように構成しようとする動機付けはな

い。 

イ 被告らが，乙１８発明が本件発明の構成要件Ｇを充足する，つまり，「前記

足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く形成し」ていると主張する根

拠となる特許図面は，そもそも設計図面ではないから，長さを実測して比較するこ

と自体失当であり，実際に，二本の緑色の直線の長さは本来同じであるはずである

のに，実測すると，参考図１に示すとおり，「上側の緑色の直線の長さ（１４．０

ｃｍ）＜下側の緑色の直線の長さ（１４．７ｃｍ）」となっているように，図とし

て不正確なものである。 
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【参考図１】 

そして，乙１８公報のどこにも「直線長Ａ１Ｅ１＜直線長Ａ２Ｅ２」とすること

は記載されていないことから，乙１８発明が本件発明の構成要件Ｇを充足するとの

被告らの主張は失当である。 

むしろ，乙１８発明において「上方に凹状の深いカーブ１１」及び「上方へ緩い

凸状のカーブ１４」は互いに接合されるものであることから，この部分において，

「湾曲部分の幅」と「山の幅」は等しくなるものである。そして，前記各カーブは，

腰部布６の下端縁１０及び脚部布７の上端縁１３のうちの「前身頃部分」である。  

ここで，乙１８公報において，「前身頃部分」と「腰部布６」とが用語として使

い分けられていることを踏まえると，この「前身頃部分」とは，「腰部布６」のう

ちの，人体の前側に位置する部分を指していると解される。 
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【参考図２】 

したがって，乙１８発明は，人体の前側に位置する部分において，「湾曲部分の

幅＝山の幅」とするものであり，本件発明の構成要件Ｇを充足しない。 

なお，乙１８公報には，「Ａ１，Ａ２点は第２図Ⅱで示す臀溝線Ｂの概ね中央に

位置し」（第３頁第５欄第３１ないし３２行）と記載されており，これらは明らか

に人体の後側に位置するものであるから，Ａ１，Ａ２点とＥ１，Ｅ２点とをそれぞ

れ結んだ線で区画される被告ら主張の各部分は，本件発明の構成要件Ｆ及びＧにお

ける「湾曲（部分）」及び「山」に相当しない。 

よって，乙１８発明及び先行製品のいずれも本件発明の構成要件Ｇを有していな

いから，これらを組み合わせても本件発明の構成に到達しない。 

また，人体の前側に位置する部分において「湾曲部分の幅＝山の幅」とすること

が乙１８発明の中核的な技術的思想である以上，それを変更して本件発明のように

構成することの動機付けは全くないから，本件発明は，先行製品及び乙１８発明に

基づいて容易に想到し得たものではない。 
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ウ 被告らの主張について 

被告らが引用する乙２９の２頁右下欄５行ないし下から５行の記載は，公告公報

が発行されるまでの過程で削除された記載であり，乙１８公報には，それに代えて，

「腰部布６の下端縁１０の凹状カーブ１１と脚部布７の上端縁１３の凸状カーブ１

４は展開されたとき三ケ月形の空間即ち第１図鎖線Ｄが形成され，この部分を互い

に縫着等によって接合され，その接合線はそれぞれ人体屈折時の形態に沿ってい

る。」（乙１８の３頁５欄２３行ないし２８行。下線は原告が付加）と記載されて

いる。 

また，乙１８公報の第１図と乙２９の４頁左上欄の第１図とは，全く別個の構成

について記載しているといえるほど相違していることからしても，乙２９の記載を

参酌して乙１８発明を理解すべき理由はないものである。 

なお，仮に乙２９の記載を考慮したとしても，かかる記載だけでは，人体の前側

に位置する部分において互いに縫合する箇所が明らかではなく，構成要件Ｇにいう

「湾曲部分の幅」及び「山の幅」がすべての対応する関係においてどこに相当する

のかを把握することができないことから，構成要件Ｇを充足するとはいえないもの

である。 

(9) 争点６（特許法１０２条２項の適用の可否） 

（原告の主張） 

ア 特許法１０２条２項の適用要件 

特許法１０２条２項を適用するに当たって，「侵害者による特許権侵害行為がな

かったならば利益が得られたであろうという事情」が存在する場合には，特許法１

０２条２項の適用が認められると解すべきであり（平成２５年２月１日知財高裁大

合議判決），特許発明を実施していることは要件とすべきではない。 

イ 被告らによる本件特許権侵害行為がなければ利益が得られたであろうという

事情の存在 

(ｱ) 原告製品と被告製品が代替関係ないし競合関係にあること 
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原告製品及び被告製品の特徴は，いずれも，①脚口の部分が前方に突出するよう

に構成されているとともに，②脚口部分及びお尻の部分がずり上がらないようにな

っている，③女性用一分丈ショーツ，という点にあることから，代替関係ないし競

合関係にある。 

(ｲ) 被告製品の購入動機 

楽天市場における被告タカギの通販サイトに掲載されたユーザーレビューによれ

ば，被告製品の購入動機として原告（トラタニ）の製品からの乗り替わりを挙げる

需要者が数多く存在していることが分かる。これは，被告製品の販売によって原告

の利益が直接奪われていることを示すものである。 

(ｳ) 販売形態の同一性 

原告及び被告らは，いずれも自社ウェブサイトだけでなく，楽天市場にもウェブ

サイトを開設し，それらを通じて販売している。 

(ｴ) 価格差 

原告製品と被告製品との間には若干価格差があるが，甲２６製品は，楽天ボック

スショーツランキングにおいて１６６週１位（２０１３年５月１５日ないし２０１

６年８月２１日）という販売記録を有しており，これは被告らによる楽天市場を通

じた被告製品の販売がなされるなかで達成されたものであるから（上記のとおり，

被告らはいずれも楽天市場において被告製品を販売している），両者の価格差は原

告製品と被告製品とが市場において競合する上で妨げにならない。 

(ｵ) 原告製品の販売状況 

原告は，平成２１年５月には甲２２製品，甲２３製品の販売を開始し，平成２５

年５月頃には，甲２６製品の販売を開始し，いずれについても，現在も継続して販

売している。 

甲２２製品は平成２６年４月３日から同年８月２６日まで販売を中断し，甲２３

製品は平成２６年５月３日から同年８月２８日まで販売を中断した。 

ただし，甲２２製品，甲２３製品の販売中断期間中も，甲２６製品の販売は継続
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しており，原告に逸失利益が生じていることに変わりはない。 

(ｶ) 小括 

以上のとおり，原告には，被告製品の販売がなかったならば利益が得られたであ

ろうという事情が認められることから，特許法１０２条２項の適用がある。 

 （被告らの主張） 

ア 特許法１０２条２項の適用要件 

特許法１０２条２項は，侵害者の利益を特許権者の損害と推定するものであり，

特許権者が当該特許発明を実施し，侵害品と競合する製品を販売していることが適

用の前提である。 

原告が本件発明を実施しておらず，被告製品と市場において競合する製品を販売

していない以上，特許法１０２条２項に基づく損害主張は前提において失当である。 

本件は，特許権者が日本に本拠を有する者であるという点で，平成２５年２月１

日知財高裁大合議判決とは事案を異にするものであるから，同判決の判断基準を適

用すべき事案ではない。 

イ 被告らによる本件特許権侵害行為がなければ利益が得られたであろうという

事情がないこと 

(ｱ) 原告製品と被告製品は競合関係にはないこと 

①ないし③が原告製品及び被告製品の特徴であるとする原告の主張は争う。 

・①について 

被告製品の脚口の部分が前方に突出するように構成されているのは，本件発明の

構成によるのではなく，公知・周知技術によるものであるから，被告製品の特徴に

は当たらない。 

・②について 

原告は，甲２２製品，甲２３製品の説明において，「ゴムを使っていないので若

干上がりますが」と記載し，甲２２製品，甲２３製品ではずり上がりが生じること

を認めているのであるから，②を原告製品の特徴とするのは誤りである。 



- 42 - 

・③について 

女性用一分丈ショーツはありふれた形態に過ぎず，商品の特徴になりうるもので

はなく，被告らは，被告製品が女性用一分丈ショーツであることを特に謳っていな

い。 

(ｲ) 被告製品の購入動機 

原告のいうレビューは，被告製品の販売が原告の利益を直接奪っていることを示

すものではなく，購入した原告製品に不満や失望を覚え，乗り換えようとする需要

者が多いことを示すものにすぎない。 

(ｳ) 販売形態が異なること 

被告製品は，ネット販売及び通販に加え店頭販売が行われているのに対し，原告

製品はネット販売及び通販のみで販売されており，店頭販売は行われていない。 

(ｴ) 価格差が大きいこと 

甲２２製品及び甲２３製品の販売価格は２５００円であり，ショーツとしては非

常に高価格であるから，少なくともこれら製品と被告らの各製品とは対応関係にな

いのは明らかである。 

(ｵ) 原告製品の販売状況 

甲２２製品についてのレビュー数の状況からすると，遅くとも平成２５年１２月

２６日から平成２７年５月２５日の間，原告は甲２２製品を販売しておらず，この

間は甲２２製品の販売により利益を得られる状況ではなかった。また，同日以降甲

２２製品を販売していたとしても，その数は極めて少なかったと考えられる。 

また，甲２３製品についてのレビュー数の状況からすると，遅くとも平成２５年

３月２１日から平成２７年４月１９日の間，原告は甲２３製品を販売しておらず，

この間は甲２３製品の販売により利益を得られる状況ではなかった。また，同日以

降甲２３製品を販売していたとしても，その数は極めて少なかったと考えられる。 

また，甲２６製品は，平成２５年４月以前には販売されておらず，原告が同製品

の販売により利益を得られる状況にはなかった。 
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(ｶ) 他の競合品の存在 

ショーツ自体，国内で大量に販売され，市場に流通する物品であって，原告製品

と同じく「お尻がはみ出さない」「脚口部分が巻き上がらない」との効果を期待し

て消費者が購入しうる商品も大量に存在することから，本件においては，被告らが

被告製品を販売していなくても，原告が甲２２製品，甲２３製品，甲２６製品の販

売により利益を得られない蓋然性は高く，「侵害者による特許権侵害行為がなかっ

たならば利益が得られたであろうという事情」は認められない。 

(ｷ) 以上に加え，本件では，被告製品の販売により，甲２２製品，甲２３製品，

甲２６製品の販売が減少したことについて具体的な主張立証はなく，かえって，甲

２６製品については，平成２５年から平成２６年にかけて売上げが増加し，平成２

６年から平成２７年にかけては，少なくとも売上げの減少はないものと推認される

ことから，特許法１０２条２項の適用は認められない。 

(10) 争点７（原告が行使可能な損害賠償請求権の範囲） 

（原告の主張） 

ア(ｱ) 平成２２年４月２８日知財高裁判決は，①特許権が共有に係る場合は，特

許権侵害行為による損害額は実施割合に応じて算定されるべきであり，この理は特

許法１０２条２項による場合も同様であること，②一方の共有特許権者が不実施で

他方の共有特許権者のみが実施している場合には，不実施の共有特許権者は特許法

１０２条３項の損害賠償請求権を有しているが，同人が同損害賠償請求権を他方の

共有特許権者に譲渡し，その旨の対抗要件が具備されたときは，上記他方の共有特

許権者が特許権侵害に基づき請求し得る損害額は，侵害者が侵害行為によって得た

利益の全額となること，を判示している。 

(ｲ) 本件特許権は原告と株式会社ゴールドウインテクニカルセンター（以下，

「ゴールドウインテクニカルセンター」という。）との共有に係るところ，ゴール

ドウインテクニカルセンターは，被告製品と競合する製品を製造販売しておらず，

第三者に実施許諾を行ったこともない。被告製品と競合する製品を製造販売してい
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るのは原告のみである。 

ゴールドウインテクニカルセンターが被告らに対して有する損害賠償請求権は原

告に債権譲渡され，その旨は内容証明郵便により被告らに通知された（甲２４及び

２５）。これにより債権譲渡の対抗要件は具備された（民法４６７条）。 

以上より，原告が特許法１０２条２項に基づき被告らに請求し得る損害額は，被

告らが被告製品を製造販売したことによって得た利益の全額となる。 

イ 本件で原告が行使するのは，原告固有の損害賠償請求権のみであり，ゴール

ドウインテクニカルセンターから譲り受けた損害賠償請求権を行使するものではな

い。 

なお，原告は，警告書を被告タカギに送付した事実については，株式会社ゴール

ドウイン及びゴールドウインテクニカルセンターのいずれにも知らせていない。 

（被告らの主張） 

ア 共有に係る特許権の侵害者に対しては，各共有者は，持分割合によって按分

した額についてのみ損害賠償請求権を行使できる。原告とゴールドウインテクニカ

ルセンターの持分割合は２分の１と推定されることから，原告は，被告らが得た利

益のうち，その持分である２分の１に当たる金額についてのみ損害賠償請求権を行

使できるものというべきである。 

本件においては，不実施の共有特許権者であるゴールドウインテクニカルセンタ

ーの被告らに対する平成２５年６月３０日以前に発生した損害賠償請求権が時効に

より消滅している点で平成２２年４月２８日知財高裁判決とは事案を異にするもの

であり，少なくとも平成２５年６月３０日以前に発生した被告らに対する損害賠償

請求権との関係においては，知財高裁判決の判断が適用されるものではない。 

イ 時効の援用 

ゴールドウインテクニカルセンターは，平成２３年６月には被告らがイ号製品及

びロ号製品を販売していたことを認識し，その頃損害及び加害者を知ったものであ

って，平成２８年７月１日付け訴えの変更申立てによる請求までに３年が経過して
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いる以上，平成２５年６月３０日以前に発生したイ号製品及びロ号製品に関するゴ

ールドウインテクニカルセンターの被告らに対する損害賠償請求権は時効により消

滅していることから，被告らは消滅時効を援用する。  

仮に，平成２３年６月頃に損害及び加害者を知ったものとはいえないとしても，

ゴールドウインテクニカルセンターは，平成２３年１２月２６日，原告とともに本

件特許にかかる訂正審判請求を行っているところ，原告はゴールドウインテクニカ

ルセンターに対し，遅くとも同日時点までに，被告らに警告書を送付した旨を報告

したものと思われる。したがって，ゴールドウインテクニカルセンターは遅くとも

同日までに被告らがイ号製品及びロ号製品を販売していたことを認識していたもの

である。 

(11)  争点８（被告らが得た利益額（１０２条２項）） 

（原告の主張）  

ア 被告タカギが得た利益額 

(ｱ) 被告タカギがイ号製品の販売により得た利益額 

ａ イ号製品の単価 １０５８円（税込） 

ｂ イ号製品の販売枚数 

被告タカギが平成２２年１月から平成２８年６月末までの期間（７８か月間）に

イ号製品を販売した枚数は３万９０００枚を下らない。 

ｃ イ号製品の利益率  

売上げの７０％を下らない。 

ｄ 利益額 

被告タカギが平成２２年１月から平成２８年６月末までの間にイ号製品の販売に

より得た利益額は２８８８万３４００円を下らない。 

（計算式） 1,058 円×39,000 枚×70％＝28,883,400 円 

(ｲ) 被告タカギがロ号製品の販売により得た利益額 

ａ ロ号製品の単価 ９５０円（税込） 
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ｂ ロ号製品の販売枚数 

被告タカギが平成２２年１月から平成２８年６月末までの期間（７８か月間）に

ロ号製品を販売した枚数は３万９０００枚を下らない。 

ｃ ロ号製品の利益率  

売上げの７０％を下らない。 

ｄ 利益額 

被告タカギが平成２２年１月から平成２８年６月末までの間にロ号製品の販売に

より得た利益額は２５９３万５０００円を下らない。 

（計算式） 950 円×39,000 枚×70％＝25,935,000 円 

(ｳ) 被告タカギがハ号製品の販売により得た利益額 

ａ ハ号製品の単価  １１７５円（税込） 

ｂ ハ号製品の販売枚数 

被告タカギが平成２２年１月から平成２８年６月末までの期間（７８か月間）に

ハ号製品を販売した枚数は３万９０００枚を下らない。 

ｃ ハ号製品の利益率   

売上げの７０％を下らない。 

ｄ 利益額 

被告タカギが平成２２年１月から平成２８年６月末までの間にハ号製品の販売に

より得た利益額は３２０７万７５００円を下らない。 

（計算式） 1,175 円×39,000 枚×70％＝32,077,500 円 

(ｴ) 被告タカギがニ号製品の販売により得た利益額 

ａ ニ号製品の単価  １３４１円（税込） 

ｂ ニ号製品の販売枚数 

被告タカギが平成２６年９月から平成２８年６月末までの期間（２２か月間）に

ニ号製品を販売した枚数は８８００枚を下らない。 

ｃ ニ号製品の利益率   
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売上げの７０％を下らない。 

ｄ 利益額 

被告タカギが平成２６年９月から平成２８年６月末までの間にニ号製品の販売に

より得た利益額は８２６万０５６０円を下らない。 

（計算式） 1,341 円×8,800 枚×70％＝8,260,560 円 

(ｵ) 被告タカギがホ号製品の販売により得た利益額 

ａ ホ号製品の単価 １２４４円（税込） 

ｂ ホ号製品の販売枚数 

被告タカギが平成２６年９月から平成２８年６月末までの期間（２２か月間）に

ホ号製品を販売した枚数は８８００枚を下らない。 

ｃ ホ号製品の利益率  

売上げの７０％を下らない。 

ｄ 被告タカギが平成２６年９月から平成２８年６月末までの間にホ号製品の販

売により得た利益額は７６６万３０４０円を下らない。 

（計算式） 1,244 円×8,800 枚×70％＝7,663,040 円 

(ｶ) 被告タカギがヘ号製品の販売により得た利益額 

ａ ヘ号製品の単価 １５３５円（税込） 

ｂ ヘ号製品の販売枚数 

被告タカギが平成２６年９月から平成２８年６月末までの期間（２２か月間）に

ヘ号製品を販売した枚数は８８００枚を下らない。 

ｃ ヘ号製品の利益率  

売上げの７０％を下らない。 

ｄ 被告タカギが平成２６年９月から平成２８年６月末までの間にヘ号製品の販

売により得た利益額は９４５万５６００円を下らない。 

（計算式） 1,535 円×8,800 枚×70％＝9,455,600 円 

(ｷ) 被告タカギがイ号ないしヘ号製品の販売により得た利益額 
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以上より，被告タカギが平成２２年１月から平成２８年６月末までの間にイ号な

いしヘ号製品の販売により得た利益額は，上記利益額の合計である１億１２２７万

５１００円を下らない。 

イ 被告名古屋タカギが平成２２年１月から平成２８年６月末までの期間に本件

特許権侵害により得た利益額 

(ｱ) 被告名古屋タカギがイ号製品の販売により得た利益額 

ａ イ号製品の単価  １２９６円（税込） 

ｂ イ号製品の販売枚数 

被告名古屋タカギが平成２２年１月から平成２８年６月末までの期間（７８か月

間）にイ号製品を販売した枚数は３万５１００枚を下らない。 

ｃ イ号製品の利益率   

売上げの３０％を下らない。 

ｄ 被告名古屋タカギが平成２２年１月から平成２８年６月末までの間にイ号製

品の販売により得た利益額は１３６４万６８８０円を下らない。 

（計算式） 1,296 円×35,100 枚×30％＝13,646,880 円 

(ｲ) 被告名古屋タカギがロ号製品の販売により得た利益額 

ａ ロ号製品の単価  １２９６円（税込） 

ｂ ロ号製品の販売枚数 

被告名古屋タカギが平成２２年１月から平成２８年６月末までの期間（７８か月

間）にロ号製品を販売した枚数は３万５１００枚を下らない。 

ｃ ロ号製品の利益率   

売上げの３０％を下らない。 

ｄ 被告名古屋タカギが平成２２年１月から平成２８年６月末までの間にロ号製

品の販売により得た利益額は１３６４万６８８０円を下らない。 

（計算式） 1,296 円×35,100 枚×30％＝13,646,880 円 

(ｳ) 被告名古屋タカギがイ号及びロ号製品の販売により得た利益額 
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以上より，被告名古屋タカギがイ号及びロ号製品の販売により得た利益額は，上

記各利益額の合計である２７２９万３７６０円を下らない。 

（被告らの主張） 

ア 原告はハ号及びヘ号製品の類似品（ハイウエストタイプ），ニ号ないしヘ号

製品の類似品（テンセル素材），イ号製品のＤ９４４の３Ｌサイズの類似品を販売

していない。また，原告は店頭販売をしていない。 

これら原告において類似品の取扱いのない製品及び店頭販売分は損害計算の対象

から外されるべきである。 

したがって，本件では， 

イ号製品：Ｄ８３０のＭ，Ｌ 

     Ｄ９４４のＭ，Ｌ，ＬＬ 

     Ｄ９５１のＭ，Ｌ，ＬＬ 

ロ号製品：Ｄ８３１のＭ，Ｌ 

     Ｄ９５２のＭ，Ｌ 

のうち，ネット又は通販により販売されていたもの（店頭販売されなかったもの）

であって，かつ，時効消滅の対象外であり，かつ，販売時期が甲２６製品と重なっ

ており，かつ，タイプ・素材・サイズ・色等の観点から，「原告において，被告ら

の販売行為がなかったならば，甲２６製品の販売により利益が得られたであろうと

いう事情」が認められるものに限定されるべきである。なお，セット販売分につい

ては，購入者がどのような商品が届くのかを楽しみにしたいという気持ちから購入

に踏み切るという特有の事情があるところ，原告がこれと同様の販売形態をとって

いない以上，被告らの販売行為がなかったならば甲２６製品の販売により利益が得

られたであろうという事情は認められないとうべきであるから，損害計算の考慮対

象外と解する。 

イ 被告タカギが得た利益額 

(ｱ) イ号製品 
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【Ｄ８３０】  

Ｄ８３０については，ネット販売されたベージュ及びピンクのみの限界利益●

（省略）●を利益額として採用すべきである。 

（計算式） 

●（省略）● 

 

【Ｄ９４４】 

 Ｄ９４４は卸販売のみであり，ネット販売はないため，Ｄ９４４については損

害計算の対象外となる。 

【Ｄ９５１】 

Ｄ９５１については，ネット販売されたベージュ，ピンク，及び黒のみの限界利

益●（省略）●を利益額として採用すべきである。 

（計算式）    

●（省略）● 

 

 

(ｲ) ロ号製品 

【Ｄ８３１】 

Ｄ８３１については，ネット販売されたピンクのみの限界利益●（省略）●を利

益額として採用すべきである。 

（計算式） 

●（省略）● 

 

【Ｄ９５２】 

Ｄ９５２については，ネット販売された黒のみの限界利益●（省略）●を利益額

として採用すべきである。 
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（計算式）  

●（省略）● 

 

(ｳ) 被告タカギが得た利益額 

以上のとおり，被告タカギが得た利益額として採用すべき合計額は，最大でも●

（省略）●である。 

（計算式）●（省略）● 

ウ 被告名古屋タカギが得た利益額 

(ｱ) イ号製品 

【Ｄ８３０】 

Ｄ８３０については，ネット販売されたベージュ及びピンクのみの限界利益●

（省略）●を利益額として採用すべきである。 

（計算式） 

●（省略）● 

 

 

【Ｄ９４４】 

Ｄ９４４については，ネット販売されたベージュ及びローズの限界利益●（省

略）●を利益額として採用すべきである。 

（計算式） 

●（省略）● 

 

 

(ｲ) ロ号製品 

【Ｄ８３１】 

Ｄ８３１についても，ネット販売されたベージュ及びピンクのみの限界利益●
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（省略）●を利益額として採用すべきである。 

（計算式） 

●（省略）● 

 

 

(ｳ) 被告名古屋タカギの得た利益額 

以上のとおり，被告名古屋タカギの得た利益額として採用すべき合計額は，最大

でも●（省略）●である。 

（計算式）●（省略）● 

(12) 争点９（推定覆滅事由の存否） 

（被告らの主張） 

ア 消費者の購買動機等 

(ｱ) 一般消費者の下着購入の際の決め手 

株式会社ワコールホールディングスＩＲ広報室による「女性の心理と下着に関す

る意識調査結果報告書」の「普段着用している下着を購入する際の決め手」（乙４

７の１１頁）をみると，消費者が下着を購入する際に考慮する要素は複数あり，考

慮する割合の高いものから，デザイン（３１．０％），値段（１８．６％），素材

（１６．０％），サイズ（１３．４％）となっており，それらに劣後して，機能

（１２．９％），色（２．４％），ブランド（２．０％）が挙げられている。 

甲２２，甲２３，甲２６及び甲２７における原告製品の広告文句「お尻がはみ出

さない」「前足繰りは動きやすい特許の立体裁断で巻きついたり，痛くなることは

ない」等は，上記考慮要素のうち「機能」に分類されると考えられるところ，「機

能」を優先的に考慮する可能性のある消費者は，上記調査結果を踏まえると全下着

購入者のうちのせいぜい十数％であると推察される。 

(ｲ) 被告製品購入者の購入動機 

被告製品を単品購入した顧客が楽天市場ウェブサイトに投稿したレビュー内容を
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分析すると，顧客が被告の販売するショーツを購入する際に重視したと考えられる

要素としては，確かに，原告製品の広告文句「お尻がはみ出さない」「足口が巻き

上がらない」との要素も全体の１８．８％認められるものの，それ以外に，生地感

のよさ（肌ざわり，伸縮性等），履き心地のよさ（適度なフィット感があること，

締めつけ感がないこと等），折り返し部分の仕様（ゴムを使用していない等）など

の被告製品の特長が８１．２％認められている（乙４８）。 

この分析に基づくと，原告が主張する本件発明の特徴が，顧客の被告タカギ製品

購入への動機付けとなった割合は２０％を超えるものではないといえる。 

なお，ユーザーレビューには，顧客が普段から意識していることや印象に強く残

っていることを書き込むのが通常であるから，上記レビューの分析結果は，被告製

品の購入に当たっての顧客の考慮要素を概ね反映しているものといえる。 

(ｳ) 消費者の目線から推察される被告製品における侵害部分の価値ないし重要度 

乙５１の１（ワコールのマイクロヒップス），乙５１の２（千趣会のエレマー

ナ），乙５１の３（千趣会のシェイプライン）には，いずれにも本件発明のクレー

ムの大腿部パーツに該当する部分が存在せず，本件発明のクレームに記載された構

成と異なる構成をとる商品であるが，消費者は，これら商品について，「お尻がは

み出さない」「脚口部分が巻き上がらない」との効果について言及する意見を投稿

している。このように，本件発明の構成要件を満たさずとも本件発明の効果と同様

の効果を生じさせ，課題の解決が可能である以上，仮に被告製品が本件発明の構成

要件ＧまたはＨ（課題の解決のために不可欠な構成要件）を充足しているとしても，

被告製品における侵害部分の価値ないし重要度は極めて低いということができる。 

イ 市場における類似品の存在 

市場において，全国の需要者が手軽に購入できるインターネット通販の方法で，

原告製品が有すると主張する効果と同様の効果を期待して購入しうる商品，すなわ

ち，その外観上，脚口パーツ又は大腿部パーツが前方に突出する構成をうかがわせ

る類似品が多数存在する（乙４９の１ないし２３，乙５０）。 
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このような類似品の多さからみても，需要者が被告製品に接しなければ原告製品

を購入したとはいえないことは明らかであり，被告らの行為と相当因果関係を有す

る原告の損害が存するとしてもごく僅少であるといえる。 

ウ 作用効果からみた被告製品における本件発明の構成の重要性 

(ｱ) 構成要件Ｄの「腸骨棘点付近」は，上前腸骨棘の位置か，それより上側の位

置のみを含むと解されるべきであり，原告が主張するように，仮に，被告製品にお

ける前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が下前腸骨棘付近に位置するとしても，

この頂点は上前腸骨棘の位置より下方に位置するので，被告製品は構成要件Ｄを充

足しないものである。 

「腸骨棘点付近」に「上前腸骨棘」及び「下前腸骨棘」によって示される位置の

両方が含まれる，とする原告の解釈は，本件特許の技術的範囲を，本件発明の上記

作用効果を奏する範囲（前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が上前腸骨棘の位置

か，それより上側にある場合）のみならず，上記作用効果を奏しない範囲（前身頃

の足刳り形成部の湾曲した頂点が上前腸骨棘の位置より下側にある場合）をも含め

るように不当に広く解釈するものである。そのため，仮に，「腸骨棘点付近」に下

前腸骨棘付近が含まれるとの解釈を前提として，被告製品における前身頃の足刳り

形成部の湾曲した頂点は下前腸骨棘付近に位置し，被告製品が構成要件Ｄを充足す

ると判断されるとしても，この場合，被告製品は，上記作用効果を奏しない範囲で

本件発明の技術的範囲に属するに過ぎないのであり，換言すれば，被告製品は，本

件発明の構成によって，本件発明の上記作用効果を奏するものではない。 

したがって，被告製品は，本件発明の構成を採用したことによって，本件発明が

目的とする作用効果を奏するようにしたものとはいえないから，被告製品における

本件発明の寄与率は０である。 

(ｲ) 被告製品においては，前身頃１２の腰部脇線２２と後身頃１４の腰部脇線３

０とを縫い合わせることにより腰部脇線２２，３０の下側が立体的に迫（せ）り出

しているが，これは乙３９の第２図，第４図に記載されている公知の手法によるも
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のである。被告製品においては，この迫り出し部により脚口パーツが顕著に突出し，

「大腿部を屈曲した姿勢に沿う立体形状」に作られていて，本件発明の作用効果を

奏しているのであり，前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が転子点付近に位置し，

脚口パーツが転子点付近から前方に突出しているのみでは，被告製品が，本件発明

の上記作用効果でいうところの「大腿部を屈曲した姿勢に沿う立体形状」に作られ

ているとはいえず，本件発明の作用効果を奏することにはならない。 

エ 被告製品における本件発明の特徴部分の不可欠性 

先行製品１は，構成要件Ｇの有無により本件発明と相違するとしても，その相違

は，山４０ａ及び湾曲部分のそれぞれ頂点からおよそ全長の１０分の１までのごく

限られた範囲においてのみ生じているに過ぎないことから，本件発明の特徴部分は，

この範囲を超えることはない。 

したがって，仮に被告製品が本件発明の技術的範囲に属するとしても，被告製品

において本件特許権を真に侵害しているといえる部分は，上記特徴部分に対応する

ごく限られた範囲にあるといえ，例えば，被告製品において脚口パーツの山及び足

刳り形成部における湾曲部分のそれぞれ頂点からおよそ全長の１０分の１までのご

く限られた範囲においてのみ，先行製品１と同様に，足刳り形成部の湾曲部分の幅

が前記山の幅よりもやや広くなるようにすることによって，構成要件Ｇを充足しな

いように（本件発明の技術的範囲に属さないように）したところで，その機能は実

質的に殆ど変わらない。このことは，侵害部分の範囲の狭さのみならず，縫製後の

被告製品においては，足刳り形成部２４・２５の前側の境界部分の近傍が立体的に

迫（せ）り出すことになる点を考慮すれば自明である。 

したがって，本件発明の特徴部分は，被告製品において何ら不可欠なものではな

く，この点からも，被告製品における本件発明の寄与率は０であり，本件発明の特

徴部分の裏返しとしての被告製品における侵害部分の範囲の狭さのみから考えても，

寄与率は１０分の１を決して上回らない。 

オ 被告製品における本件発明の特徴部分の顧客吸引力 
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構成要件Ｇ（「前記足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く形成

し，」）は完成品（製品）上ではなくパターン上においてのみ特定されるものであ

るが，被告らは，被告製品の販売に当たって各々のパターンを提示しているわけで

はない。そして，当業者であっても，完成品からパターンの構成を知り得ないとの

原告主張を前提とすれば，一般需要者が完成品からパターンの構成を知る由もない

というべきである。 

パターン上においてのみ特定される本件発明の特徴部分（構成要件Ｇ）と原告が

主張する特徴①ないし③は無関係である。 

したがって，被告製品における本件発明の特徴部分（構成要件Ｇ）は顧客吸引力

を全く有しておらず，この点のみから考えても，被告製品における本件発明の寄与

率は０である。 

カ 被告製品の他の機能 

被告製品は，少なくとも， 

①ゴムを脚口に使用していない 

②ウエスト，裾口を綿の折り返しで肌に優しく負担をかけない仕様としてある 

③ベア天竺コットンを使用し，心地よく，フィット性に優れ，適度な保温力と速

乾性を持ち，吸湿性，通気性に優れている 

④やわらかな綿状のウーリー糸を使用し縫い代を巻き込んで押さえるバインダー

縫製仕様で機能性やシルエットを損なうことなく穿き心地のよさをアップしている 

⑤高級スーピマ綿（ウーリー糸）を使用し，まるでシルクニットのようななめら

かな風合いと肌触りを実現している 

⑥デリケートな部分を覆う箇所に天然繊維の肌に優しいコットンを使用している 

⑦ポリウレタン５％配合することにより，ほどよいストレッチがある 

⑧縫い合わせた表側もアウターに響きにくいすっきりフラットな縫製としてある 

⑨裾口部分（脱着時にチカラがかかる部分）において縫製の縫い止りをカンドメ

でしっかり補強している 
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⑩新色ローズとベージュのウエスト部分は内側にゴムをくるんであり，肌に直接

ふれず，旧デザインのピンクはゴムなしとしてある 

といった１０もの機能（これらを「被告ら主張１０特徴」ということがある。）を

有しており，この点のみから考えても，当該侵害部分の重要度は著しく低く，仮に

当該侵害部分によって何らかの機能が得られるとしても，被告製品における本件発

明の寄与率は，製品全体の１１分の１を決して上回らないといえる。 

キ 代替技術の存在 

例えば，①乙１８の第５図及び乙２９の第５図には大腿部パーツ（脚部布７）を

前方に突出させることが記載され，②乙５３の第１図にも大腿部パーツ（脚部片

２）を前方に突出させることが記載され，③乙５４の図６にも大腿部パーツ（脚部

布６）を前方に突出させることが記載され，④乙５５の【００１５】には大腿部パ

ーツ（下部フロントピースＤ）がその縫い合わせ端縁２’から前方へ開くように縫

い合せられることが記載されている。そして，これらの記載に係る技術が，仮に構

成要件Ｆ，Ｇとは相違する手段によって大腿部パーツを前方に突出させる，すなわ

ち構成要件Ｈを実現するものであるとしても，構成要件Ｈを実現する点で構成要件

Ｆ，Ｇの代替技術となるものであることは明白である。 

また，他の代替技術としては，⑤上記乙３９に記載されているものもある。 

したがって，被告製品における当該侵害部分の重要度の低さは，上記のように少

なくとも五つの代替技術が存在する（乙１８発明と乙２９発明とは全く相違する発

明と捉えられた場合には上記①の代替技術はさらに二つに分けられるべきであるか

ら，少なくとも六つの代替技術が存在することになる）という点からも裏付けられ

ることになり，この点のみから考えても，被告製品における本件発明の寄与率は，

製品全体の６分の１ないし５分の１を決して上回らないといえる。 

ク 特殊な穿き方をした場合のみ被告製品が本件発明の技術的範囲に属し得るも

のであること 

原告によるイ号製品の原告トルソーへの穿かせ方は，実際の購入者の穿き方と合
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致せず，適切な穿き方をすれば被告製品が本件発明の技術的範囲に属するものでは

なく，原告主張の特殊な穿き方をした場合のみ被告製品が本件発明の技術的範囲に

属し得るものであることからすれば，本件発明は被告製品に何ら財産的価値を付与

するものではない。 

損害論においては，実際に人が着用したときにどの程度の割合で構成要件Ｄを充

足することになるかを検討の上，寄与率が認定されるべきである。 

ケ 製品（タイプ，素材，サイズ）の相違及びセット販売の有無 

(ｱ) タイプについて 

被告らのイ号及びニ号製品はスタンダードタイプ，ロ号及びホ号製品はショート

タイプ，ハ号及びヘ号製品はハイウエストタイプのものである。 

ハイウエストタイプの製品は，他のタイプの製品に比べ価格が高く設定されてい

るにもかかわらず，これを購入した需要者には，ハイウエストタイプの製品が例え

ば腹巻き代わりになり汗取りにも効果的であることに強い購入動機があったことが

明白である。 

甲２６製品のうち，品番４２０の「普通丈」は被告製品の「スタンダード丈」に

相当し，品番２２０の「セミ丈」は被告製品の「ショート丈」に相当することにな

る。 

また，甲２２製品（品番４０７の「普通丈」）の形態は被告製品の「スタンダー

ド丈」に近く，甲２３製品（品番１０７の「ローライズ」）は被告製品の「ショー

ト丈」に近いものと捉えられる。 

このように，原告は，被告製品のハイウエストタイプのハ号及びヘ号製品に相当

する製品を販売していないことになるから，仮に被告らがハイウエストタイプのハ

号及びヘ号製品を販売していなかったとしても，その需要者は，スタンダードタイ

プ又はショートタイプではなくハイウエストタイプの類似品を購入していたはずで

あり，ハイウエストタイプの製品を販売していない原告はその分の利益を上げるこ

とはできなかったといえるから，ハ号及びヘ号製品の販売分に関する推定は覆され
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るべきである。 

(ｲ) 素材について 

被告らのイ号ないしハ号製品は綿素材のものであるが，ニ号ないしヘ号製品は，

テンセル素材のものである。 

テンセル素材のニ号ないしヘ号製品は，綿素材のイ号ないしハ号製品に比べ価格

が高く設定されているにもかかわらず，これを購入した需要者には，ニ号ないしへ

号製品が綿にはない独特の風合いや光沢感等を有するテンセル素材を使用している

点に強い購入動機があったことが明白である。 

甲２２製品及び甲２３製品の生地は綿９２％ポリウレタン８％であり（甲２２の

２頁，甲２３の２頁），甲２６製品の生地は綿９５％ポリウレタン５％であること

から（甲２６の８頁），原告は，テンセル素材のニ号ないしヘ号製品に相当する製

品を販売していない。 

したがって，仮に被告らがテンセル素材のニ号ないしヘ号製品を販売していなか

ったとしても，その需要者は，綿素材ではなくテンセル素材の類似品を購入してい

たはずであり，テンセル素材の製品を販売していない原告はその分の利益を上げる

ことはできなかったといえるから，ニ号ないしヘ号製品の販売分に関する推定は覆

されるべきである。 

(ｳ) サイズについて 

原告製品のうち，３Ｌサイズがあるのは甲２２製品のみであるが，３Ｌサイズは

全く又はほとんど売れていなかったものと思われる。 

また，甲２２製品，甲２３製品，甲２６製品のＬＬサイズについても，全く又は

ほとんど売れていなかったものと思われる。 

したがって，３Ｌサイズ及びＬＬサイズの製品については，原告に逸失利益自体

が存在しない。 

(ｴ) セット販売について 

セット販売による商品を購入する需要者は，どのような商品が届くかを楽しみに
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する気持ちから購入に踏み切るものであり，原告がこれと同様の販売形態をとって

いない以上，被告らによるセット販売がなかったとしても，その需要者が原告製品

を購入したという関係にはない。 

コ 販売価格及び色の相違 

甲２２製品，甲２３製品はともに２５００円（税込），甲２６製品は１５００円

（税込）である。 

一方，被告らの製品は，例えば， 

イ号製品：１２９６円（税込）（甲３の 1），１０５８円（税込）（甲４の１） 

ロ号製品：１２９６円（税込）（甲３の２），９５０円（税込）（甲４の２） 

で販売した実績がある。 

すなわち，まず，甲２２製品及び甲２３製品の販売価格は２５００円であり，シ

ョーツとしては非常に高価格であって，これらの製品と被告らの各製品とは対応関

係にないのは明らかである。そのため，サイズのみに着目すれば，被告らのイ号製

品のＤ９４４の３Ｌサイズと，原告の甲２２製品の３Ｌサイズとは対応関係にあり

得るといえるが，上述のような価格差から両製品が対応関係にないのは明らかであ

り，原告は，３Ｌサイズの類似品を販売していないことになる。 

したがって，仮に被告らがイ号製品のＤ９４４の３Ｌサイズを販売していなかっ

たとしても，その類似品を原告は販売していないから，イ号製品のＤ９４４の３Ｌ

サイズの販売分の推定は覆されるべきである。さらに，イ号製品のＤ９４４の３Ｌ

サイズの販売分については，イ号製品のＤ９４４の色はベージュ及びローズという

暖色系であるのに対して，原告の甲２２製品の色はブラック及びグレーという寒色

系であり，配色で好みがはっきり分かれ，両者は対応関係にないといった観点から

も，その推定は覆されるべきである。 

また，イ号及びロ号製品と甲２６製品が対応関係にあるとしても，原告製品の方

が高価であり，仮に被告らがイ号及びロ号製品を販売していなかったとしても，そ

の需要者の全てが，原告の甲２６製品を購入していたはずとは到底いえないから，
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イ号及びロ号製品の販売分の推定の少なくとも一部は覆されるべきである。 

サ 販売形態の相違（店頭販売の有無） 

原告ウェブサイト上の記載をみると，原告製品は機能を説明する必要のあるもの

であり，それ故に，原告は原告製品をネット及び通販以外では販売していないこと

が窺われる。需要者の中には，インターネット通販を利用しない又は利用できない

者も相当数おり，また，そもそも実店舗で被告製品を購入する需要者は，実店舗で

販売されていない原告製品の存在自体を知らない蓋然性が高い。 

したがって，被告製品のうち，少なくとも店頭で販売されているものについては，

原告とは販売形態が相違するのであって，仮に被告らがこれらの店頭販売を行って

いなかったとしても，需要者は店頭において被告らの製品の類似品を購入していた

はずであり，店頭販売を行っていない原告がその分の利益を上げることはできなか

ったといえるから，この店頭販売分に関する推定は覆されるべきである。 

シ 原告製品に対する需要者の絶対評価 

(ｱ) 原告ウェブサイト上における，需要者からの質問内容や，それに対する原告

の回答の状況をみると，原告製品の生地に対して不満を感じる需要者は多いと推察

され，需要者にとって原告製品の生地が粗悪であるといった認識を持ちやすい状況

を原告自ら醸成しているといえる。 

さらに，原告が店頭販売を行っていないこと（原告製品の購入前にその生地等を

直に見て確認することができないこと），及び原告のウェブサイトにおいて生地自

体の具体的なアピールを行っていないことが，需要者が原告製品の生地に対して持

つ不信感を一層募らせる結果になっているものと考えられる。 

したがって，仮に被告らが被告製品を販売していなかったとしても，その需要者

の全てが，原告の甲２２，甲２３及び甲２６製品を購入していたはずとは到底いえ

ないから，被告製品の販売分の推定の少なくとも一部は覆されるべきである。 

(ｲ) 原告の主張について 

楽天市場のランキングの順位付けの基準や結果の正確性は不明であるが，少なく
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とも商品ごとに順位付けされていないことは明白であり，そうである以上，原告製

品が消費者から高い支持を得ているということはできない。 

ス 原告製品に対する需要者の相対評価 

(ｱ) 原告は，特許法１０２条２項の主張の基礎とする甲２２，甲２３，甲２６製

品以外にも多数の製品を販売しているのであり（乙６１），原告の指摘する被告製

品の販売サイトにおける購入者のレビュー（甲２９の１ないし甲２９の１７）の記

載内容が被告製品を購入した需要者の声であるとしても，これらの需要者がもとも

と購入していた原告の製品が，甲２２，甲２３，甲２６製品のいずれかであるとい

う証拠を原告は何ら提示していないから，上記記載内容は甲２２，甲２３，甲２６

製品から被告製品に乗り替わりがあって，これにより甲２２，甲２３，甲２６製品

の販売による原告の利益が奪われていることを示すものとはいえない。 

例えば，需要者がもともと購入していた原告製品がその後に販売を終了したとこ

ろ，その製品以外の原告の製品の中に購入したいものがなかった結果，被告製品の

購入に至ったというケースにおいては，原告に逸失利益は存在しない。 

(ｲ) 被告らの信用は，原告がウェブサイトに本件訴訟提起の事実及びそれに至る

経緯等を記載したことによって不当に著しく損なわれているが，それにもかかわら

ず，原告製品の購入をやめて被告製品を購入する需要者が存在するのは，原告製品

に失望したり不満をもったりした需要者がいるからに他ならない。 

原告が指摘する，被告製品の販売サイトにおける購入者のレビュー（甲２９の１

ないし甲２９の１７）の記載内容は，被告製品の販売が原告の利益を直接奪ってい

ることを示すものではなく，購入した原告製品に不満や失望を覚え，乗り換えよう

とする需要者が後を絶たないことを示すものに過ぎず，そのため，原告製品の購入

をやめ，被告製品以外の他社製品に乗り換える者も多数存在すると考えられる。そ

して，これらの需要者のうち，原告ウェブサイト上になされた本件訴訟に関連する

記載を契機として被告製品の存在を知った者が，被告製品を購入するに至っている

に過ぎず，仮に被告製品が販売されていなかったとしても，これらの需要者は決し
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て原告製品を購入したとはいえない。なお，このことは，被告らが検索した範囲に

おいて，原告製品のレビューに，被告らの名を挙げるものが見つからなかったこと

からも明らかである。 

セ 甲２２，甲２３製品の販売数量 

甲２２，甲２３製品の販売数量は極めて少なく，証拠上認定することのできる販

売数量が０枚の色，サイズも存在するのであり，このことは，特許法１０２条２項

の推定覆滅事由として働く。 

ソ 以上を総合すれば，本件において，仮に甲２２，甲２３，甲２６製品の販売

を基礎として特許法１０２条２項を適用する場合，イ号ないしヘ号製品いずれにつ

いても，寄与率は０か限りなく０に近いというべきである。 

（原告の主張） 

ア 消費者の購買動機等について 

(ｱ) 一般消費者の下着購入の際の決め手について 

原告製品の特徴の一つは「脚口の部分が前方に突出するように構成されている

点」にあるところ，かかる特徴は外観に関するものであるから，乙４７の調査結果

にいう「デザイン」に該当するものである。 

また，この点を措いたとしても，上記調査において回答者は「一番の決め手」を

１つ選んで回答したに過ぎず（乙４７，３５枚目の「Ｑ３」参照），「機能」を挙

げなかった残りの「８７．１％」の者が購入に当たって「機能」を全く考慮しなか

ったことにはならない。 

原告も被告らも，①脚口の部分が前方に突出するように構成されていること，②

脚口部分及びお尻の部分がずり上がらないようになっていること，及び，③女性用

一分丈ショーツであることという特徴を前面に打ち出して製品を販売しているので

あり，それによって需要者を勧誘しているのであるから，需要者の購入動機に差は

ない。なお，推定覆滅事由の検討において問題となるのは，一般的な需要者の傾向

ではなく，被告製品を購入した需要者の傾向であり，被告らの前記宣伝広告に惹か
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れて被告製品を購入した需要者は，乙４７において「機能」を重視する者（１２．

９％）ということもあり得るのである。 

(ｲ) 「被告製品購入者の購入動機」について 

被告らは，被告製品のウェブサイトにおいて，その特徴である，①脚口の部分が

前方に突出するように構成されていること，②脚口部分及びお尻の部分がずり上が

らないようになっていること，及び，③女性用一分丈ショーツであることを前面に

打ち出して販売しているのであって，消費者がそれらの特徴を全く考慮せずに被告

製品を購入したとはおよそ考えられない。 

なお，ユーザーレビューとは，顧客が事後的に感想を記載するものであり，購入

時点における購入動機を正確に反映したものではない。 

(ｳ) 「消費者の目線から推察される被告製品における侵害部分の価値ないし重要

度」について 

乙５１の１ないし３に係るショーツはそもそも大腿部パーツに相当する部分を有

していないから，本件発明の作用効果を奏するものではない。 

また，大腿部パーツに相当する部分を有していない以上，乙５１の１ないし３に

係るショーツは，前記①の「脚口の部分が前方に突出するように構成されているこ

と」という特徴を有しておらず，製品としても全く別物である。 

そもそも，被告製品について「侵害部分」と「非侵害部分」とに分離し，それぞ

れの価値ないし重要度を個別に評価できるものではないから，被告らの判断手法自

体，失当である。 

イ 市場における類似品の存在について 

乙５０の中から被告らが具体的に抽出した乙５１の１ないし３の商品については，

原告製品及び被告製品と前提構成が相違するものであり，本件発明の効果を奏さな

い上，前記①の「脚口の部分が前方に突出するように構成されていること」という

特徴を有しておらず，製品としても全く別物であるから，それらを類似品というこ

とはできない。 
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また，乙４９の１ないし２３の商品についても，大腿部パーツに相当する構成は

有するものの，それが前方に突出するようには構成されていないから，やはり前記

①の構成を有していないものである。 

したがって，これらの製品は類似品に該当しないから，被告らの主張は失当であ

る。 

 原告製品と被告製品との近似度に比べて，乙４９及び乙５１に記載の製品と被

告製品との隔たりは大きいものであり，仮に被告製品が市場に存在しなかった場合

に，需要者が原告製品を措いてこれらの製品を購入したとは考え難い。 

ウ 「作用効果からみた被告製品における本件発明の構成の重要性」について 

この点に関する被告らの主張は実質的に侵害論の蒸し返しであり，失当である。 

エ 「被告製品における本件発明の特徴部分の不可欠性」について 

本件発明は課題解決手段として有機的一体性を有しており，個々の構成要素に分

離して個別に評価できるものではないから，本件発明の構成を公知部分と特徴部分

とに峻別する被告らの主張は，その前提において失当である。 

オ 「被告製品における本件発明の特徴部分の顧客吸引力」について 

前記原告製品及び被告製品の特徴①ないし③は消費者にとって視覚的に又は着用

したときに直ちに看取又は実感し得ることであって，パターンの形状まで知らなけ

ればならないものではない。 

特徴①は本件発明の構成要件Ｈの特徴に由来することは明らかであり，特徴②は

本件発明の解決課題ないし作用効果に基づいている。さらに，特徴③は本件発明を

女性用一分丈ショーツに適用した場合に得られる作用効果に他ならず，本件発明と

特徴①ないし③が無関係であるとする被告らの主張は失当である。 

カ 「被告製品の他の機能」について 

被告らの挙げる①ないし⑩の機能は，いずれもありふれた機能であって目新しい

ものではなく，せいぜい付随的な機能にとどまるものであり，消費者の主要な購買

動機になるものではない。 
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キ 「代替技術の存在」について 

(ｱ) 被告らの挙げる特許文献に記載の技術（乙１８，乙２９，乙３９，乙５３な

いし５５）は，本件発明の代替技術には当たらない。すなわち，乙１８，乙２９，

乙５３ないし５５は，いずれも「パンティガードル並びにその類似品」又は「ガー

ドル」であって，ショーツとは目的，機能が相違する。また，乙３９は大腿部パー

ツを有しないから，代替技術ということはできない。 

(ｲ) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属する以上，代替技術の有無によって製

品全体に対する本件発明の寄与率は影響を受けないはずである。 

仮に被告らの主張する寄与率を被告製品に需要を差し向ける度合いという程の意

味に解したとしても，被告らの挙げる証拠はすべて特許文献であり，現実に市場に

存在しているものではないから，競合品と同列に扱うことは妥当ではなく，覆滅事

由として考慮すべきではないものである。 

ク 「特殊な穿き方をした場合のみ被告製品が本件発明の技術的範囲に属し得る

ものであること」について 

この点に関する被告らの主張も実質的に侵害論の蒸し返しに過ぎず，失当である。

被告製品が本件発明の技術的範囲に属する以上，被告らの主張する点は覆滅事由に

なり得ないものである。 

ケ 「製品（タイプ，素材，サイズ）の相違」について 

(ｱ) タイプ，素材について 

被告らの主張は，スタンダードタイプ，ショート丈タイプ及びハイウエストタイ

プの相違，並びに，綿とテンセルとの相違を過大に評価しており，失当である。 

被告らが製品をセット販売するに当たって，どの丈のタイプの製品を組み入れる

か，又は素材の選択ないし組み合わせ方について店側の自由な選択に委ねるような

販売形態が成り立つということは，需要者がこれらの相違に頓着しないことの証左

であり，需要者は，スタンダードタイプ，ショート丈タイプ又はハイウエストタイ

プという相違，又は素材の相違より被告製品の前記特徴①ないし③の方を重視して
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いるものである。 

また，ハイウエストタイプとそれ以外のタイプ（スタンダード丈タイプ又はショ

ート丈タイプ）との違いは単にはき込み丈の違いにすぎない。さらに，テンセル素

材と綿素材との違いは，単なる素材の違いにすぎない。そして，被告らも，ハイウ

エストタイプとそれ以外のタイプ，テンセル素材と綿素材とを，それぞれ同じ方法，

態様で広告宣伝を行っている以上，ハイウエストタイプ及びテンセル素材は，いず

れも前記特徴①ないし③を超える独自の需要喚起力を有するものではない。 

また，テンセル素材自体，既にありふれた素材であり目新しいものではない。 

よって，原告がハイウエストタイプを販売していないこと，及びテンセル素材の

ものを販売していないことは，いずれも覆滅事由にならない。 

(ｲ) サイズについて 

需要者は，同一のサイズのショーツしか購入しないわけではなく，Ｓ，Ｍ，Ｌ等

のサイズ区分が重複するように設定されていることなどから，一人の需要者が異な

るサイズのショーツを購入することは多々ある。 

また，原告製品のＬＬサイズ，３Ｌサイズがほとんど又は全く売れていないとす

る被告らの主張は否認する。 

(ｳ) セット販売について  

被告らによるセット販売がなかったとしても，これを購入した需要者が原告製品

を購入したという関係にはないとする被告らの主張は争う。 

コ 「販売価格及び色の相違」について 

被告らの主張は争う。原告製品と被告製品との価格差は格別大きなものではなく，

また，下着購入に関する需要者の価格鋭敏性は格別高いとはいえないから，販売価

格の相違は覆滅事由にはならない。 

サ 「販売形態の相違（店頭販売の有無）」について 

前記の特徴①ないし③を有するショーツは原告製品及び被告製品以外には存在し

ないことから，被告らの主張する「類似品」，つまり，被告製品が店頭販売されて
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いなかったとすれば需要者が購入したであろう第三者の製品は存在しない。原告製

品も被告製品も需要者が最終消費者である以上，店頭販売された場合でも原告に逸

失利益が生じることに変わりはない。 

また，インターネットが普及した現代においては，インターネット通販は手軽に

使用できる購入手段として広く活用されているから，仮に被告製品が店頭販売され

ていないとすれば，その分インターネット通販による原告の売上げが増加していた

ものであって，店頭販売とインターネット通販という販売形態の相違を過大に評価

することは妥当ではない。 

したがって，店頭販売の有無は覆滅事由にはならないというべきである。 

シ 「原告製品に対する需要者の絶対評価」について 

被告らの主張は，ごく一部の消費者の声をあたかも消費者全体の声であるかのよ

うに誇張して取り扱っているものであり，失当である。原告製品は楽天ボックスシ

ョーツランキングにおいて１６６週１位（平成２５年５月１５日から平成２８年８

月２１日まで）という販売実績を上げており，原告製品に対する消費者の高い支持

は揺るがないものである。 

ス 「原告製品に対する需要者の相対評価」について 

(ｱ) 原告が甲２２製品及び甲２３製品の販売を一時的に中断していた期間にも，

甲２６製品は販売していたものであり，被告らのいう，甲２２製品，甲２３製品以

外の原告製品の中に購入したいものがなかったことから被告製品の購入に至ったと

いうような状況が存在していた蓋然性は極めて乏しい。仮にそのような需要者が存

在するとしても，ごく一部にすぎず，推定覆滅を許すほどのものではない。 

(ｲ) 「原告製品に失望したり不満をもったりした需要者がいるからに他ならな

い」との被告らの主張は単なる憶測に過ぎない。被告製品の購入動機として原告の

製品からの乗り換えを挙げる被告製品の購入者のレビュー（甲２９の１ないし１

７）を始め，多数の消費者が被告らのウェブサイト上で原告製品と対比させて被告

製品の感想を述べているものであり，多数の消費者が原告製品と対比させて感想を
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述べている製品は被告製品以外には見当たらない。 

「原告製品のレビューに，被告らの名を挙げるものが見つからなかった」との主

張についても，むしろ，それは，原告製品がすでに市場において名声を確立し，そ

の特徴が広く認知されているからにほかならない。つまり，需要者が原告製品の特

徴を理解するのに敢えて被告製品を引き合いに出す必要はないという事実を示して

いるものである。そして，被告製品のレビューに原告の名を挙げるものが多数存在

する一方で，原告製品のレビューに被告らの名を挙げるものが見つからなかったと

いう事実は，原告が被告製品の販売によって直接損害を受けていることをより強固

に示しているものであって，損害額を減額すべき理由にはならないものである。 

セ 「甲２２，甲２３製品の販売数量」について 

甲２２，甲２３製品の販売数量が極めて少ないとの主張は否認し，そのことが１

０２条２項の推定覆滅事由になるとの主張は争う。 

ソ 以上より，本件では特許法１０２条２項の推定覆滅事由は存在しない。 

(13) 争点１０（原告に生じた損害額） 

（原告の主張） 

ア 原告が受けた損害額（１０２条２項） 

特許法１０２条２項の規定により，被告タカギの侵害行為により原告が受けた損

害額は１億１２２７万５１００円，被告名古屋タカギの侵害行為により原告が受け

た損害額は２７２９万３７６０円と推定される。 

イ 弁護士・弁理士費用 

原告は，被告らによる特許権侵害行為により本件訴訟の提起を余儀なくされ，そ

の遂行のために弁護士・弁理士に依頼せざるを得なかった。 

本件の弁護士・弁理士費用は，上記損害額の１０％が相当であるから，被告タカ

ギが負うべき弁護士・弁理士費用相当額の損害額は１１２２万７５１０円であり，

被告名古屋タカギが負うべき弁護士・弁理士費用相当額の損害額は２７２万９３７

６円である。 
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ウ 原告の請求額 

(ｱ) 被告タカギに対する請求 

原告は，被告タカギに対し，１億２３５０万２６１０円及び別紙遅延損害金起算

日一覧表１記載の各起算日から支払済みまで各元金に対する年５分の割合による損

害額の賠償を請求する。 

(ｲ) 被告名古屋タカギに対する請求 

原告は，被告名古屋タカギに対して，３００２万３１３６円及び別紙遅延損害金

起算日一覧表２記載の各起算日から支払済みまで各元金に対する年５分の割合によ

る損害額の賠償を請求する。 

（被告らの主張） 

争う。 

原告に生じた損害額は， 

（上記対象製品販売利益－諸費用）×寄与率×原告の特許権持分比率（０．５） 

の計算式により算定されるが，本件では寄与率が０ないし限りなく０に近いこと

から，原告に生じた損害額として認定される額も，０ないし限りなく０に近い金額

となる。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 本件発明について 

本件発明は，大腿部を覆う形状とするインナー等の下肢用衣料に関するものであ

り（本件明細書【０００１】），従来のスパッツ類は，基本が直立姿勢に合わせた

パターンであるため，股関節の屈曲運動への追従は不十分であり，臀部には生地が

伸びて張力が発生して圧力がかかり，大腿部にも押さえられる方向に力がかかり，

運動を妨げる抵抗が身体に生じていたとの課題があった（同【０００４】，【００

０５】）ことから，股関節の屈伸運動が円滑に行われ，運動に適した下肢用衣料を

提供することを目的とするものである（同【０００６】）。そして，本件発明は，

大腿部が挿通する開口部の湾曲した足刳りとなる足刳り形成部を備えた前身頃と，
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この前身頃に接続され臀部を覆うとともに前記前身頃の足刳り形成部に連続する足

刳り形成部を有した後身頃と，前記前身頃と前記後身頃の各足刳り形成部に接続さ

れ大腿部が挿通する大腿部パーツとを有する構成とした上で，前記「大腿部パーツ

の山」の高さが「前記足刳り形成部の前側の湾曲」深さよりも低い形状とされ，

「前記足刳り形成部の湾曲部分」の幅よりも「前記山」の幅が広く形成されること，

すなわち，特定の範囲において，足刳り形成部の湾曲部分の高さ及び幅と，山の高

さ及び幅との関係が前記のとおりに保たれることによって，足刳り形成部に取り付

けられた筒状の大腿部パーツが，前身頃に対して前方に突出する形状となり，それ

により，本件発明の下肢用衣料は，大腿部を屈曲した姿勢に沿う立体形状に作られ，

股関節の屈伸運動に対して生地の伸張が少なく，生地にかかる張力が小さい状態で

運動を行うことができ，屈伸運動等の際に生地による抵抗が少なく，体にかかる負

担が少なく円滑に運動することができるというものである（同【００１１】）。 

 ２ 争点１－ア（構成要件Ｄの充足性）について  

(1) 「腸骨棘点付近」の意義 

 ア 構成要件Ｄは，「前記前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近

に位置し」というものである。 

まず，「腸骨棘」の意義について，原告は，上前腸骨棘と下前腸骨棘の両方を指

すものであると主張し，被告らは，上前腸骨棘のみを指すものであると主張する。 

 この点について，医学大辞典（甲５）では，「腸骨棘」とは「腸骨にある４つの

棘」とされ，上前腸骨棘，上後腸骨棘，下前腸骨棘と下後腸骨棘があるとされてい

る。また，ＪＩＳＺ８５００（乙１）では，「腸きょく（棘）点」とは，「上前腸

骨きょく（棘）…の最も下縁の点。」とされている。しかし，前者については，本

件発明の「腸骨棘」に人体の後ろ側にある上後腸骨棘と下後腸骨棘が含まれないこ

とは明らかであるものの，残る２つの棘のどれを意味するかは直ちに明らかでなく，

後者については，「腸骨棘点」の意義を直ちに明らかにするものではない。 

そこで，本件明細書の記載を踏まえて検討するに，本件明細書の実施例に関する
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記載には，「前身頃１２の足刳り形成部２４は，図１に示すように，股底点脇から

上方に延出して足の付け根の腸骨棘点ａ付近を通過し，大腿部外側上方の転子点ｂ

付近の上方を通過して湾曲し，後側下向きに延出して，後身頃１４の足刳り形成部

３２に連続する。」，「足刳り形成部２４の一番高いところは腸骨棘点ａ付近であ

る。」（【００２６】），「足刳りのパターンの形状の工夫により，身体の腸骨棘

点ａ付近から前方の生地の立体的方向性が確保されるため，着用時に股関節の前方

への屈伸抵抗が少なく運動しやすく，疲れにくいものである。」（【００２７】）

との記載がある。これからすると，前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘

点付近に位置する構成は，股関節の前方への屈曲に対して生地の抵抗を少なくする

ことに作用するものと認められるから，足刳り形成部の頂点が位置する「腸骨棘点

付近」は，股関節の屈曲に伴う筋肉の動きに沿う位置，すなわち，屈曲した股関節

の付け根部分の位置に位置づけられるべきものである。 

 ところで，証拠（甲６，甲７，甲１３，乙１３，乙１４，乙３０）によれば，人

体においては，上前腸骨棘を起点として大腿筋膜張筋及び縫工筋が走行し，下前腸

骨棘を起点として大腿直筋が走行しており，これらの筋肉が収縮することにより股

関節が屈曲させられるという関係にあること，大腿直筋は，これらのうち最前面に

ある筋肉であること，縫工筋は，上前腸骨棘から大腿骨を回り込むように走行して

いる筋肉であり，大腿筋膜張筋とともに股関節の屈曲に強く作用するものであるこ

と，上前腸骨棘は下前腸骨棘よりも，前方かつ上方に位置すること，以上の事実が

認められる。 

これらの事実からすると，大腿直筋は大腿部の最前面に位置する筋肉であるとこ

ろ，股関節の屈曲の程度が浅い場合には，大腿直筋，大腿筋膜張筋及び縫工筋のい

ずれも収縮するが，屈曲の程度が浅いことから収縮の程度も小さく，大腿直筋より

も後方にある大腿筋膜張筋及び縫工筋が大腿直筋よりも前方まで隆起するには至ら

ず，結果として，大腿直筋の起点である下前腸骨棘付近が，屈曲した股関節の付け

根というべき位置にくるものと認められる。 
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他方，股関節の屈曲の程度が深い場合には，上前腸骨棘付近を起点とする大腿筋

膜張筋及び縫工筋が大きく収縮することにより，もともと大腿部の最前面に位置し

ていた大腿直筋よりも前方まで隆起することとなる結果，大腿筋膜張筋及び縫工筋

の起点である上前腸骨棘付近が，屈曲した股関節の付け根というべき位置にくるこ

とが認められる。 

なお，本件明細書では，「足を前に上げたりしゃがんだりして，股関節を大きく

屈伸することが多いスポーツ種目では，より身体の動きに対応した形状が求められ

ていた」（【０００４】）と記載されているように，股関節を深く屈曲した場合に，

身体の動きに対応した形状とすることも解決課題とされていることに加え，本件明

細書中には，本件発明が浅い屈伸運動の場合のみを対象とするような記載もないこ

とからすれば，本件発明は，想定する股関節の屈曲の程度を限定するものとは認め

られない。 

そして，前記のような本件発明の作用効果は，足刳り形成部の頂点が屈曲した股

関節の付け根部分付近に設定されることにより実現されるものであるところ，足刳

り形成部の湾曲の頂点が，上前腸骨棘付近又は下前腸骨棘付近のいずれかに位置す

れば，少なくとも，浅い屈曲姿勢をとった場合又は深い屈曲姿勢をとった場合のい

ずれかにおいて，股関節の屈曲に伴う筋肉の動きに沿うこととなり，それによって，

股関節の屈伸運動に対する抵抗が少なくなり，屈曲姿勢に適合する形状が実現され

るというべきである。 

したがって，「腸骨棘点付近」とは，上前腸骨棘付近及び下前腸骨棘付近のいず

れをも含むものと解すべきである。 

ただし，被告らが主張するとおり，本件明細書【００２６】において，「腸骨棘

点」は「転子点」と異なる概念として使用されていることからすれば，下前腸骨棘

点よりも転子点寄りの位置は，「腸骨棘点付近」には当たらないと解すべきである。 

イ 被告らの主張について 

(ｱ) 被告らは，構成要件Ｄにおいては，単に「腸骨棘付近」とされるのではなく，
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「腸骨棘点付近」とされていることから，これが示す範囲は限定的に解すべきであ

り，いずれも含むと解することはできず，「腸骨棘点」は上前腸骨棘の一点を指す

ものであると主張する。 

しかし，被告らが主張するように，「点」という語が狭い範囲を示す際に使用さ

れるのが一般的であるとしても，構成要件Ｄにおいては，「点付近」とされており，

「付近」とは「近い辺り」（広辞苑第６版）を意味する用語であることを踏まえれ

ば，「点付近」を一定の幅のある範囲を示すものと解するのが自然であるから，

「腸骨棘点付近」を上前腸骨棘付近及び下前腸骨棘付近のいずれをも含む概念と解

することは，何ら語意に反するものではない。 

 (ｲ) また，被告らは，股関節を屈曲した場合には，上前腸骨棘を起点とする縫工

筋が収縮し，必ずこれが下前腸骨棘よりも前面に出ることから，下前腸骨棘の位置

に屈曲部が形成されることはないと主張する。 

 しかし，縫工筋と大腿直筋の位置関係からして，ごく浅い屈曲の場合に，縫工筋

が収縮して，もともと最前面にある大腿直筋よりも前面にくるとは考え難いのであ

り，この場合には，もとの位置関係のとおり，大腿直筋が大腿部の最前面に位置し，

その筋肉の起点である下前腸骨棘付近が大腿部の屈曲部の付け根となると解するの

が合理的であるから，これに反する被告らの主張を採用することはできない。 

 (ｳ) さらに被告らは，深く屈曲した場合には，本件明細書【００１１】の作用効

果は生じないことから，深く屈曲した場合を前提として構成要件Ｄの文言を解釈す

る原告の主張は失当であると主張する。 

 しかし，前記の本件明細書【０００４】の記載等からして，本件発明が股関節の

屈曲の程度を限定するものでないのは前記のとおりであるから，深い屈伸運動の際

には本件発明の作用効果が生じないとする被告らの主張を採用することはできない。 

(ｴ) また，被告らは，本件明細書【００２７】の記載を引用し，実施例において，

腸骨棘点ａは少なくとも下前腸骨棘の位置を指しておらず，下前腸骨棘から前方に

延びるように立体方向性を確保することは，本件発明の狙いから外れるものと主張
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する。 

しかし，被告らが引用する【００２７】には，「軽く前屈みになった姿勢」の場

合と，「深く屈む動作をするとき」のいずれにも言及しているのであり，前記のと

おり，軽く屈んだ場合には，下前腸骨棘付近が大腿部の屈曲の付け根となるのであ

るから，この点に関する被告らの主張を採用することはできない。 

(2) 被告製品の構成要件Ｄの充足性 

ア 構成要件Ｄは，着用状態において本件発明の足刳り形成部の湾曲した頂点が

くるべき位置を特定したものであるところ，もともと人体には個体差があり，それ

に応じて着用状態において当該頂点がくるべき位置にも差が生じ得るものであるこ

とからすれば，構成要件Ｄを充たさないケースが１件でも存在すれば，構成要件Ｄ

を充足しないとすることは相当ではない。 

したがって，構成要件Ｄの充足性については，着用者の身体的個体差を捨象し，

被告製品の設計時に想定されたであろう着用状態を前提とした場合に，足刳り形成

部の湾曲した頂点が，着用者の上前腸骨棘付近又は下前腸骨棘付近に位置する否か

を検討すべきである。そして，この点については，人体における鼠径部ないし鼠径

溝（以下「鼠径溝」という。）が，「お腹側の足の付け根」として，上前腸骨棘と

下前腸骨棘の間付近を通る部分とされる（甲２０）ことから，被告製品が，脚口パ

ーツと足刳り形成部との縫合線（以下，単に「縫合線」ということがある。）が鼠

径溝に沿うように着用することを想定したものか（原告），鼠径溝よりも下方に位

置するように着用することを想定したものか（被告ら）につき争いがある。 

イ 被告製品の広告宣伝においては，「足の付け根まで超立体化」，「脚口らく

らく」（甲３の１），「脚口がこんなにも立つんです」（甲４の１），「脚口部分

が太ももの付け根に合うようにオリジナル立体パターンを採用し，動いてもずれ上

がりにくいようになっています」（乙１５）との宣伝文句が使用されている。 

以上のとおり，被告製品は，それ自体，着用者の身体の線に沿う立体的な形状と

なるように設計され，それによって，ずれ上がりを防止するという効果を生じさせ
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るものと宣伝されていることからすると，これを着用者の身体の線に合わせて着用

することを前提としているものと解するのが合理的である。 

そして，宣伝文句によれば，脚口部分が太ももの付け根に合うように設計されて

いるというのであるから，被告製品は，脚口パーツの上端部分が鼠径溝に沿うよう

に着用した状態が，着用者の身体の線に沿う着用状態であるというべきである。ま

た，このことは，被告製品が本件明細書の【００１１】に記載されている作用効果

を有するものであること（前提事実(7)）にも沿うものである。 

したがって，被告製品は，縫合線を鼠径溝に沿うように着用することを想定した

ものと解するのが相当である。 

そして，証拠（甲２１）及び弁論の全趣旨によれば，原告が，服作りの際に使用

されるボディ・フォームと呼ばれるボディを用い，縫合線がその鼠径溝に沿うよう

に被告製品を着用させた上で，足刳り形成部の湾曲の頂点の位置を測定する実験を

実施した結果，被告製品の足刳り形成部の湾曲の頂点は，下前腸骨棘付近に位置す

るものであり，かつ，下前腸骨棘よりも転子点寄りではないことが認められる。 

ウ 被告らの主張について 

(ｱ) 被告らは，被告製品では，腰部脇線が上下方向における中間位置辺りから下

端にかけて，前方に徐々に立体的に迫り出すような構成となっているとし，そのこ

とに伴い，縫合線が鼠径溝よりも下方に位置するように着用し，鼠径溝辺りが締め

付けられることなくゆったりと着用することを想定したものであると主張する。 

しかし，腰部脇線の下部が前方に徐々に迫り出すような構成となっているとして

も，最も迫り出す腰部脇線の下端を鼠径溝に位置するようにする方が，鼠径溝の締

め付けがより緩やかになるはずであるから，被告製品が上記のような構成になって

いることは，縫合線が鼠径溝よりも下方に位置するように着用されるべき構成であ

るとの結論に直結するものではない。 

そして，他に，例えば被告製品の説明書や開発資料において，縫合線を鼠径溝よ

りも下方にずらして穿くよう指示したり設計したりする記載があるなど，被告製品
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が，縫合線が鼠径溝よりも下方に位置するように着用されることを想定したもので

あることを認めるに足りる証拠はない。被告製品の開発担当者の陳述書（乙４１）

には，縫合線と鼠径溝との位置関係についての設計思想につき，被告ら主張に沿う

内容の記載があるが，それを裏付ける的確な証拠はなく，これを採用することはで

きない。 

(ｲ) また，被告らは，乙４０を提出し，縫合線が鼠径溝付近に沿う形となる先行

製品（ＰＯ４２２７）のパターンと被告製品のパターンを重ね合わせると，被告製

品の足刳り形成部の頂点が先行製品よりも大きく下方に位置すると主張する。 

しかし，後記のとおり，先行製品の足刳り形成部の形状は，脚口パーツが前身頃

に対して伸ばし縫いされることにより，縫い合わせ後の形状がパターンの状態とは

大きく変化するものであることから，パターンの比較結果をもとにした被告らの主

張は採用できない。  

(ｳ) また，被告らは，縫合線が鼠径溝よりも下方に位置するように構成されたロ

ーレグタイプと呼ばれる下着が存在することを指摘するが，そもそも，被告製品が

ローレグタイプに属するものであると認めるに足りる証拠はないから，この点は前

記認定を左右しない。 

(ｴ) 被告らは，３名の被験者に被告製品を着用させる実験を実施した結果（乙１

２），いずれの被験者においても，足刳り形成部の湾曲した頂点は転子点付近又は

転子点よりも下方に位置したことから，被告製品の構成は構成要件Ｄを充足しない

と主張する。 

しかし，前記説示のとおり，構成要件Ｄの充足性については，個別の実験結果に

よるのではなく，設計時に想定された標準的着用状態をもとに検討すべきである上，

被告らにおいて行った３人のモニターの着用結果をもってそれが標準的な着用方法

であるとも断定できないから，被告らによる実験の結果は，前記認定を左右しない。 

(ｵ) また，被告らは，被告製品は，着用時に後身頃の上端が前身頃の上端よりも

高くなるように設計されていると主張し，原告による実験においては，そのような
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着用方法が採られていないことを指摘する。 

この点，被告らが主張するような着用方法によれば，被告製品の足刳り形成部の

湾曲した頂点は，前身頃と後身頃の上端の高さに差が生じない態様で着用した場合

に比して下方に位置することとなり，前記原告実験とは異なる結果となることが推

認される。 

しかし，別の製品については，被告らが主張するようなショーツの着用形態が見

られる（乙３２，３３）が，これらと比べると，被告製品の広告写真（甲３及び４，

甲３０ないし３６，乙１５）において，被告らが主張するように，後身頃の上端が

前身頃の上端よりも高くなるような着用方法がとられているとは明確に認められず，

他に，被告製品がそのような着用方法を想定したものであることを認めるに足りる

証拠はない。よって，この点に係る被告らの主張を採用することはできない。 

(ｶ) また，被告らは，原告の実験においては，被告製品全体が上方に引き上げら

れていると主張するが，前記のとおり，原告の実験においては，被告製品の縫合線

が鼠径溝に沿うように着用させているものと認められ，そうであれば，被告製品全

体を上方に引き上げているという指摘は当たらないものであるし，仮に，鼠径溝に

沿わせる以外の点で被告製品の一部が上方に引き上げられていたとしても，足刳り

形成部の湾曲の頂点の位置には影響しないというべきであるから，この点も，前記

認定を左右するものではない。 

(ｷ) また，被告らは乙１７を提出し，原告らの実験結果の検討のために使用され

ているレントゲン写真（甲２１）の歪みを指摘するものであるが，乙１７によって

も，レントゲン写真にそれほど大きな歪みは認められないことから，この点は，前

記認定を左右するものではない。 

エ 以上から，被告製品は，構成要件Ｄを充足するものと認められる。 

３ 争点１－イ（構成要件Ｅの充足性）について 

 構成要件Ｅは，「前記後身頃の足刳り形成部の下端縁は臀部の下端付近に位置

し」というものである。そして，本件明細書【０００９】の，「前記足刳り形成部
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は，・・・臀部裾ラインを包み込み，且つ臀部裾部分に密着する形状である」との

記載や，実施例に関する同【００２６】の「後身頃１４の足刳り形成部３２は，臀

部の下端部に沿って股底点付近に達している。」との記載及び同図２の記載からす

ると，構成要件Ｅの「後身頃の足刳り形成部の下端縁」とは，後身頃により形成さ

れる足刳り形成部の下端を縁取る線をいい，「臀部の下端付近」とは，臀部という

一定の範囲を占める部位のうち下端を縁取る線付近をいうものと解するのが相当で

ある。 

 被告製品の広告宣伝においては，「ヒップすっぽり動いてもハミ尻しない」，

「若くてヒップにハリがあるからって安心できません。身体のラインに合わない，

可愛さだけのショーツを穿いているのは，やめにしませんか」，「お尻から太腿の

自然な動きに合わせ脚の付け根まで超立体化したストレスのなくしっかり包むパタ

ーンデザイン」（甲３）などの宣伝文句が使用されている。 

これらのことからすれば，被告製品は，臀部を完全に包み込み，なおかつ，臀部

と大腿部の境界線を境とする身体のラインの変化に沿った形状となるように設計さ

れたものと認められ，被告製品においては，臀部と大腿部を覆う部分は，後身頃と

脚口パーツの二つのパーツからなっていることからすれば，それらパーツの境目を

臀部と大腿部の境目に対応させるように設計されたものとみるのが合理的である。 

そうすると，被告製品においては，後身頃の足刳り形成部の下縁を縁取る線が，

臀部の下端を縁取る線付近に沿うように設計されたものと認められ，被告製品の広

告宣伝における被告製品の着用状態の写真においても，そのような形状となってい

ることが認められる（甲３）。 

よって，被告製品は，構成要件Ｅを充足する。 

４ 争点１－ウ（構成要件Ｆ，Ｇの充足性）について 

 (1) 構成要件Ｆ及びＧの「前側の湾曲」ないし「湾曲部分」と「山」の意義 

 ア 構成要件Ｆは「前記大腿部パーツの山の高さを前記足刳り形成部の前側の湾

曲深さよりも低い形状とし」というものであり，構成要件Ｇは，「前記足刳り形成
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部の湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く形成し」というものである。 

本件明細書の実施例に関する【００２０】には，図３とともに，「足付根部４０

の，足刳り形成部２４，２５に取り付ける山４０ａの高さをｈ１とし，足刳り形成

部２４，２５の湾曲深さをｈ２とすると，ｈ１はｈ２よりも低い形状である。また，

足付根部４０の山の幅をｗ１とし，足刳り前部２４，２５の湾曲部分の幅をｗ２と

すると，互いに縫い付けられる同じ位置間で，ｗ１はｗ２よりも広い形状となって

いる。」との記載がある。この記載に加え，本件明細書の図３の大腿部パーツに描

かれた点線と「ｈ１」，「ｗ１」の記載からすると，大腿部パーツの「山」は，実

施例では「山４０ａ」がこれに当たり，それが取り付けられる足刳り形成部の部分

が「前側の湾曲」ないし「湾曲部分」に当たると記載されていると認められる。 

 イ そこで，山４０ａが取り付けられる足刳り形成部の部分について見ると，本

件明細書の【００２０】には，「足付根部４０の山４０ａの縁部は，前身頃１２の

足刳り形成部２４と等しい長さに形成され，足刳り形成部２４に縫い合わされる部

分である」との記載がある一方，「足付根部４０の，足刳り形成部２４，２５に取

り付ける山４０ａの高さをｈ１とし」との記載があり，足付根部４０の山４０ａが

取り付けられる対象につき，前者が足刳り形成部２４のみであるとするのに対し，

後者は，足刳り形成部２４，２５であるとしており，齟齬がある。しかし，本件明

細書の図３における足刳り形成部２４，２５及び山４０ａの形状からすれば，山４

０ａは，足刳り形成部２４及び２５に取り付けられるものと解するべきであり，上

記の前者の記載は誤記であると認められる。したがって，実施例においては，「足

刳り形成部２４及び２５」が足刳り形成部の「前側の湾曲」ないし「湾曲部分」に

相当していると認められる。そして，このことを踏まえて上記の前者の記載を見る

と，実施例においては，足刳り形成部２４，２５全体（「前側の湾曲」ないし「湾

曲部分」）の湾曲線の長さと山４０ａ（「山」）の稜線の長さとが一致するものと

されていると認められる。また，「足刳りのパターンの形状の工夫により，身体の

腸骨棘点ａ付近から前方の生地の立体的方向性が確保される」（【００２７】）と
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されていることからすると，上記のような足刳り形成部の「前側の湾曲」ないし

「湾曲部分」と大腿部パーツの「山」の幅及び高さ関係によって，大腿部パーツが

前方に突出した立体形状になるとされていると認められる。 

他方，足刳り形成部２５と同じく後身頃に設けられた足刳り形成部３２は，「後

身頃１４の足刳り形成部３２は，臀部の下端部に沿って股底点付近に達してい

る。」（【００２６】）との記載からすると，構成要件Ｅの「臀部の下端付近」に

位置する「後身頃の足刳り形成部の下端縁」に相当していると認められる。そして，

「縫い合わされたスパッツ１０は，後身頃１４の足刳り形成部３２が丸く下方に回

り込み，筒状に形成された大腿部パーツ１８が前方の斜め下方に突出する立体形状

となる。即ち，基本の立体形状が，着用者が前屈みに軽く屈曲した姿勢に沿う形状

になっており，足の運動性に適した形状に形成される。」（【００２５】）とされ

ていることからすると，実施例において「前屈みに軽く屈曲した姿勢に沿う形状」

とされているのは，人体の後ろ側については，各パーツを縫い合わせた場合に，後

身頃１４の足刳り形成部３２が丸く下方に回り込む形状になることをもってそのよ

うに述べているものと認められる。 

 ウ 以上からすると，本件明細書の図３の実施例においては，足刳り形成部の

「前側の湾曲」ないし「湾曲部分」は，前身頃の足刳り形成部２４と後身頃の足刳

り形成部２５の部分とされていると解されるところ，本件明細書の【００１８】，

図２及び図３によれば，後身頃の足刳り形成部２５と３２の境界部分にはＶ字状に

切除された臀部ダーツが設けられ，それにより臀部の隆起に対応させていると認め

られる。このことからすると，実施例においては，臀部の隆起に対応させる位置よ

りも前側をもって足刳り形成部の「前側の湾曲」ないし「湾曲部分」としていると

解するのが相当である。 

そして，足刳り形成部のこの範囲の湾曲部分の湾曲線とそれに対応する大腿部パ

ーツの山部分の稜線の長さが等しく，かつ，それらの幅及び高さ関係が構成要件Ｆ

及びＧ所定の関係を満たすときには，取付け状態で筒状の大腿部パーツが前方に突
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出する形状となること，臀部が一般に人体の後ろ側に位置しており，それよりも前

の部分を前側と捉えることは「前側の湾曲」との文言とも整合的であることからす

ると，構成要件Ｆ及びＧにいう足刳り形成部の「前側の湾曲」ないし「湾曲部分」

とは，足刳り形成部のうち，股部パーツと前身頃との境界部分から，臀部の隆起に

対応させる位置部分の手前までをいうものと解するのが相当であり，構成要件Ｆ及

びＧにおける「山」は，大腿部パーツにおいて，それらの「前側の湾曲」ないし

「湾曲部分」と等しい長さで縫い付けられる部分をいうと解するのが相当である。 

なお，本件明細書には，構成要件Ｇの足刳り形成部の「湾曲部分」が，構成要件

Ｆの足刳り形成部の「前側の湾曲」以外の湾曲部分を含む部分であることを示唆す

る記載は見当たらず，また，構成要件Ｆ及び構成要件Ｇの記載からして，構成要件

Ｇの「湾曲部分」は，その直前の構成要件Ｆの「前側の湾曲」を受けた記載である

と解するのが合理的であることからすると，構成要件Ｇの「湾曲部分」と構成要件

Ｆの「前側の湾曲部分」は同義であると解するのが相当である。 

エ 以上に対し，原告は，構成要件Ｆの「前側の湾曲」及び構成要件Ｇの「湾曲

部分」を，足刳り形成部のうち「人体の前側」部分と解すべきと主張するが，実施

例における足刳り形成部２５は人体の後ろ側まで届いており，それでも大腿部パー

ツが前方に突出する形状となるから，原告の主張は採用できない。 

他方，被告らは，構成要件Ｆの「前側の湾曲」及び構成要件Ｇの「湾曲部分」を，

足刳り形成部が人体の側面から臀部を超えて股部に到達する付近までの範囲をいう

と主張する趣旨と解され，その前提には，本件明細書において，本件発明に係る下

肢用衣料が「大腿部を屈曲した姿勢に沿う立体形状」（【００１１】）となるとさ

れていることから，人体の後ろ側においても大腿部パーツが前方に突出している必

要があるとの考えがあるように思われる。しかし，実施例において構成要件Ｆの

「前側の湾曲」及び構成要件Ｇの「湾曲部分」とされているのが，足刳り形成部の

うちの２４，２５にとどまり，臀部の下端付近の位置にある足刳り形成部３２が含

まれていないことは前記のとおりであるから，構成要件Ｆの「前側の湾曲」及び構
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成要件Ｇの「湾曲部分」が臀部の隆起に対応させる位置を超えて及ぶことが必要で

あるとは解されない。また，大腿部を屈曲した姿勢に沿う立体形状というのも，人

体の後ろ側については，各パーツを縫い合わせた場合に，後身頃１４の足刳り形成

部３２が丸く下方に回り込む形状になることをもってそのように述べているものと

認められることは前記のとおりであるから，本件発明においては，人体の後ろ側に

おいても大腿部パーツが前方に突出している必要があるとは解されない。したがっ

て，被告の上記主張は採用できない。 

(2) 被告製品の構成要件Ｆ及びＧの充足性 

以上に基づき，被告製品の構成要件Ｆ及びＧの充足性につき検討する。 

ア 構成要件Ｆについて  

まず，被告製品における「足刳り形成部の前側の湾曲」及びこれに対応する「大

腿部パーツの山」について検討する。 

別紙３のとおり，被告製品の後身頃にはギャザー部が存在するところ，パターン

図上，ギャザー部は足刳り形成部２４，２５の中間点よりやや前身頃寄りを起点と

しており，ギャザー部の収縮も考慮すると，当該起点部分は，身体の後ろ側に位置

することとなるものである。 

そして，ギャザー部の本来的な目的が，当該部分を身体の膨らみに対応すること

にあることを考慮すると，後身頃の足刳り形成部は，ギャザー部によって臀部の立

体形状に沿う形状に合わせるように設けられているものと認められる。 

そうすると，被告製品において，臀部の隆起に対応させる位置部分はギャザー部

と解するのが合理的であるから，被告製品において構成要件Ｆの「足刳り形成部の

前側の湾曲部分」に対応するのは，股部パーツと前身頃の境界であるＢ点から，ギ

ャザー部の起点であるＥ点までの曲線部分であると認められる。 

また，被告製品のうち，構成要件Ｆの「大腿部パーツの山」に対応するのは，足

刳り形成部のうち，股部パーツと前身頃の境界であるＢ点から，ギャザー部の起点

であるＥ点までの曲線部分に接合される脚口パーツの山の部分をいうことから，脚
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口パーツのｂ点からｅ点までの曲線部分である。 

以上を前提に検討すると，別紙３及び別紙５のとおり，原告のパターン図を前提

とした場合，被告らのパターン図を前提とした場合のいずれにおいても，Ｂ点から

Ｅ点までの範囲の全ての幅において，脚口パーツの山の高さが，これに対応する範

囲の足刳り形成部の湾曲の深さよりも低くなっていることが認められる。 

よって，被告製品の構成は，構成要件Ｆを充足する。 

イ 構成要件Ｇについて  

また，別紙３及び別紙５のとおり，原告のパターン図を前提とした場合，被告ら

のパターン図を前提とした場合のいずれにおいても，構成要件Ｇ「前記足刳り形成

部の湾曲部分」に当たるＢ点からＥ点までの範囲と，「前記山」に当たるｂ点から

ｅ点までの範囲において，足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも山の幅が広くなるこ

とが認められる。 

よって，被告製品の構成は，構成要件Ｇを充足する。 

ウ パターン図について 

被告製品は，腰部曲線を縫い合せ後，当該縫い合せ部分が前部に突出する形状と

なるものであることから，当該曲線を含む前身頃と後身頃のパターンを，平面上で

どのように配置するかにつき，原告及び被告らに争いがある。 

縫い合せ状態で立体形状となる腰部曲線部分を，パターン図において隙間なく配

置することは不可能であり，被告らのパターン図のように，オーバーラップ部分を

設ける方法，原告のパターン図のようにオーバーラップ部分を設けない方法のいず

れが適切であるとも決しがたいものであるところ，前記のとおり，いずれのパター

ン図を採用した場合でも，被告製品の構成は構成要件Ｆ及びＧの要件を充たすもの

であるから，パターン図に関する当事者の争いは，前記認定を左右しない。 

 ５ 争点１－エ（構成要件Ｈの充足性）について 

 構成要件Ｈは，「取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身頃に対して

前方に突出する形状となる」というものである。 
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本件発明は，大腿部パーツの山の高さが足刳り形成部の前側の湾曲の深さよりも

低い形状とされ，足刳り形成部の前側の湾曲部分の幅よりも山の幅が広く形成され

ること，すなわち，特定の範囲において一定に保たれた足刳り形成部の湾曲部分の

高さ及び幅と，山の高さ及び幅との長さの関係に起因して，足刳り形成部に取り付

けられた筒状の大腿部パーツが，前身頃に対して前方に突出するという形状が実現

されるという点に技術的意義を有するものである。このような技術的意義に加え，

構成要件Ｈが「前身頃に対して」前方に突出するとしていること，本件明細書【０

０２７】において，「足刳りのパターンの形状の工夫により，身体の腸骨棘点ａ付

近から前方の生地の立体的方向性が確保されるため，着用時に股関節の前方への屈

伸抵抗が少なく運動しやすく，疲れにくいものである。」とされていることからす

ると，構成要件Ｈの「大腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突出する」とは，

上記のような足刳り形成部の前側の湾曲部分と大腿部パーツの山部分とで形成され

る前方の生地部分が前方に突出すれば足り，大腿部パーツの後方の部分までが前方

に突出することは必要でないと解するのが相当である。 

この点について，被告は，本件明細書において，「着用者が前屈みに軽く屈曲し

た姿勢」に沿う形状になると記載されていること（【００２５】，【００２７】）

を指摘して，大腿部パーツの全体が前方に突出する必要があると主張するが，この

主張が採用できないことは，先に述べたとおりである。 

そして，構成要件Ｆ及びＧの充足性において検討したとおり，被告製品は，股部

パーツと前身頃の境界部分から，ギャザー部の起点までの全範囲において，前記の

ような幅及び高さ関係を充たすものであり，証拠（甲３，甲４，甲８，甲１０，甲

１１，甲１２）によれば，当該範囲において，被告製品の脚口パーツが前身頃に対

して前方に突出していることが認められる。 

よって，被告製品は，構成要件Ｈを充足する。 

 ６ 争点２（無効理由（明確性要件違反）の有無）について 

 (1) 前記のとおり，構成要件Ｄ「腸骨棘点付近」とは，上前腸骨棘付近及び下前
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腸骨棘付近のいずれをも含むものと解され，構成要件Ｅ「後身頃の足刳り形成部の

下端縁」とは，後身頃により形成される足刳り形成部の下端を縁取る線を，「臀部

の下端付近」とは，臀部という一定の範囲を占める部位のうち下端を縁取る線付近

をいうものと解される。 

また，構成要件Ｆ「大腿部パーツの山の高さを前記足刳り形成部の前側の湾曲の

深さよりも低い形状とし」とは，足刳り形成部のうち，股部パーツと前身頃の境界

部分から臀部の隆起に対応させる位置部分の手前までの範囲と，それに対応する大

腿部パーツの範囲において，大腿部パーツの山の高さが足刳り形成部の湾曲の深さ

よりも低い形状となることを指すものと解され，構成要件Ｇ「前記足刳り形成部の

湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く形成し」とは，足刳り形成部のうち，股部パ

ーツと前身頃の境界部分から臀部の隆起に対応させる位置部分の手前までの範囲と，

それに対応する大腿部パーツの範囲において，足刳り形成部の湾曲の幅よりも山の

幅が広く形成されることを指すものと解される。 

(2) このように，構成要件Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇの文言は，それぞれ上記のように理解

することができるものであり，それらが不明確であるということはできない。 

よって，被告らの明確性要件違反による無効主張には理由がないから，これを採

用することはできない。 

７ 争点３（無効理由（サポート要件違反）の有無）について 

 (1) 本件明細書【０００９】には，「前記足刳り形成部は，・・・臀部裾ライン

を包み込み，且つ臀部裾部分に密着する形状である」と記載され，後身頃の足刳り

形成部が形成されるべき位置が開示されており，構成要件Ｅに対応する事項が記載

されている。  

また，前記のとおり，構成要件Ｆの「前側」は，足刳り形成部のうち，股部パー

ツと前身頃の境界部分から臀部の隆起に対応させる位置部分の手前までをいうもの

と解すべきところ，本件明細書【０００７】に「前記大腿部パーツの山の高さを前

記足刳り形成部の前側の湾曲深さよりも低い形状とし」と記載された上で，本件明
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細書【００２０】には「足付根部４０の山４０ａの縁部は，前身頃１２の足刳り形

成部２４と等しい長さに形成され，足刳り形成部２４に縫い合わされる部分である。

ここで，足付根部４０の，足刳り形成部２４，２５に取り付ける山４０ａの高さを

ｈ１とし，足刳り形成部２４，２５の湾曲深さをｈ２とすると，ｈ１はｈ２よりも

低い形状である。」と記載されており，これら記載と図２，図３によって，足刳り

形成部の「前側」というべき範囲を示した上で，その範囲における湾曲部分と山と

の高さの関係が開示されていることから，構成要件Ｆに対応する事項が記載されて

いるというべきである。 

(2) 本件発明の解決しようとする課題は，本件明細書【０００６】の記載のとお

り，「股関節の屈伸運動が円滑に行われ，運動に適した下肢用衣料を提供するこ

と」であるところ，本件明細書では，前記(1)のとおり，構成要件Ｅ及びＦに係る

構成が開示された上で，本件明細書【００１１】に，「本発明の下肢用衣料は，大

腿部を屈曲した姿勢に沿う立体形状に作られ，股関節の屈伸運動に対して生地の伸

長が少なく，生地にかかる張力が小さい状態で運動を行うことができる。これによ

り，屈伸運動等の際に生地による抵抗が少なく，体にかかる負担が少なく円滑に運

動することができる」との作用効果が記載され，本件明細書【００２５】でも，

「縫い合わされたスパッツ１０は，後身頃１４の足刳り形成部３２が丸く下方に回

り込み，筒状に形成された大腿部パーツ１８が前方の斜め下方に突出する立体形状

となる。即ち，基本の立体形状が，着用者が前屈みに軽く屈曲した姿勢に沿う形状

となっており，足の運動性に適した形状に形成される」との作用効果が記載されて

いるものである。 

以上より，当業者は，発明の詳細な説明の記載により本件発明の課題が解決でき

ることを認識できるものと認められる。 

よって，本件発明がサポート要件に違反するものということはできず，被告らの

サポート要件違反による無効主張には理由がないから，これを採用することはでき

ない。 
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 ８ 争点４（無効理由（新規性欠如）の有無）について 

 (1) 被告は，先行製品の構成は本件発明と同一であると主張するのに対し，原告

は，先行製品は脚口パーツが足刳り形成部全体にわたって伸ばし付けて縫い合わさ

れることから，構成要件Ｇ及びＨの構成を備えないと主張する。 

そこでまず，本件発明について検討すると，前記のとおり本件発明は，大腿部パ

ーツの山の高さが足刳り形成部の前側の湾曲の深さよりも低い形状とされ（構成要

件Ｆ），足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも大腿部パーツの山の幅が広く形成され

ること（構成要件Ｇ），すなわち，特定の範囲において一定に保たれた足刳り形成

部の湾曲部分の高さ及び幅と，大腿部パーツの山の高さ及び幅との長さの関係に起

因して，足刳り形成部に取り付けられた筒状の大腿部パーツが，前身頃に対して前

方に突出するという形状が実現される（構成要件Ｈ）点に技術的意義を有するもの

である。 

 そして，構成要件Ｈは，大腿部パーツを足刳り形成部に取り付けた状態における

形状をいうものであるところ，足刳り形成部と大腿部パーツの幅と高さの関係が構

成要件Ｆ及びＧの関係にあることにより，それらを取り付けた状態での構成要件Ｈ

の形状が確保されるためには，大腿部パーツを前身頃及び後身頃に取り付けた場合

に，そのままの長さを保っていることが必要であり，仮に大腿部パーツを取り付け

ることにより伸縮が生じる場合には，縫合後に元の状態に戻ろうとする負荷により，

構成要件Ｆ及びＧと構成要件Ｈとが連関しなくなるおそれがある。本件明細書の

【００２０】において，大腿部パーツの山４０ａが前身頃１２の足刳り形成部２４

（これが足刳り形成部２４，２５の誤記と認められることは前記のとおりであ

る。）と等しい長さに形成されると記載されているのも，この趣旨によるものと解

される。そうすると，構成要件Ｈの「取り付け状態」とは，構成要件Ｆ及びＧの各

パーツの長さを変化させない取り付け状態を意味すると解するのが相当であり，こ

れを裏からいえば，構成要件Ｆ及びＧは，縫合後の各部の寸法関係を平面上の寸法

関係に置き換えてみた場合のことを定めていると解するのが相当である。 
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 (2) 先行製品については，いずれも，足刳り形成部全体の長さに比して，対応す

る脚口パーツ全体の長さが短く設計されている（別紙６，別紙８）ことから，脚口

パーツ全体を引き伸ばした状態で足刳り形成部に取り付けることになるものと認め

られる。 

そうすると，先行製品について，パターン状態での寸法関係に基づいて構成要件

Ｇの充足性を判断することはできず，本件では脚口パーツが取り付けられた状態に

おける先行製品の足刳り形成部の前方の湾曲部分及び脚口パーツの山部分の寸法関

係は不明であるから，少なくとも先行製品が構成要件Ｇを充たすものとは認められ

ない。 

以上より，本件発明が新規性を欠くものであり無効とされるべきであるとする被

告らの主張を採用することはできない。 

 ９ 争点５（無効理由（進歩性欠如）の有無）について 

 (1) 前記８で説示したとおり，先行製品の構成が少なくとも構成要件Ｇを充たす

ものとは認められないことから，先行製品と本件発明の相違点は少なくとも次のと

おりとなる。 

 （相違点） 本件発明は，足刳り形成部のうち，股部パーツと前身頃の境界部分

から臀部の隆起に対応させる位置部分の手前までの範囲において，足刳り形成部の

湾曲部分の幅よりも，これに対応する山の幅が広く形成されているのに対し，先行

製品については，このような構成を有するか否か不明である点。 

 (2) 上記相違点は，特定の範囲において一定に保たれた足刳り形成部の湾曲部分

の高さ及び幅と，大腿部パーツの山の高さ及び幅との関係に起因して，同範囲にお

いて，足刳り形成部に取り付けられた筒状の大腿部パーツが，前身頃に対して前方

に突出する形状が実現されるという，本件発明の技術的意義の中核に関わるもので

あるところ，大腿部パーツの山の幅と，足刳り形成部の湾曲部分の幅との関係を構

成要件Ｇのとおりとすることが周知であったなど，上記相違点に係る構成につき当

業者が容易に想到することができたと認めるに足りる証拠はない。 
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よって，上記相違点に係る構成を設計事項であるとして容易想到性をいう被告ら

の主張には理由がない。 

(3) 乙１８公報には，「パンテイガードル並びにその類似品」の発明について，

第１図ないし第５図とともに，①「各腰部布の後端縁は人体臀部稜線に沿う凸状の

カーブとされた縦の切替線であり，前記各脚部布の上端縁は前身頃部分において前

記腰部布の凹状カーブに対して上方に緩い凸状のカーブとされた横の切替線であり，

前記各腰部布と各脚部布の凹凸状カーブは展開時において三ケ月形の空間が形成さ

れ」との記載（乙１８の２頁４欄８行目ないし１４行目），②「各腰部布６の下端

縁１０は前身頃部分において上方に凹状の深いカーブ１１とされた横の切替線であ

り，…各脚部布７の上端縁１３は前身頃部分において前記腰部布６の凹状カーブ１

１に対して上方へ緩い凸状のカーブ１４とされた横の切替線であり，腰部布６の下

端縁１０の凹状カーブ１１と脚部布７の上端縁１３の凸状カーブ１４は展開された

とき三ケ月形の空間即ち第１図鎖線Ｄが形成され，この部分を互いに縫着等によっ

て接合され，その接合線はそれぞれ人体屈折時の形態に沿っている。」，「即ち，

腰部布６の下端縁１０と脚部布７の上端縁１３との後部接合点をそれぞれＡ１，Ａ

２とすると，このＡ１，Ａ２点は第２図Ⅱで示す臀溝線Ｂの概ね中央に位置し，こ

の後部接合点Ａ１，Ａ２を出発点として人体屈折時に画かれる第２図で示す関節部

Ｃに沿って横方向に切替えられ，前身頃部分において腰部布６の下端縁１０が凹状

の深いカーブ１１とされ，脚部布７の上端縁１３が凸状の緩いカーブ１４とされ，

腰部布６の下端縁１０におけるカーブ終点Ｅ１と脚部布７の上端縁１３におけるカ

ーブ終点Ｅ２を前股部で接合するようにされている。」との記載（乙１８の３頁５

欄１６行目ないし４０行目），③「本発明は斯る構成を有するため，例えば第１図

に示されるように展開された布帛を縫着した製品は腰部布の凹状を示す深いカーブ

と脚部布の凸状を示す緩いカーブが一体に縫着されると共にそれらの後部接合点Ａ

１，Ａ２が臀溝に位置するように縫着されており，この結果第５図に示すガードル

の如く脚部全体が前方にやや傾斜し，接合部Ｑ１が前方に入り込み状となって人体
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臀溝にくい込み人体の自然な状態とよくマッチする上に，人間の主要な運動である

前傾運動に程よく適応できるものである。」（乙１８の４頁７欄９行目ないし１９

行目）との記載がある。 

このように，乙１８公報においては，脚部布の上端縁は腰部布の下端縁よりも緩

いカーブとされるべきことが記載され，両者を接合すると脚部全体が前方にやや傾

斜するとの記載がある。しかし，脚部布の上端縁に係る山の幅（本件発明での大腿

部パーツの山の幅）と腰部布の下端縁に係る湾曲部分の幅（本件発明での足刳り形

成部の湾曲部分の幅）との関係について，乙１８公報には明記されていない。確か

に，第１図を計測すれば，脚部布の上端縁に係る山の幅（Ｅ２－Ａ２）の方が，腰

部布の下端縁に係る湾曲部分の幅（Ｅ１－Ａ１）よりも広くなっているが，明細書

の図面は模式図にすぎない上，それらの関係性の技術的意義に関する記載がないこ

とからすると，それにもかかわらず，第１図における脚部布の上端縁に係る山の幅

（Ｅ２－Ａ２）と腰部布の下端縁に係る湾曲部分の幅（Ｅ１－Ａ１）の関係性に着

目して，これを先行製品に適用するだけの動機付けがあるとはいえない。 

また，仮に乙１８公報の記載から第１図における脚部布の上端縁に係る山の幅

（Ｅ２－Ａ２）と腰部布の下端縁に係る湾曲部分の幅（Ｅ１－Ａ１）の関係性に着

目したとしても，前記のとおり先行製品は伸ばし付けをする製品であり，パターン

の形状と縫合後の形状が変化するものであることからすれば，乙１８公報の第１図

のパターンの記載を先行製品に適用する動機付けがあるとはいえず，また，適用し

た場合に上記の相違点に係る構成を備えるかも明らかでない。 

また，同様のことは，乙１８発明を主引例とし，先行製品を副引例とする場合に

も妥当するから，これにより，当業者が本件発明に容易に想到することができたと

も認められない。 

(4) よって，本件発明が進歩性を欠くものであり無効とされるべきであるとする

被告らの主張を採用することはできない。 

１０ 争点６（特許法１０２条２項の適用の可否）について 
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 (1) 特許法１０２条２項は，「特許権者・・・が故意又は過失により自己の特許

権・・・を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場

合において，その者がその侵害の行為により利益を受けているときは，その利益の

額は，特許権者・・・が受けた損害の額と推定する。」と規定する。 

 特許法１０２条２項は，民法の原則の下では，特許権侵害によって特許権者が被

った損害の賠償を求めるためには，特許権者において，損害の発生及び額，これと

特許権侵害行為との間の因果関係を主張，立証しなければならないところ，その立

証等には困難が伴い，その結果，妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ

得ることに照らして，侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは，その利

益額を特許権者の損害額と推定するとして，立証の困難性の軽減を図った規定であ

る。このように，特許法１０２条２項は，損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で

設けられた規定であって，その効果も推定にすぎないことからすれば，同項を適用

するための要件を，殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。 

 そして，特許法１０２条２項には，特許権者が当該特許発明の実施をしているこ

とを要する旨の文言は存在しないことも総合すれば，特許権者が当該特許発明を実

施していることは，同項を適用するための要件とはいえない。 

 したがって，特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が

得られたであろうという事情が存在する場合には，特許法１０２条２項の適用が認

められると解するべきであるが，同項によって推定される特許権者の損害は，推定

の前提事実たる侵害者の利益との同質性の観点から，特許権者の販売利益の減少に

よる逸失利益であると解されるから，上記の事情が認められるためには，特許権者

が自社製品を販売する等して侵害者の製品と市場で競合していることが必要である

と解するべきである。他方，特許権者が競合品を販売している場合には，侵害者に

よる特許権侵害行為がなかったならば何らかの追加的な販売利益が得られるのが通

常であるから，それにもかかわらず特許権者が利益を得られなかったことを基礎付

けるための事情は，特許法１０２条２項の推定の覆滅事由として考慮されるべきも
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のと解するのが相当である。 

 (2) 原告製品は被告製品と競合するものであるか 

ア 被告製品 

前記のとおり，被告製品は本件発明の技術的範囲に属するものであり，証拠（甲

３，甲４）によれば，被告製品の販売サイトにおいては，「オリジナル立体設計で

動いてもずれにくい」，「ウエスト脚口らくらく」，「ヒップすっぽり動いてもハ

ミ尻しない」，「超立体」などの宣伝文句が，大きな文字で，ページ冒頭やハート

形で縁取られた枠の中など目立つ位置又は態様で記載され，また，被告製品の写真

とともに，「平らなところに超立体ショーツを置くと，脚口がこんなにも立つんで

す。これが人間の身体＝立体‘超立体ショーツ’のはきやすさの理由です」，「食

い込んだりズレる最大の原因であるゴムを脚口に使用しておりません」との記載も

されていることが認められる。 

以上からすれば，被告製品は，①脚口部分が前方に突出するように構成され，②

脚口部分及びお尻の部分がずり上がらないという特徴（以下，これを「特徴①②」

などということがある。）を有するものであり，広告宣伝においてもその点が強調

されているということができる。 

 イ 原告製品 

 原告製品が厳密に本件発明の実施品であることを認めるに足りる証拠はない。し

かし，原告製品の販売サイトにおいては，「お尻がはみ出さない，ヒップに優しく

快適なショーツです」，「ゴムを使っていないので若干上がりますが，お尻がはみ

出すことはありません」，「通常の体型の場合，多少のヒップサイズの違い（ワン

サイズ程度）ならずり上がり防止の効果に問題ありません」「前足繰りは動きやす

い特許の立体裁断で巻き付いたり，痛くなることはありません」（甲２２，甲２

３），「激しく動いても巻き上がらない！トラタニの立体裁断！」，「足の付け根

部分の立体裁断は特許だから，座っても巻き上がらず，立っても足にフィットしま

す」，「巻き上がらないから，そけい部を圧迫することもなく，ラクラク快適で
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す」，「裾線がお尻の形になっているので，しっかりフィットし，はみ出しませ

ん」（甲２６）などと記載されている。 

以上からすれば，原告製品は，厳密に本件発明の実施品であるか否かは不明であ

るものの，被告製品と同じく，①脚口部分が前方に突出するように構成され，②脚

口部分及びお尻の部分がずり上がらないという特徴を有するものであり，広告宣伝

においてもその点が強調されているということができる。 

ウ 被告らは，脚口部分が前方に突出する被告製品の構成は，本件発明の効果で

はなく公知・周知技術によるものであるから，被告製品の特徴には当たらないと主

張するが，脚口部分が前方に突出するという構成は，本件発明の構成要件Ｈとして

明記され，本件発明の特徴とされているものであり，被告製品が本件発明の技術的

範囲に属し，これと同一の構成を有するものである以上，同構成は被告製品の特徴

として捉えるべきである。 

また，被告らは，甲２２製品，甲２３製品の販売サイトにおける「ゴムを使って

いないので若干上がりますが」との記載をもって，これらの原告製品は上記②の特

徴を有しないものと主張する。しかし，被告らが指摘する記載のすぐ後に，「お尻

がはみ出すことはありません」と記載されていることに加え，上記認定のとおり，

脚口部分やお尻の部分がずり上がらないことを強調する記載が多くみられることを

総合すると，甲２２製品，甲２３製品は，脚口部分及びお尻の部分がずり上がらな

いことを特徴とし，広告宣伝もその点を強調するものであるが，より正確に製品の

特徴を伝える見地から，ゴムが入っていないために，着用直後のポジションから全

くずれが生じないわけではないことを注記しているにすぎないというべきである。 

エ 以上より，原告製品，被告製品ともに，本件発明の作用効果に係る，①脚口

部分が前方に突出するように構成され，②脚口部分及びお尻の部分がずり上がらな

いという特徴を備え，それを広告宣伝するものであることから，これらは市場にお

いて競合するものというべきである。 

 (3) 市場における競合が生じた期間 
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 ア 販売開始時期 

 前記第２の２(8)のとおり，甲２２製品の販売開始は平成２１年５月，甲２３製

品の販売開始は平成２１年５月，甲２６製品の販売開始は平成２５年５月頃である

ことが認められる。 

 イ 販売中断期間 

計算鑑定の結果，証拠（甲３９ないし甲４２，甲４４ないし甲４６）及び弁論の

全趣旨によれば，原告製品のうち，甲２２製品は，平成２６年４月３日から同年８

月２６日まで，甲２３製品は，平成２６年５月３日から同年８月２８日まで，それ

ぞれ販売を中断したことが認められる。 

ウ 以上のとおり，原告は，平成２１年５月以降，被告製品の競合品である原告

製品の販売を開始し，その後，甲２２製品，甲２３製品の販売を４か月ないし５か

月間中断したものであるが，同中断期間中も甲２６製品の販売は継続していたもの

である。 

したがって，平成２１年５月以降，原告は被告製品の競合品を継続して販売して

いたということができる。 

(4) 以上のとおり，損害賠償請求期間である平成２２年１月から平成２８年６月

までを通じて，原告は被告製品と競合する製品を継続して販売しており，被告らに

よる特許権侵害行為がなかったならば原告が利益を得られたであろうという事情が

存在したというべきであるから，特許法１０２条２項の適用が認められると解する

のが相当である。 

被告らが主張する上記以外の要素（需要者の購入動機，販売形態の差異，両製品

の価格差，他の競合品の存在）については，特許法１０２条２項の推定を覆滅する

事由として考慮されるべきものであり，本件において特許法１０２条２項を適用す

べきとする上記判断を左右するものではない。 

また，被告らは，被告製品の販売にもかかわらず，実際の原告製品の売上げは減

少しておらず，むしろ増加しているなどとして，特許法１０２条２項の適用を否定
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する主張をするが，そのような事情があっても，被告製品の販売がなかった場合に，

より多くの原告製品の売上げが得られた可能性が否定されるものではない以上，被

告らによる特許権侵害行為がなかったならば原告が利益を得られたであろうという

事情の存在を否定することはできないし，そのような事情自体が推定覆滅事由を構

成するともいえない。 

１１ 争点７（原告が行使可能な損害賠償請求権の範囲）について 

 原告は，本件特許をゴールドウインテクニカルセンターと共有しているところ，

ゴールドウインテクニカルセンターが本件発明の実施をしておらず，また，被告製

品の競合品の販売もしていないことにつき当事者間に争いはない。 

本件特許の共有特許権者である原告は，持分権に基づいて本件発明の全部を実施

することができる（特許法７３条２項）ところ，共有者の一部のみが実施品又は競

合品の販売をしている場合には，侵害行為による販売利益の減少という損害は当該

特許権者のみに生じるから，本件において原告に生じた損害の額についても特許法

１０２条２項が適用されると解される。しかし，その原告も本件発明の価値全体を

単独で支配し得るものではなく，被告らが本件特許権の侵害行為によって得た利益

は，原告の持分権だけでなく，共有特許権者であるゴールドウインテクニカルセン

ターの持分権を侵害することによっても得られたものであり，ゴールドウインテク

ニカルセンターは，被告らに対して，特許法１０２条３項による損害の賠償をその

持分割合の限度で請求することができるものである。 

そうすると，特許法１０２条２項による原告の損害額の推定は，ゴールドウイン

テクニカルセンターに生じた損害額（実施料相当額の逸失利益）の限度で一部覆滅

されると解するのが相当であるから，原告の損害額は，特許法１０２条２項によっ

て推定される損害額から，同条３項によりゴールドウインテクニカルセンターに生

じたと認められる損害額を控除して算定することとするのが相当である。そして，

本件において原告は，原告固有の損害賠償請求権のみを行使し，ゴールドウインテ

クニカルセンターから譲り受けた損害賠償請求権（甲２４及び２５）を行使するも
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のではないから，原告が被告らに対して行使可能な損害賠償請求権の範囲も，特許

法１０２条２項の推定額からゴールドウインテクニカルセンターに生じた損害額を

控除して得られる額にとどまるというべきである。 

この点について，原告は，ゴールドウインテクニカルセンターから，その有する

被告に対する本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権の譲渡を受けたことを理由に，

原告が有する固有の損害賠償請求権に基づき，特許法１０２条２項の推定額の全額

を請求することができると主張する。しかし，上記のとおり，そもそも原告の固有

の損害賠償請求権は，特許法１０２条２項の推定額からゴールドウインテクニカル

センターに生じた損害額を控除して得られる額についてしか発生していないと解さ

れるから，ゴールドウインテクニカルセンターからその固有の損害賠償請求権の譲

渡を受けたからといって，自己固有の損害賠償請求権が拡張される理由にはならず，

原告の上記主張は採用できない。 

１２ 争点８（被告らが得た利益額（１０２条２項））について 

(1) 計算鑑定の結果によれば，被告らが被告製品の販売により得た利益は次のと

おり認められる。 

ア 被告タカギ 

 イ号製品（平成２３年２月ないし平成２６年１２月） ●（省略）● 

 ロ号製品（平成２３年２月ないし平成２７年６月）  ●（省略）● 

 ハ号製品（平成２６年８月ないし平成２７年６月）  ●（省略）● 

 二号製品（平成２６年９月ないし平成２８年６月）  ●（省略）●  

 ホ号製品（平成２６年９月ないし平成２８年６月）  ●（省略）● 

 ヘ号製品（平成２６年９月ないし平成２８年６月）  ●（省略）● 

 セット販売分（平成２６年１２月ないし平成２８年６月） 

                          ●（省略）● 

 合計   ●（省略）● 

なお，イ号製品及びロ号製品には卸販売とインターネット販売があり，その余の
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製品及びセット販売はインターネット販売のみである。 

イ 被告名古屋タカギ 

 イ号製品（平成２３年４月ないし平成２８年６月） ●（省略）● 

 ロ号製品（平成２３年４月ないし平成２８年６月） ●（省略）● 

 合計   ●（省略）● 

なお，イ号製品及びロ号製品には卸販売とインターネット販売がある。 

(2) 計算鑑定の結果によれば，被告らの月ごとの被告製品の販売数量，売上金額，

利益率及び利益は別紙１０，１１のとおり認められる（小数点以下四捨五入，通貨

の単位及び貨幣の発行等に関する法律３条１項本文）。 

なお，計算鑑定においては，各決算期ごとに，売上金額から経費を控除すること

により被告らの得た利益額が算定されており，上記(1)はそれらを合算したもので

あるが，別紙１０，１１の各計算書においては，被告らの各月の売上金額に利益率

（小数第２位以下で四捨五入した数値）を乗じることにより被告らが得た月ごとの

利益を算定したことから，別紙１０，１１の各計算書記載の被告らが得た月ごとの

利益の合計額と，(1)で認定した被告らの利益合計額との間には，被告タカギにつ

いて●（省略）●，被告名古屋タカギについて●（省略）●の差が生じているとこ

ろ，当該差額分は，それぞれ最終月である平成２８年６月分の利益として加算した。 

１３ 争点９（推定覆滅事由の存否）について 

以下では，被告らが主張する推定覆滅事由につき検討する。 

 (1) 消費者の購買動機等 

ア 前記１０で認定のとおり，被告製品の広告宣伝においては，①脚口部分が前

方に突出するように構成されていること，②脚口部分及びお尻の部分がずり上がら

ないことという被告製品の有する機能が強調されている。 

このことに加え，証拠（甲３，４）によれば，被告製品のデザインは，これら機

能に必然的に伴うものを除き，特に特徴的ないし装飾的なものは認められないこと

も併せ考慮すると，世上に極めて多くの種類の下着商品が存在する中で被告製品を
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選択し，購入した需要者は，専ら本件発明の技術的意義に関連する上記①②の被告

製品の機能に着目し，これに誘引されて購買に至ったものと認めるのが相当である。 

 この点，被告らの主張するアンケート結果は，普段用下着全般に関する一般消費

者の購買動機を集計したものにすぎず（乙４７），被告製品のように，機能面に特

徴があり，しかもそれが広告宣伝において強調されているような製品の需要者の購

買動機を示すものとは認められない。 

イ 被告らは，被告製品の購入者からのレビューを分析し，「お尻がはみ出さな

い」，「足口が巻き上がらない」との要素に触れたものは全体の１８．８％しかな

いとする（乙４８）が，被告製品の購入者のうち，レビューを投稿するのは一部に

すぎない上，購買動機にかかわらず，それとは別の要素に関し，実際に使用した感

想を述べることもあり得ることからすれば，レビュー内容と購買動機との対応関係

は不明である。また，被告らの分析によれば，「履き心地のよさ（適度なフィット

感があること，締め付け感がないこと）」をレビューに挙げた消費者が３１．８％

存在するところ（乙４８），これは，「お尻がはみ出さない」，「足口が巻き上が

らない」という要素と同様に，前記被告製品の広告宣伝内容と密接に関連し，かつ，

本件発明の技術的意義にも対応するものというべきであり，この点に触れた者が３

０％以上存在した事実は，むしろ，被告製品の前記特徴①②を主要な購買動機とし

た者が相当数存在することを推認させる事情になりうるものというべきである。 

ウ なお，被告らは，大腿部パーツが存在しないにもかかわらず，本件発明と同

様の作用効果を生じさせる製品が存在するなどと主張するが，大腿部パーツが存在

しない製品において，大腿部パーツを前方に突出させることを技術的意義の一つと

する本件発明と同様の作用効果が生じているとする被告らの主張はそれ自体失当と

いうべきであり，採用できない。 

 エ 以上のとおり，消費者の購買動機等を特許法１０２条２項の推定覆滅事由と

する被告らの主張は採用できない。 

 (2) 市場における類似品の存在 
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 被告らは，市場に多数の類似品が存在することが推定覆滅事由を構成すると主張

する。そして，証拠（乙４９）によれば，市場には，脚口部分やお尻部分が食い込

みにくいこと，足さばきがスムーズにできる設計であること等を宣伝広告する商品

が複数存在することが認められる。 

 しかし，これら商品のうち，ベルメゾンデイズの商品（乙４９の１４）について

「脚口部分に超立体裁断を採用。ボディラインへの馴染みが良く，しゃがんだり座

ったりしてもずれにくい設計です。」と記載されているほかは，原告製品及び被告

製品のように，脚口の部分が前方に突出するように構成されていることを強調した

宣伝広告を認めるに足りる証拠はなく，これら商品が，実際にそのような構成を有

するものであると認めるに足りる証拠もない。また，ベルメゾンデイズの商品（乙

４９の１４）を含め，これら商品の市場におけるシェアも明らかでないことからす

れば，これらの商品が原告製品と競合するものであるとして１０２条２項の推定覆

滅をいう被告らの主張を採用することはできない。 

 (3) 作用効果からみた被告製品における本件発明の構成の重要性 

 ア 被告は，足刳り形成部の湾の頂点部分が下前腸骨棘点付近に存在するときに

は本件発明の作用効果を奏しないとして，そのような被告製品は本件発明の作用効

果を奏しないと主張する。しかし，本件発明の「腸骨棘点」は，下前腸骨棘点付近

も含むものと解すべきことは前記のとおりであるところ，これと異なる解釈を前提

として被告製品における本件発明の作用効果を論じる被告らの主張を採用すること

はできない。 

イ 被告らは，被告製品においては，主に腰部脇線の迫り出し部の存在によって

脚口パーツが顕著に突出することとなり，本件発明の作用効果を奏する結果となっ

ているものであり，本件発明とは別の構成によって本件発明の作用効果を奏するも

のであると主張する。 

 しかし，被告製品に腰部脇線の迫り出し部が存在するとしても，前記認定のとお

り被告製品が本件発明の技術的範囲に属するものである以上，本件発明の技術的範
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囲に属する構成によって本件発明の作用効果を奏するものであることは明らかであ

る。そして，仮に，被告製品に迫り出し部という構成を加えたことによって，本件

発明の作用効果がより顕著となる効果を得られるという関係にあるとしても，迫り

出し部の存在が，本件発明の構成に対して，脚口パーツの前方への突出をどの程度

増大させているのかは不明であるから，迫り出し部の存在をもって推定覆滅事由を

構成するほどのものと認めることはできない。 

 (4) 被告製品における本件発明の特徴部分の不可欠性 

被告らは，先行製品と本件発明とが相違する範囲が，湾曲部分及び山部分のうち

のわずかな範囲の部分であることを前提に，被告製品における本件発明の実施範囲

が狭い範囲であるとして，その寄与の程度が低いと主張する。 

しかし，前記のとおり，先行製品がそもそも構成要件Ｇを備えるとは認められな

いのに対し，被告製品は，実施例と同様に，臀部の隆起に対応させる位置部分まで

の範囲で構成要件Ｆ及びＧを充足すると認められるから，被告製品における本件発

明の実施範囲が狭いとはいえない。 

 (5) 被告製品における本件発明の特徴的部分の顧客吸引力 

被告は，本件発明がパターンの構成に特徴を有するものであることを前提に，需

要者はパターンに接しない以上，その形状に顧客誘引力はないと主張する。 

しかし，前記のとおり，被告製品は本件発明の技術的範囲に属するものであり，

それによって本件発明の作用効果を実現するものである。複数の構成から成り立つ

一つの製品においては，各構成が有機的に関連し合って特定の機能や作用効果が実

現されるものであるところ，需要者は，その製品が有する個々の構成ではなく，そ

れらによって達成される全体としての機能や作用効果をみて製品購入へと誘引され

るのが通常というべきである。したがって，需要者が被告製品の個々の構成を認識

することができなくても，それら構成により実現される被告製品全体の作用効果が

認識可能であれば足りるというべきであり，現に被告製品ではそれを強調した宣伝

広告がされているから，被告製品において，構成要件Ｇに対応する構成に視認性が
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ないことを推定覆滅事由とする被告ら主張を採用することはできない。 

 (6) 被告製品の他の機能  

 証拠（甲３，甲４）によれば，被告製品の販売サイトにおいて，被告製品に関し，

被告ら主張１０特徴について広告宣伝されていることが認められる。    

 しかし，証拠（甲３，甲４）によれば，同じ販売サイトにおいて，「オリジナル

立体設計で動いてもずれにくい」，「ウエスト脚口らくらく」，「ヒップすっぽり

動いてもハミ尻しない」，「超立体」など，前記特徴①又は②に係る宣伝文句が，

販売サイトのページ冒頭やハート形で縁取られた枠の中など，目立つ位置又は態様

で，被告ら主張１０特徴に関する記載の４倍ないし８倍程度の大きな文字で記載さ

れていることが認められ，また，被告製品の写真とともに，「平らなところに超立

体ショーツを置くと，脚口がこんなにも立つんです。これが人間の身体＝立体‘超

立体ショーツ’のはきやすさの理由です」，「食い込んだりズレる最大の原因であ

るゴムを脚口に使用しておりません」との記載もされていることが認められること

からすると，被告らとしても，これらの点を被告製品の主な特徴として宣伝してい

るものということができ，需要者もそのように認識するものということができる。 

 そして，被告ら主張１０特徴が，被告製品に特有のものであり，それら自体が顧

客吸引力を有するものであることを認めるに足りる証拠はない。 

 以上からすれば，この点は，１０２条２項の推定を覆滅する事由とは認められな

い。 

 (7) 代替技術の存在 

 被告らは，大腿部パーツを前方に突出させる構成については代替技術が複数存在

することから，本件発明の価値は低く，したがって，被告製品における本件発明実

施部分の顧客吸引力は低いという趣旨の主張をする。 

しかし，仮に被告らが指摘する技術が本件発明の代替技術たり得るものであった

としても，被告製品が本件発明を実施するものである以上，推定覆滅事由たり得る

には，本件発明に代替技術が存在するのみでは足りず，代替技術を用いた競合品が
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市場に存在することにより，被告製品の販売がなかった場合であっても，需要者の

全てが原告製品の購買に誘導されることはないと認められるだけの事情が存在する

ことが必要であるところ，本件では，市場において，被告らのいう代替技術を用い

た競合品が存在することを認めるに足りる証拠はない。 

したがって，代替技術の存在を理由に特許法１０２条２項の推定が覆滅されると

する被告らの主張を採用することはできない。 

 (8) 特殊な穿き方をした場合のみ被告製品が本件発明の技術的範囲に属し得るも

のであるとの主張について 

 被告らは，被告製品が本件発明の作用効果を奏するのは，特殊な穿き方をした場

合のみであると主張する。 

しかし，被告製品については，人が，その設計思想に沿った穿き方をした場合に

本件発明の技術的範囲に属するものであることは前記のとおりであるから，この点

に係る被告らの主張は，その前提において採用することはできない。 

 (9) 製品（タイプ，素材，サイズ）の相違 

 ア タイプ，素材について 

(ｱ) 被告らは，原告製品にはハイウエストタイプが存在しないところ，仮に被告

らによる被告製品の販売行為がなくても，被告製品のハイウエストタイプを購入し

た需要者が原告製品を購入したという関係は認められないと主張する。 

また，同様に，原告製品にはテンセル素材のものが存在しないことから，仮に被

告らによる被告製品の販売行為がなくても，被告製品のテンセル素材のものを購入

した需要者が原告製品を購入したという関係は認められないと主張する。 

 (ｲ) 別紙被告製品目録のとおり，被告製品のうち，①イ号製品（甲３の１，甲４

の１）は綿素材・スタンダード丈タイプ，②ロ号製品（甲３の２，甲４の２）は綿

素材・ショート丈タイプ，③ハ号製品（甲８）は綿素材・ハイウエストタイプ，④

二号製品（甲９）はテンセル素材・スタンダード丈タイプ，⑤ホ号製品（甲１０）

はテンセル素材・ショート丈タイプ，⑥ヘ号製品（甲１１）はテンセル素材・ハイ
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ウエストタイプである。 

これに対し，原告製品は，①甲２２製品は綿素材・ジャストウエスト丈よりやや

浅めタイプ（甲２２），②甲２３製品は綿素材・ローライズタイプ（甲２３），③

甲２６製品は綿素材で，普通丈タイプとセミ丈タイプの２種類である（甲２６）と

認められる。したがって，ハイウエストタイプとテンセル素材は，原告製品には存

在しない。 

 (ｳ) そして，丈のタイプは着心地という機能面に関わる事柄であり，後記のセッ

ト販売においても，丈のタイプを指定することができるようにしていること（甲３

４及び３５）からすると，需要者にとって丈のタイプには相応の重要性があると認

められる。 

もっとも，別紙１０に基づき，被告製品全体に占めるハ号製品及びヘ号製品の販

売枚数を算定すると，別紙１２のとおり全体の６％にとどまる上，ハ号製品及びヘ

号製品についても，前記特徴①②を大きく強調する宣伝広告の下に販売されている

ことからすると，世上に極めて多くの種類の下着商品が存在する中で需要者が被告

製品を選択した主要な動機が，前記①②の被告製品の機能にあることに変わりはな

いというべきであるから，被告製品中にハイウエストタイプであるハ号製品及びヘ

号製品が存在することの影響は，かなり限定的なものにとどまるというべきである。 

(ｴ) 次に，テンセル素材については，ニ号製品，ホ号製品及びヘ号製品の広告で

は，「のび～る！らくらくテンセル」として，ソフトな風合いと適度な光沢感，繊

維が柔らかくドレープ性あり，吸湿性に富む，ハリ，コシ感，弾力性（反発性）と

いった特徴がうたわれている（甲３２，３３）。 

しかし，後記の被告製品のセット販売において，素材を指定することができない

とされている（甲３４及び３５）ことからすると，被告製品を選択する需要者にと

って，テンセル素材であることの重要度はさほど高くないと推認される。また，テ

ンセル素材の製品についても，前記特徴①②を大きく強調する宣伝広告の下に販売

されていることからすると，世上に極めて多くの種類の下着商品が存在する中で需
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要者が被告製品を選択した主要な動機が，前記①②の被告製品の機能にあることに

変わりはないというべきである。そうすると，被告製品中にテンセル素材の製品が

存在することの影響は，皆無ではないとしても，かなり限定的なものにとどまると

いうべきである。  

 イ サイズについて 

証拠（甲２２，甲２３，甲２６）によれば，甲２２製品はＳ，Ｍ，Ｌ，ＬＬ，３

Ｌサイズ，甲２３製品は，Ｍ，Ｌサイズ，甲２６製品はＳ，Ｍ，Ｌ，ＬＬサイズの

取扱いがあることが認められる。 

 このように，原告製品においても，ＬＬサイズ及び３Ｌサイズの取扱いがされて

いることからすれば，被告製品の販売行為がなければ，被告製品のこれらサイズの

ものを購入した需要者が原告製品を購入したという関係は認められるものである。

なお，被告らは，原告製品のＬＬサイズ，３Ｌサイズはほとんど又は全く売れてい

ないなどと主張するが，これを認めるに足りる的確な証拠はなく，また，仮に，こ

れらサイズの原告製品の実際の販売数量が僅少であったとしても，それは被告製品

の販売の影響による可能性が否定できない以上，特許法１０２条２項の推定を覆滅

すべき事由には当たらない。 

 ウ セット販売について 

 証拠（甲３４，３５）によれば，被告らは，セット販売という形態で，被告製品

をそれ以外の製品と組み合わせて，「超立体ショーツ素材はき比べ２枚セット」，

「超立体ショーツおためし３枚セット」として，２枚組又は３枚組で販売していた

こと，セット販売の価格は，２枚組で１９９８円（税込），３枚組で２９９９円

（税込）であり，後記の被告製品を１枚ごとに購入する価格に比して割安になるこ

と，また，需要者は，希望するサイズ及び丈のタイプを指定して注文すること，又

は希望するサイズのみを指定して注文することが可能であるが，色と素材の指定は

できなかったことが認められる。 

 しかし，まず，セット販売の広告宣伝においても，「特殊なパターン設計で超立
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体のシルエットを実現」，「裾がピタッとフィットし，不快なずり上がりを防いで

ストレスフリー◎」，「ウエスト・脚口は，ゴムを使わない仕様で締め付け感がな

く快適」，「平らなところに超立体ショーツを置くと，脚口がこんなにも立つんで

す。これが人間の身体＝立体‘超立体ショーツ’のはきやすさの理由です」といっ

た被告製品の個別販売の場合と同様の宣伝文句が記載されているのに対し（甲３４，

甲３５），セット販売に含まれ得る他の製品の特徴に触れた記載は認められないこ

とからすると，結局，需要者は，被告製品の前記特徴①②を購入動機としているこ

とに変わりはないというべきであり，どのような商品が届くかを楽しみにするとい

う，セット販売から生じる特有の心理によって購入に誘引されたものとまではいえ

ない。 

したがって，セット商品に１枚売りと異なる特有の購入動機があるとすれば，セ

ット販売の方が被告製品を割安で購入できる可能性がある点にあると考えられると

ころ，これは次の価格の相違の点に帰着するから，次に合わせて検討する。 

 (10)  販売価格及び色の相違 

 ア 原告の甲２２製品，甲２３製品の販売価格は２５００円（税込），甲２６製

品の販売価格は１５００円（税込）であることが認められる（甲２２，甲２３，甲

２６）。 

 他方，イ号製品及びロ号製品の販売価格は，販売時期又は販売サイトによって異

なっており，イ号製品は１枚１２９６円（税込）（甲３の１）又は１枚１０５８円

（税込）（甲４の１），ロ号製品は１枚１２９６円（税込）（甲３の２）又は１枚

９５０円（税込）（甲４の２）で販売されたことが認められる。また，ハ号製品は

１枚１３８２円（一般価格）又は１１７５円（会員価格）で販売され（甲８），ニ

号製品は１枚１４９０円（一般価格）又は１３４１円（会員価格）で販売され（甲

９），ホ号製品は１枚１３８２円（一般価格）又は１２４４円（会員価格）で販売

され（甲１０），ヘ号製品は１枚１７０６円（一般価格）又は１５３５円（会員価

格）で販売された（甲１１）ことが認められる。 
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 以上によると，まず，甲２６製品とイ号製品又はロ号製品との価格差は，２００

円ないし５００円に過ぎず，その差は大きいとはいえないことから，特許法１０２

条２項の推定を覆滅するほどの事由とは認められない。また，甲２６製品とハ号製

品ないしヘ号製品についても同様である。 

次に，甲２２製品及び甲２３製品とイ号製品又はロ号製品の価格差は１２００円

ないし１５００円程度であり，最も価格の高いヘ号製品との間でも会員価格で約１

０００円の差があり，価格差が小さいとはいえないから，価格に影響を受けて被告

製品を購入した需要者が存在するであろうことは容易に理解し得る。しかし，普段

着用する下着購入時の一番の決め手となる要素が値段であると回答した消費者は１

８．６％にとどまったというアンケート結果（乙４７）に加え，被告製品は前記特

徴①②を有するものであり，それを強調する宣伝広告をしていることからすれば，

世上に極めて多くの種類の下着商品が存在する中で需要者が被告製品を選択した主

要な動機は，前記①②の被告製品の機能にあるというべきであるから，そのような

機能に着目した需要者にとって，上記の価格差程度の低価格でなければ購入を控え

るとは直ちに考え難いところがある。そして，計算鑑定の結果によれば，現に原告

製品は，平成２２年１月から平成２４年１２月まで，毎年５０００枚ないし６００

０枚程度（月平均４１６枚から５００枚程度），平成２５年１月から平成２８年６

月にかけては，毎年２万２０００枚ないし５万５０００枚程度（月平均１８３３枚

から４５８３枚程度）という，被告製品を大きく上回る販売実績を維持しているこ

とが認められるのであり，この点からも，上記の機能に着目する需要者が必ずしも

低価格であることを重視しないことがうかがわれる。 

また，セット販売での１枚当たりの価格は１枚当たり１０００円とさらに安いが，

上記のとおり，セット販売において，需要者は素材を指定することができないこと

から，必ずしも高額なテンセル素材のものがセットに含まれるとは限らないことに

加え，被告製品より安価な別製品がセットに含まれる可能性も否定できないことか

らすると，セット販売と個別販売の場合とで，需要者が認識する価格差がそれほど
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大きなものであるとはいえない。 

以上からすると，原告製品と被告製品の価格差の影響は，皆無ではないとしても，

かなり限定的なものにとどまるというべきである。 

 イ 被告らは，原告製品と被告製品の販売色の違いにも触れているところ，普段

着用する下着について購入時の一番の決め手となる要素が色であると答えた消費者

は２．４％と少数にとどまったこと（乙４７）や，セット商品では色の指定はでき

ないとされていることに弁論の全趣旨を総合すると，ある特定の系統の色の下着し

か購入しない消費者は少数にとどまるというべきであるから，原告製品と被告製品

で，販売色に違いがあるとしても，この点は特許法１０２条２項の推定を覆滅すべ

き事由とは認められない。 

 (11) 販売形態の相違 

 ア 原告製品の販売形態はインターネット販売及び通信販売のみであるが（乙５

７），被告製品は，インターネット販売及び通信販売に加え，実店舗での販売もさ

れている（計算鑑定の結果）。 

 イ 計算鑑定の結果によれば，平成２３年２月から平成２８年６月までの，被告

らの販売形態ごとの販売数量内訳は，次のとおり認められる。 

(ｱ) 被告タカギ関係 

 ・イ号製品 Ｄ８３０ 卸販売 ●（省略）● ネット販売 ●（省略）● 

       Ｄ９４４ 卸販売 ●（省略）● 

       Ｄ９５１            ネット販売 ●（省略）● 

 ・ロ号製品 Ｄ８３１ 卸販売 ●（省略）● ネット販売 ●（省略）● 

       Ｄ９５２            ネット販売 ●（省略）● 

 ・ハ号製品 Ｄ９６８            ネット販売 ●（省略）● 

 ・二号製品 Ｄ９６５            ネット販売 ●（省略）● 

 ・ホ号製品 Ｄ９６６            ネット販売 ●（省略）● 

 ・ヘ号製品 Ｄ９６４            ネット販売 ●（省略）● 
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 ・合計 ●（省略）●（卸販売●（省略）●，ネット販売●（省略）●） 

(ｲ) 被告名古屋タカギ 

 ・イ号製品 Ｄ８３０ 卸販売 ●（省略）● ネット販売●（省略）● 

       Ｄ９４４            ネット販売●（省略）● 

 ・ロ号製品 Ｄ８３１ 卸販売 ●（省略）● ネット販売●（省略）● 

 ・合計 ●（省略）●（卸販売●（省略）●，ネット販売●（省略）●） 

 ウ 被告らによる被告製品販売数量のうち，卸販売及びインターネット販売の内

訳は前記イのとおり，卸販売による販売数量が●（省略）●であるのに対し，イン

ターネット販売による販売数量は●（省略）●となっている。 

また，これ以外に，被告タカギによりセット販売（インターネット販売のみ）さ

れた被告製品の売上げは●（省略）●であり，１枚当たり１０００円とすると，こ

れに対応する販売数量は●（省略）●程度であると認められることから，インター

ネット販売による販売数量は，合計●（省略）●であると認められる。 

また，被告名古屋タカギは被告製品を全て被告タカギから仕入れている（鑑定書

５５頁）ことからすると，被告タカギの卸販売数量には，被告名古屋タカギへの販

売数量が含まれるところ，消費者への販売形態の差異について検討する際には，被

告らの卸販売数量●（省略）●から被告タカギの被告名古屋タカギへの販売数量

（被告名古屋タカギの被告製品販売数量）●（省略）●を控除した数量を採用する

のが相当である。 

以上を勘案すると，被告らによる消費者への販売数量のうち，卸販売によるもの

が●（省略）●，インターネット販売によるものが●（省略）●であると認められ

る。 

 エ 以上のとおり，被告製品の消費者への販売数量のうち，約半数が店頭販売の

方法によって販売されたものと認められる。 

しかし，インターネット販売や通信販売は，いずれも購入手段として広く活用さ

れているものであり，インターネットが普及した現代において，需要者にとって，
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被告製品と同様の機能を有する下着を検索することは容易であるというべきである

から，被告製品の販売がなかった場合に，被告製品を店頭で購入した消費者が原告

製品をインターネット販売又は通信販売の方法で購入した可能性は相当程度あると

いうべきであり，店頭販売の有無という原告及び被告らの販売形態の相違を，特許

法１０２条２項の推定を覆滅すべき事由とまでいうことはできない。 

 (12) 原告製品に対する需要者の絶対評価，相対評価 

ア 絶対評価について 

被告らは，原告製品に関して否定的な内容を含む質問や，原告製品に対する低評

価のレビューが存在することを理由に，原告製品の絶対評価は低いとし，したがっ

て，被告製品の販売がなかった場合に，被告製品の購入者全てが原告製品を購入し

たとは認められないと主張する。しかし，被告らの指摘する質問やレビューは，実

際に原告製品を購入し使用した者のうち一部が述べている感想にすぎず，また，計

算鑑定の結果によれば，これらレビューにもかかわらず，前記のとおり原告製品は

被告製品を大きく上回る販売実績を維持していることが認められ，そのうち甲２６

製品は楽天ボックスショーツランキングにおいて１６６週１位（平成２５年５月１

５日から平成２８年８月２１日まで）という販売実績を上げている（甲２６）こと

も併せ考慮すれば，原告製品の絶対評価が低いという事情は認められない。なお，

被告らは，甲２６製品に関するランキングの順位付けの方法が疑問であるとするが，

少なくとも，原告製品の絶対評価が低いことを認めるに足りる証拠がないのは前記

のとおりであるから，この点は前記認定を左右しない。 

 イ 相対評価について 

被告製品の販売サイトには，購入者の口コミが掲載されており，その中には，原

告製品を使用していたが，被告製品を試しに購入したと述べるものや（甲２９の１，

甲２９の２，甲２９の３，甲２９の５，甲２９の７，甲２９の９，甲２９の１０，

甲２９の１１，甲２９の１３，甲２９の１４，甲２９の１５，甲２９の１６，甲２

９の１７），原告製品と被告製品を比較して，被告製品購入に至ったと述べるもの
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（甲２９の４，甲２９の６）がある。そして，これらの中には，原告製品の方がよ

いと評価するもの（甲２９の１，甲２９の１０，甲２９の１３，甲２９の１６，甲

２９の１７），被告製品の方がよいと評価するもの（甲２９の２，甲２９の９）の

いずれもが含まれている。 

これらは，被告製品の販売行為がなかった場合に，需要者が原告製品を購入した

可能性を裏付けるものというべきであって，少なくとも，原告製品に対する不満を

覚える需要者が多くあり，それらの者が被告製品購入に至ったなどという被告らの

主張を認めることはできない。 

ウ 以上から，被告らが主張する事情は，１０２条２項の推定を覆滅するべき事

情ということはできない。 

 (13) 販売数量 

 被告製品の販売数量が原告製品の販売数量よりも格段に多い場合には，原告と被

告らとの間には，営業方法等において格段の差があることが考えられるから，推定

覆滅事由を構成し得ると解される。 

しかし，計算鑑定の結果によれば，原告製品は，平成２２年１月から平成２８年

６月にかけて，合計１６万５１７６枚販売されており，被告製品は平成２３年２月

から平成２８年６月にかけて，合計●（省略）●ないし●（省略）●販売されたこ

とが認められる。 

このように，原告製品の販売数量は，被告製品の販売数量を大きく上回るもので

あり，また，前記のとおり，甲２２製品は平成２６年４月３日から同年８月２６日

まで，甲２３製品は平成２６年５月３日から同年８月２８日まで販売が中断された

ものであるが，その間にも甲２６製品の販売は継続されており，計算鑑定の結果に

よれば，平成２６年１月ないし１２月における甲２６製品の販売数量は４万３４４

０枚であったことからすると，本件において，特許法１０２条２項の推定を覆滅す

べき事由となるような原告製品と被告製品の販売数量の差があったということはで

きない。 
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 (14) 以上からすれば，被告らが主張する事情のうち，被告製品には原告製品に

はないハイウエストタイプとテンセル素材の製品がある点と，被告製品が原告製品

よりも低価格である点は，推定覆滅事由たり得ると考えられる。しかし，それらの

各箇所で検討したとおり，その影響はかなり限定的なものにとどまると考えられる

ことからすると，それらによる推定覆滅率は１０％と認めるのが相当である。 

 １４ 争点１０（原告に生じた損害額）について 

(1) ゴールドウインテクニカルセンターに生じた損害 

 弁論の全趣旨によれば，本件発明の技術分野における標準的な実施料率を考慮し

て，本件特許の実施料率は６％と認めるのが相当である。 

したがって，被告らによる特許権侵害行為によりゴールドウインテクニカルセン

ターに生じた損害は，被告製品の売上金額に６％を乗じた金額の２分の１となり，

別紙１０の「イ号ないしヘ号製品」欄，別紙１１の「イ号及びロ号製品」欄の各

「実施料相当額」欄記載のとおり認められる。 

(2) 原告の請求可能額 

原告が被告らに請求することのできる損害額は，被告らが得た利益合計額を１０

％覆滅させた額から，(1)のゴールドウインテクニカルセンターに生じた損害分を

控除した金額となり，別紙１０，別紙１１の各「原告請求可能額」欄記載のとおり，

被告タカギに対して合計４０１万５９６３円，被告名古屋タカギに対して合計３０

９万７０７７円と認められる。 

 (3) 弁護士，弁理士費用相当額 

 本件事案に鑑みると，被告らの行為と相当因果関係ある弁護士，弁理士費用は，

被告タカギに関して４０万円，被告名古屋タカギに関して３０万円と認めるのが相

当である。 

 (4) 以上より，原告の被告タカギに対する請求は，４４１万５９６３円及びうち

別紙１０の「イ号ないしヘ号製品」欄の「原告請求可能額」欄記載の各金員に対す

る当該各年月末日から各支払済みまで，うち４０万円に対する訴状送達日の翌日で
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ある平成２６年８月２３日から支払済みまで，それぞれ年５分の割合による遅延損

害金を請求する限度で認めることができる。 

 また，原告の名古屋タカギに対する請求は，３３９万７０７７円及びうち，別紙

１１の「イ号及びロ号製品」欄の「原告請求可能額」欄記載の各金員に対する当該

各年月末日から各支払済みまで，うち３０万円に対する訴状送達日の翌日である平

成２６年８月２６日から支払済みまで，それぞれ年５分の割合による遅延損害金を

請求する限度で認められる。 

 １５ 差止め及び廃棄の必要性 

 被告タカギは，平成２９年１１月２０日時点において被告製品の製造，輸入，販

売及び販売のための申出をしておらず，被告製品の在庫も保有しておらず，また，

今後，被告製品を販売することはないと主張し，これに沿う内容の製品在庫及び売

上げのデータベースの管理責任者の陳述書（乙７３）を提出して，被告製品の製造

等の差止め及び廃棄の必要性がないと主張する。 

しかし，被告タカギは本件訴訟提起後の平成２８年６月まで被告製品を販売して

いたものであり，その後，被告タカギが被告製品の在庫を処分したことを裏付ける

具体的な証拠はないことから，被告タカギが被告製品を保有している可能性を否定

することはできない。このことに加え，被告タカギが，被告製品の製造販売等が本

件特許権侵害に当たることを争っていることからすると，被告タカギが今後も被告

製品の製造，輸入，販売，販売のための申出をする可能性はあると認められる。  

以上は，被告名古屋タカギについても同様である。 

したがって，本件においては，原告の被告タカギに対する被告製品の，被告名古

屋タカギに対するイ号製品及びロ号製品の，製造，輸入，販売及び販売のための申

出の差止め並びに廃棄に関する請求を認める必要性があるというべきである。 

 １６ 以上の次第で，原告の請求は，上記１４(4)及び１５の限度で理由がある

ことからその限度で認容することとし，その余は理由がないことから棄却すること

とし，訴訟費用について民事訴訟法６１条，６４条本文，６５条１項但書きを，仮



- 114 - 

執行宣言につき同法２５９条１項をそれぞれ適用して，主文のとおり判決する。 
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（別紙） 

被告製品目録 

 

第１ コットン（綿）素材のもの 

１ イ号製品 

 商品名    超立体ショーツ スタンダード 

 品 番    Ｄ８３０，Ｄ９４４，Ｄ９５１がある（末尾に「ＲＧ」又は

「ＷＢ」が付加されたものも含む）。 

 サイズ    Ｍ・Ｌ・ＬＬ・３Ｌの４種類がある。 

 

２ ロ号製品 

 商品名    超立体ショーツ ショート丈 

 品 番    Ｄ８３１，Ｄ９５２がある（末尾に「ＲＧ」又は「ＷＢ」が付

加されたものも含む）。 

 サイズ    Ｍ・Ｌの２種類がある。 

 

３ ハ号製品 

 商品名    超立体ショーツ ハイウエスト 

 品 番    Ｄ９６８（末尾に「ＷＢ」が付加されたものも含む）。 

 サイズ    Ｍ・Ｌ・ＬＬの３種類がある。 

 

第２ テンセル素材のもの 

１ ニ号製品 

 商品名    テンセル超立体ショーツ ジャストウエスト（スタンダード

丈） 

 品 番    Ｄ９６５がある（末尾に「ＷＢ」が付加されたものも含む）。 
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 サイズ    Ｍ・Ｌ・ＬＬの３種類がある。 

 

２ ホ号製品 

 商品名    テンセル超立体ショーツ ショート丈（やや浅穿きタイプ） 

 品 番    Ｄ９６６がある（末尾に「ＷＢ」が付加されたものも含む）。 

 サイズ    Ｍ・Ｌ・ＬＬの３種類がある。 

 

３ ヘ号製品 

 商品名    テンセル超立体ショーツ ハイウエスト（腹巻タイプ） 

 品 番    Ｄ９６４がある（末尾に「ＷＢ」が付加されたものも含む）。 

 サイズ    Ｍ・Ｌ・ＬＬの３種類がある。 

以上 


